
目医発第633号（保105）

平成18年9月15日

都道府県医師会長　殿

目本医師会長
　　唐　澤　祥　人

健康保険法等の一部改正に伴う健康保険法施行令，同施行規則等の一部改正について

に伴い，平成18年8月30目付政令第286号をもって健康保険法施行令等の一部が，平成

18年9月8目付厚生労働省令第157号をもって健康保険法施行規則等の一部が改正され，

平成18年10月1目から施行されますことをご連絡申し上げます。

　今回の改正内容の概要につきましては，下記のとおりであります。

　なお，医療機関の窓口等に掲示していただくべく，本会と厚生労働省で①患者一部負担

金等関係のポスター（添付資料4）及び②入院時生活療養費（療養病床に入院する高齢者

の食費・光熱水費）関係のポスター（添付資料5）を作成いたしました。

　これらは，社会保険事務局を通じて各医療機関（②は療養病床を有する医療機関のみ）

に1枚ずつ配布されることになっております。9月15目現在，①は厚生労働省から発送作

業中であり，②は厚生労働省において作成手続中であり，今月中に対象医療機関に配布予

定です（医療機関に配布されるポスターはA3サイズで①はカラーになります。）。

　また，厚生労働省で入院時生活療養費に関する患者向けリーフレット（添付資料6）を

作成いたしました。当該リーフレットにつきましても，社会保険事務局を通じて療養病床

を有する医療機関に配布される予定です（医療機関に配布されるり一フレットはA4サイ

ズでカラーになります。）。

　各ポスター及びリーフレットにつきましては，厚生労働省ホームページに掲載されてお

り，ダウンロード可能です。

（htt：／／㎜．mhlw．o．’／bun　a／shakaihosho／ir　ouseidoO1／index．html）

　上記の他，入院時生活療養費の創設，保険外併用療養費への再編等に伴う入院料，食事

の提供，診療報酬請求書等の記載要領等の一部改正につきましては，厚生労働省より，今

後示される通知等を踏まえ追ってご連絡申し上げます。
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　つきましては，今回の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願い申し上げま

す。

　なお，本件につきましては，目本医師会ホームページのメンバーズルーム中「平成18年

度健康保険法・老人保健法等の改正に関する情報」に掲載いたします。
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記

r健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等

に関する政令」（平成18年10月1日施行）の概要

1．健康保険法施行令の一部改正（令第1条関係）

　1．健康保険組合関係（第25条の2及び第29条関係）
　（1）地域型健康保険組合の一般保険料率の認可に関する事項（第25条の2関係）

　　　※地域型健康保険組合の設立等に関するもの

　（2）指定健康保険組合関係（第29条関係）

　　　※指定要件の見直し

2．保険医療機関等の指定の欠格事由等（第33条の3及び令附則第2条関係）
（1）保険医療機関等の指定の欠格事由や取消要件として「健康保険法その他国民の保

　健医療に関する法律の規定により罰金の刑に処せられたとき」等が法定されたこと

　　を受け，その対象法律を定めた。
　ア　以下の規定に係る「健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定め

　　るもの」を定めた。

健康保険法

　第65条第3項第3号
　第71条第2項第2号
　第80条第7号
　第81条第4号
　第89条第4項第5号
　第95条第8号

保険医療機関又は保険薬局の指定関係

保険医又は保険薬剤師の登録関係

保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し関係

保険医又は保険薬剤師の登録の取消し関係

指定訪問看護事業者の指定関係

指定訪問看護事業者の指定の取消し関係

〔対象法律〕

①健康保険法
②船員保険法

③医師法
④歯科医師法
⑤保健師助産師看護師法

⑥医療法
⑦国家公務員共済組合法

⑧国民健康保険法

⑨薬事法
⑩薬剤師法
⑪地方公務員等共済組合法

⑫老人保健法
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イ　以下の規定に係る「健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定め

　るもの」を定めた。

健康保険法

　第80条第9号
　第81条第6号
　第95条第10号

保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し関係

保険医又は保険薬剤師の登録の取消し関係

指定訪問看護事業者の指定の取消し関係

〔対象法律〕

①健康保険法
②船員保険法

③医師法
④歯科医師法
⑤保健師助産師看護師法

⑥医療法
⑦私立学校教職員共済法

⑧国家公務員共済組合法

⑨国民健康保険法

⑩薬事法
⑪薬剤師法
⑫地方公務員等共済組合法

⑬老人保健法

（2）保険医療機関等の指定等の要件に関する経過措置

　施行目　（平成18年10月1目）前にした行為により刑に処せられた場合等は，以

下の規定の適用対象としない。

健康保険法
　第65条第3項第3号・第4号　保険医療機関又は保険薬局の指定関係

　第71条第2項第2号・第3号　保険医又は保険薬剤師の登録関係
　第80条第7号・第8号・第9号　保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し関係

　第81条第4号・第5号・第6号　保険医又は保険薬剤師の登録の取消し関係
　第89条第4項第4号・第5号・第6号　指定訪問看護事業者の指定関係
　第95条第8号・第9号・第10号　指定訪問看護事業者の指定の取消し関係

3．現金給付関係（第35条，第36条，第40条及び令附則第3条関係）
（1）埋葬料及び家族埋葬料の金額の引下げ（第35条及び第40条関係）

　　埋葬料及び家族埋葬料の金額を5万円とした。

（2）出産育児一時金及び家族出産育児一時金関係（第36条関係）

　①出産育児一時金及び家族出産育児一時金の引上げ（第36条関係）

　　30万円→35万円
　②出産育児一時金及び家族出産育児一時金の受取代理
　　　保険者は，被保険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金及び家族

　　出産育児一時金を事前に申請し，医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時
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金及び家族出産育児一時金を受け取る仕組みの導入に努めること。

（平成18年8月30目保保発第0830006号厚生労働省保険局保険課長通知（平成

18年9月15目付目医発第634号）参照）

（3）経過措置（令附則第3条関係）
　　　施行目（平成18年10月1目）前の死亡又は出産に係る埋葬料若しくは家族
　　埋葬料又は出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金の額については，なお従

　　前の例による。

4．高額療養費関係（第41条～第43条関係）
　　※ポスター参照（添付資料4）

（1）自己負担限度額等の見直し（第41条～第43条関係）

　　①70歳未満の者
　　（i）一般所得者
　　　　　○算定基準額（自己負担限度額）引上げ

　　　　　　・定額部分：72，300円→80，100円

　　　　　　・多数該当：40，200円→44，400円

　　（五）上位所得者

　　　　　○上位所得者の範囲見直し

　　　　　　・標準報酬月額：56万円→53万円
　　　　　○算定基準額引上げ

　　　　　　・定額部分：139，800円→150，000円

　　　　　　・多数該当：77，700円→　83，400円

　　②70歳以上の者
　　（i）一般所得者
　　　　　○算定基準額引上げ

　　　　　　・入院：40，200円→44，400円

　　（五）現役並み所得者

　　　　　○算定基準額引上げ

　　　　　　・入院：定額部分　72，300円→80，100円

　　　　　　　　　　多数該当　40，200円→44，400円

　　　　　　・外来：　　　　　40，200円→44，400円

　　③人工透析患者

　　　70歳未満の上位所得者
　　　　　○算定基準額引上げ　10，000円→20，000円
　　　　　　※特定疾病療養受療証の様式（省令第99条関係）

　　　　　　　・　健康保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成18年9月8目

　　　　　　　　付厚生労働省令第157号）第1条中，様式第13号の改正により，

　　　　　　　　「自己負担限度額」欄が設けられた。
　　　　　　　・　「特定疾病療養受療証」は人工透析患者に限らず新様式に更新され

　　　　　　　　る。（現在，各保険者において更新作業中）
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【参　考】

※算定基準額が20，000円となる者（第42条第6項第2号関係）

　上位所得者のうち以下のア，イを険≦者

　　ア　70歳以上の者で健康保険法施行令第41条第6項に規定する療養

　　　（注1）を受けた者
　　イ　健康保険法施行令第41条第6項に規定する療養（注1）のうち国が

　　　費用を負担すべき療養に係る疾病として厚生労働大臣が定めるものに

　　　係る療養（注2）を受けた者

（注1）健康保険法施行令第41条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定め

　　る治療及び疾病（昭和59年9月28目厚生省告示第156号）
　　1．人工腎臓を実施している慢性腎不全
　　2．血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第四因子障害又は先天

　　　　性血液凝固第IX因子障害
　　3．抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群（H　I　V感染を

　　　　含み，厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。）

（注2）健康保険法施行令第42条第6項第2号の規定に基づき厚生労働大臣

　　が定める疾病（平成18年9月8目厚生労働省告示第489号）
　　1．血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第V皿因子障害又は先天

　　　　性血液凝固第IX因子障害
　　2．抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群（H　I　V感染を

　　　　含み，厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。）

（2）適用の利便性の向上について
　　高額療養費の支給に当たっては，その適用の利便に資するため，保険者において

　把握している高額療養費として支給される額等の情報の被保険者等への通知に努め

　ること。

皿．保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及

　び保険薬剤師の登録に関する政令の一部改正（令第2条関係）
　　特定療養費の廃止により特定承認保険医療機関が廃止されたことに伴う，特定承認保

　険医療機関の承認手続き等に関する規定の削除等

皿．老人保健法施行令の一部改正（令第3条関係）
（1）入院時生活療養費に関する老人保健法の規定による技術的読替え規定を追加すると

　　ともに，費用の請求に係る都道府県知事への届出等の規定の追加等を行った。（第7

　　条の2，第7条の3等関係）

（2）高額医療費関係

　①自己負担限度額の見直し（第14条～第16条関係）

　※ポスター参照（添付資料4）

　　（i）一般所得者

　　　　○算定基準額引上げ
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　　　　・入院：40，200円→44，400円

（i）現役並み所得者

　　　○算定基準額引上げ

　　　　・入院：定額部分　72，300円→80，100円

　　　　　　　　多数該当　40，200円→44，400円

　　　　・外来：　　　　　40，200円→44，400円
②　高額医療費の支給については，制度の不知等による申請漏れを防止する観点から，

　文書その他の方法をもって，その趣旨，申請手続等について，加入者に対し，周知

　徹底に努めること。さらに，1の4の（2）と同様，加入者の適用の利便性の向上

　に努めること。

lV．国民健康保険法施行令の一部改正（令第4条関係）
（1）入院時生活療養費に関する国民健康保険法の規定による技術的読替え規定の追加等

　　を行った。（第28条の3の2等関係）

（2）高額療養費関係

　※ポスター参照（添付資料4）

ア　自己負担限度額等の見直し（第29条の2～第29条の4関係）

　①70歳未満の者
　　（i）一般所得者

　　　　○算定基準額（自己負担限度額）引上げ

　　　　　・定額部分：72，300円→80，100円

　　　　　・多数該当：40，200円→44，400円
　　（五）上位所得者

　　　　○上位所得者の範囲見直し

　　　　　　・年間所得：670万円超→600万円超
　　　　○算定基準額引上げ
　　　　　　・定額部分：139，800円→150，000円

　　　　　　・多数該当：77，700円→　83，400円

　②70歳以上の者
　　（i）一般所得者

　　　　○算定基準額引上げ

　　　　　　・入院：40，200円→44，400円

　　（五）現役並み所得者

　　　　○算定基準額引上げ
　　　　　　・入院：定額部分　72，300円→80，100円

　　　　　　　　　多数該当　40，200円→44，400円

　　　　　　・外来：　　　　40，200円→44，400円

　③人工透析患者

　　70歳未満の上位所得者
　　　　○算定基準額引上げ　10，000円→20，000円
　　　　　※特定疾病療養受療証の様式（省令第27条の13条関係）
　　　　　　　・　健康保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成18年9月8目付
　　　　　　　　厚生労働省令第157号）第6条中，様式第1号の7の改正により，「自

　　　　　　　　己負担限度額」欄が設けられた。
　　　　　　　・　「特定疾病療養受療証」は人工透析患者に限らず新様式に更新される。
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（現在，各保険者において更新作業中）

イ　高額療養費の支給については，制度の不知等による申請漏れを防止する観点から，

　文書その他の方法をもって，その趣旨，申請手続等について，被保険者に対し，周知

　徹底に努めること。さらに，1の4の（2）と同様，被保険者の適用の利便性の向上

　に努めること。

（3）平成19年度から平成21年度までにおける市町村の保険料の基礎賦課額の基準に
　ついて，保険財政共同安定化事業の交付金及び拠出金を追加（附則第3条の2関係）

（4）出産育児一時金の支給について，1の3の（2）の②と同様，出産育児一時金の受

　取代理の導入に努めること。

V．国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の

　一部改正（令第5条関係）
　　高額医療費共同事業及び保険財政共同安定化事業の実施にあたり，その交付金及び拠

　出金の算定方法につき，必要な規定の整備を行った。（附則第5条～第11条関係）

〔高額医療費共同事業〕

目　　的：高額な医療費の発生が市町村国保財政に与える影響を緩和するため，都道

　　　　　府県単位で財政リスクを分散する事業

期　　間：平成18年度から平成21年度の各年度
対　　象：レセプト1件あたり80万円を超える医療費

事業主体：国民健康保険団体連合会

負　　担：国及び都道府県による財政支援と各市町村の拠出

〔保険財政共同安定化事業〕

目　　的：市町村間の保険料の平準化と国保財政の安定化を図るため，高額医療費共

　　　　　同事業と併せて実施

期　　間：平成18年度から平成21年度の各年度
対　　象：レセプト1件あたり30万円を超える医療費

事業主体：国民健康保険団体連合会

負　　担：各市町村の拠出

VI．船員保険法施行令の一部改正（令第6条関係）

（1）高額療養費関係

　　※ポスター参照（添付資料4）

　ア　自己負担限度額等の見直し（第9条～第11条関係）

　　　1の4の（1）と同様
　イ　高額療養費の支給については，制度の不知等による申請漏れを防止する観点から，

　　文書その他の方法をもって，その趣旨，申請手続等について，被保険者に対し，周知

　　徹底に努めること。さらに，1の4の（2）と同様，被保険者の適用の利便性の向上

　　に努めること。

（2）現金給付関係（第12条，第25条，第26条及び令附則第9条関係）
ア　葬祭料及び家族葬祭料並びに出産育児一時金及び家族出産育児一時金（第12条，
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　第25条，第26条関係）
　　1の3の（1）及び（2）と同様
イ　経過措置（令附則第9条関係）
　　　施行目（平成18年10月1目）前の死亡又は出産に係る葬祭料若しくは家族葬
　　祭料又は出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金の額については，なお従前の

　　例による。

ウ　　出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給について，1の3の（2）の②と

　　同様，出産育児一時金の受取代理の導入に努めること。

（3）付加給付の支給（第3条の2及び令附則第7条関係）
ア　船上，海外等での死亡の場合は移送等に費用を要する等の船員としての特殊性に鑑

　み，職務外の事由による葬祭料及び家族葬祭料に併せて付加給付を行う。

イ　経過措置（令附則第7条関係）

　　　施行目　（平成18年10月1目）以後の死亡について適用する。

WI．その他関係政令の一部改正
　　国家公務員共済組合法施行令，地方公務員等共済組合法施行令等につき，健康保険

　法施行令の改正に準じて，高額療養費に関する事項等について改正を行うとともに，

　その他関係政令につき，所要の改正を行った。

皿．施行日

　　平成18年10月1目
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「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令」等

　　　　　（平成18年10月1日施行）の概要

1．健康保険法施行規則の一部改正等（規則第1条関係）

　1．一部負担金及び家族療養費の額の特例関係（第56条の2関係）
　　健康保険法第75条の2（一部負担金の額の特例）により，一部負担金の減免措置

　　等の対象となる者の要件である「特別の事情」を以下のとおり定めた。

　被保険者が，震災，風水害，火災その他これらに類する災害により，住宅，家財又

はその他の財産について著しい損害を受けたこと

2．入院時生活療養費等関係（第62条の2～第62条の4及び様式並びに新告示及び

　改正健保告示関係）

（1）以下について入院時食事療養費に準じた規定の整備を行った。

　①　入院時生活療養費の支払（第62条の2関係）
　②入院時生活療養費に係る領収証（第62条の4関係）
　③　限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等（第105条関係）

（2）生活療養標準負担額の減額対象者として，以下のとおり低所得者及び入院医療の

　必要性の高い患者を定めた。（第62条の3関係）

　①令第43条第1項第1号ハの規定の適用を受ける者
　②令第43条第1項第1号二の規定の適用を受ける者
　③　病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置，手術その他の

　　治療を要する者として厚生一萱（厚生労働省告示第488号参照）
　　〔厚生労働省告示第488号（平成18年9月8目）〕
　　i）「A　l　o1」の「2」療養病棟入院基本料2のうち入院基本料A，B又は。を

　　　　算定する患者（医療区分2又は3の患者）
　　i）「A109」の「2」有床診療所療養病床入院基本料2のうち入院基本料A，
　　　　B又はCを算定する患者（医療区分2又は3の患者）
　　ih）「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
　　短）rA316」のr1」診療所老人医療管理料（14目以内の期間）を算定する

　　　　患者
　　v）「A400」の「2」短期滞在手術基本料2を算定する患者

（3）入院時生活療養費の創設，保険外併用療養費への再編，人工透析患者のうち上位

　所得者に係る自己負担限度額の見直し等に伴い，以下の様式を改める等の規定の整

　備を行った。

　①健康保険標準負担額減額認定証（様式第11号）

　②健康保険特別療養証明書（様式第12号）
　③健康保険特定疾病療養受療証（様式第13号）※人工透析患者関連

　④健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証（様式第14号）

　⑤健康保険被保険者受給資格者票（様式第16号）
　⑥健康保険被保険者特別療養費受給票（様式第17号）

　⑦健康保険検査証（様式第22～24号）
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（4）生活療養を受ける被保険者等が負担すべき生活療養標準負担額を定めた。

〔生活療養を受ける被保険者等〕

療養病床に入院する70歳以上の患者
　（健康保険法第63条第2項第2号関係）

＼、∠」ノ　　　ノ》ノ　　，ナ＾」一ノJ　PヌJノ　　ト」一　　　　　　　　　　　　　＿

区　　分 生活療養標準負担額

一　般 入院時生活療養（1）を算定する

纓ﾃ機関に入院している者

1目につき320円と1食につき
S60円との合計額

入院時生活療養（II）を算定する

纓ﾃ機関に入院している者

1目につき320円と1食につき
S20円との合計額

低所得者
i住民税

�ﾛ税）

低所得者H 1目につき320円と1食につき
Q10円との合計額

低所得者1
i年金収入80万円以下等）

1目につき320円と1食につき
P30円との合計額

　ただし，1目の生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものの額は，3食に

相当する額を限度とする。〔厚生労働省告示第486号（平成18年9月8目）〕

※ポスター参照（添付資料5）

①入院医療の必要性の高い患者以外の者

　（（2）の③の厚生労働大臣が定める者塑の者）

区　　分 生活療養標準負担額

一　般 1目につき0円と1食につき26
O円との合計額

低所得者
i住民税

�ﾛ税）

低所得者n 過去1年以内の入院

ﾚ数が90目以下の
鼾

1目につき0円と1食につき21
O円との合計額

過去1年以内の入院

﨎狽ｪ90目超の場
1目につき0円と1食につき16
O円との合計額

低所得者1
i年金収入80万円以下等）

1目につき0円と1食につき10
O円との合計額

②入院医療の必要性の高い患者（（2）の③の厚生労働大臣が定める者）

　現行の入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額と同額

3．地域型健康保険組合関係（第170条の2関係）
　健康保険法附則第3条の2第1項第2号に定める地域型健康保険組合の合併の要件

　　※地域型健康保険組合の設立等に関するもの

皿．保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及

　び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正（規則第2条関係）
（1）保険医療機関の指定等の申請にあたり，申請書の様式を改める等の必要な規定の整

　　備を行った（様式関係）。
　　　※　健康保険法第65条，71条等の改正により，保険医療機関等の指定の欠格事
　　　由や取消要件として「健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定

　　　めるものの規定により罰金の刑に処せられたとき」等が定められたことによるも

　　　の
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（2）保険医療機関等が，健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定める

　ものの規定により罰金の刑に処せられたこと等の事由によって指定等の取消要件に

　該当した場合には，速やかにその旨及びその年月日を届け出ることとした（第3条及

　び第9条関係）。

皿．老人保健法施行規則の一部改正等（規則第3条関係）

（1）入院時生活療養費等関係について，1の2の（1）から（3）に準じた改正を行っ

　　た（第26条の2～第26条の6及び様式関係）。
（2）生活療養を受ける加入者が負担すべき生活療養標準負担額を定めた。

〔生活療養を受ける加入者〕

療養病床に入院する老人医療受給対象者

　（老人保健法第17条第2項第2号関係）

　ただし，1目の生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものの額は，3食に相

当する額を限度とする。〔厚生労働省告示第487号（平成18年9月8目）〕

※ポスター参照（添付資料5）

①入院医療の必要性の高い患者以外の者

　　（1の2の（2）の③の厚生労働大臣が定める者塑の者）
￥　　　　　　　　　　　　　￥　　　ノ　　　　　￥とニノ　　　「「　　　ノ　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿

区　　分 生活療養標準負担額

一　般 入院時生活療養（1）を算定する

纓ﾃ機関に入院している者

1目につき320円と1食につき
S60円との合計額

入院時生活療養（n）を算定する

纓ﾃ機関に入院している者

1目につき320円と1食につき
S20円との合計額

低所得者
i住民税

�ﾛ税）

低所得者H 1目につき320円と1食につき
Q10円との合計額

低所得者1②
i年金収入80万円以下等）

1目につき320円と1食につき
P30円との合計額

低所得者1①
i老齢福祉年金受給者）

1目につき　　0円と1食につき

P00円との合計額

区 分 生活療養標準負担額

一　般 1目につきO円と1食につき

260円との合計額

低所得者 低所得者H 過去1年以内の入院 1目につき0円と1食につき

（住民税 日数が90目以下の 210円との合計額
非課税） 場合

過去1年以内の入院 1目につき0円と1食につき

目数が90日超の場

`
160円との合計額

口

低所得者1 1目につき0円と1食につき

（年金収入8 0万円以下等及び老 100円との合計額
齢福祉年金受給者）

②入院医療の必要性の高い患者（1の2の（2）の③の厚生労働大臣が定める者）

　現行の入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額と同額
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IV．国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令等の一部改正（規則第7条及

　び第8条関係）
　1．国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する事項

　2．国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する事項

V．保険医療機関及び保険医療養担当規則，保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則，療養

　の給付，老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令等の一部改正（規

　則第14条，第15条及び第17条～第19条関係）
　1．①保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正（規則第14条関係）

　　　　※「別添1」新旧対照表参照
　　　②保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正（規則第15条関係）

2． ①療養の給付，老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部

改正（規則第17条関係）
※　現役並みの所得を有する高齢者の負担割合が3割とされたこと，入院時生活

　療養費が創設されたこと等に伴う診療報酬請求書等の様式の改正
※　このノ冷の施行の際　にある改正前の様式による用紙については　当△の間

これを取蝋って使用することができる　（・則　10久　2項）
※　様式改正部分（医科分）（「別添2」様式参照）

i）様式第1（1）　診療報酬請求書（医科・歯科　入院・入院外併用）

　　※国保以外用
　　8割→7割，八割→七割，食事療養→食事療養・生活療養

五）様式第1（2）　診療報酬請求書（医科・入院外）

　　8割→7割，八割→七割
世）様式第2（1）　診療報酬明細書（医科入院）

　　※官報参照
拉）様式第2（2）　診療報酬明細書（医科入院外）

　　　「O高外8」→「0高外7」
v）様式第6　　　　診療報酬請求書（医科・歯科）

　　※国保・磁気テープ等を用いない場合用

　　八割→七割，食事療養→食事療養・生活療養

虹）様式第7　　　　診療報酬請求書（医科・歯科）

　　※国保・磁気テープ等を用いる場合用

　　8割→7割，食事療養→食事療養・生活療養
述）様式第9　　　　診療報酬明細書（医科入院医療機関別包括評価用）

　　　「9高入8」→「9高入7」

②老人訪問看護療養費，訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正（規則第

　18条関係）
※　現役並みの所得を有する高齢者の負担割合が3割とされたことに伴う老人訪

　問看護療養費・訪問看護療養費請求書等の様式の改正
※　この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については，当分の間，

　これを取り繕って使用することができる。（附則第11条第2項）

3．地方社会保険医療協議会の運営に関する基準の一部改正（規則第19条関係）
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※　特定承認保険医療機関の廃止に伴う改正

V【．その他関係省令の一部改正
　　国民健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則につき，健康保険法施行規則の改正

に準じて，入院時生活療養費に関する事項等について改正を行うとともに，その他関係

省令につき，所要の改正を行った。

V皿．施行日

　　平成18年10月1目

以上
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（別　添）

【別添1】保険医療機関及び保険医療養担当規則　新旧対照表

【別添2】診療報酬請求書（様式第1（1））等の様式（医科分）

（添付資料）

1．健康保健法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施

　行について

　（平18．8．30　保発第0830001号厚生労働省保険局長通知）

※通知中に「健康保健法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関す

　る政令」（平18．8．30　政令第286号　官報号外第197号抜粋）を含む。

2．健康保険法施行令第42条第6項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める疾病

　（平18．9．8　厚生労働省告示第489号　官報第4419号抜粋）

3．健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について

　（平18．9．8　保発第0908003号厚生労働省保険局長通知）

※通知中に以下（官報号外第205号抜粋）を含む。

　①健康保険法施行規則等の一部を改正する省令

　　（平18．9．8　厚生労働省令第157号）

　②健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額

　　（平18．9．8　厚生労働省告示第486号）

　③老人保健の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額

　　（平18．9．8　厚生労働省告示第487号）

　④健康保険法施行規則第62条の3第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者

　　（平18．9．8　厚生労働省告示第488号）

4．ポスター〔見本〕（患者一部負担金等関係）（平成18年8月　厚生労働省・日本医師会）

5．ポスター〔見本〕（入院時生活療養費関係）（平成18年9月　厚生労働省・日本医師会）

6．リーフレット〔見本〕（入院時生活療養費関係）（平成18年　厚生労働省）

一15一



別添1

◎
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養
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）
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範
囲
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略
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に
規
定
す
る
食
事

　
療
養
標
準
負
担
額
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
が
標
準
負

　
担
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
費
用
の
額
と
す
る
。
以
下
単
に
「
食
事
療
養
標

準
負
担
額
」
と
い
う
。
）
、

法
第
八
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
生
活
療
養
標
準
負

担
額
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
が
生
活
療
養
標
準
負
担

現

行

（
療
養
の
給
付
の
担
当
の
範
囲
）

第
一
条
保
険
医
療
機
関
（
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
を
含
む
。

条
の
四
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）

険
者
及
び
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
の
被
扶
養
者
の
療
養

下
単
に
「
療
養
の
給
付
」
と
い
う
。
）
の
範
囲
は
、

一
～
五
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
条
及
び
第
五

が
担
当
す
る
療
養
の
給
付
並
び
に
被
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以

　
　
　
　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
（
掲
示
）

第
二
条
の
六
　
保
険
医
療
機
関
は
、
そ
の
病
院
又
は
診
療
所
内
の
見
や
す
い
場
所
に

　
、
第
五
条
の
三
第
四
項
及
び
第
五
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
別

　
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
一
部
負
担
金
等
の
受
領
）

第
五
条
　
保
険
医
療
機
関
は
、
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
は

　
法
第
七
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
一
部
負
担
金
、
法
第
八
十
五
条
に
規
定
す
る
標
準

　
負
担
額
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
が
標
準
負
担
額
に
満

　
た
な
い
と
き
は
、
当
該
費
用
の
額
と
す
る
。
以
下
単
に
「
標
準
負
担
額
」
と
い
う

　
。
）
及
び
法
第
八
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
療
養
（
食
事
の
提
供
た
る
療
養
（
法
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0

六
十
三
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
と
併
せ
て
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
「

1



額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
費
用
の
額
と
す
る
。
以
下
単
に
「
生
活
療
養
標
準

負
担
額
」
と
い
う
。
）
又
は
法
第
八
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
療
養
（
法
第
六
十
三

条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
事
療
養
（
以
下
「
食
事
療
養
」

び
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
生
活
療
養
（
以
下
「
生
活
療
養
」
　
　
　
　
）

く
。
）
に
つ
い
て
の
費
用
の
額
に
法
第
七
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
、
同
項
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
食
事
療
養
を
行
つ

と一
いと
うい
。う

）　 o

を）
除及

た
場
合
に
お
い
て
は
食
事
療
養
標
準
負
担
額
を
加
え
た
額
と
し
、

　
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
生
活
療
養
標
準
負
担
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

を
、
被
扶
養
者
に
つ
い
て
は
法
第
七
十
六
条
第
二
項
、

八
十
五
条
の
二
第
二
項
又
は
第
八
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
費
用
の
額
の
算
定
の

例
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
費
用
の
額
か
ら
法
第
百
十
条
の
規
定
に
よ
る
家
族
療
養
費

　
と
し
て
支
給
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
の
支
払
を
受
け
る
も
の
と

す
る
。

　
に
お
い
て
法
第
八
十
五
条
第
二
項
又
は
第
百
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し

　
た
費
用
の
額
を
超
え
る
金
額
の
支
払
を
、
生
活
療
養
に
関
し
、
当
該
療
養
に
要
す

2
　
保
険
医
療
機
関
は
、
食
事
療
養
に
関
し
、
当
該
療
養
に
要
す
る
費
用
の
範
囲
内

　
　
　
　
生
活
療
養
を
行

　
　
　
　
　
　
）
の
支
払

第
八
十
五
条
第
二
項
、
第

る
費
用
の
範
囲
内
に
お
い
て
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
又
は
第
百
十
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
金
額
の
支
払
を
、
法
第
六
十
三
条

第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
評
価
療
養
（
以
下
「
評
価
療
養
」
と
い
う
。

同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
選
定
療
養
（
以
下
「
選
定
療
養
」
と
い
う
。
）

、
当
該
療
養
に
要
す
る
費
用
の
範
囲
内
に
お
い
て
法
第
八
十
六
条
第
二
項
又
は
第

百
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
金
額
の
支
払
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

）
又
は

に
関
し

食
事
療
養
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
費
用
の
額
に
法
第
七
十
四
条

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
同
項
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ

て
得
た
額
（
食
事
療
養
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
標
準
負
担
額
を
加
え
た
額
と

す
る
。
）
の
支
払
を
、
被
扶
養
者
に
つ
い
て
は
法
第
七
十
六
条
第
二
項
、
第
八
十

五
条
第
二
項
又
は
第
八
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
費
用
の
額
の
算
定
の
例
に
よ
り

算
定
さ
れ
た
費
用
の
額
か
ら
法
第
百
十
条
の
規
定
に
よ
る
家
族
療
養
費
と
し
て
支

給
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
の
支
払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

2
　
保
険
医
療
機
関
は
、
食
事
療
養
に
関
し
、
当
該
療
養
に
要
す
る
費
用
の
範
囲
内

　
に
お
い
て
法
第
八
十
五
条
第
二
項
又
は
第
百
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し

　
た
費
用
の
額
を
超
え
る
金
額
の
支
払
を
、
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
選

　
定
療
養
に
関
し
、
当
該
療
養
に
要
す
る
費
用
の
範
囲
内
に
お
い
て
法
第
八
十
六
条

　
第
二
項
又
は
第
百
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
金

　
額
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
の
二
　
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
は
、
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た

者
に
つ
い
て
は
法
第
八
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
療
養
（
食
事
療
養
を
除
く
。
）

に

2



　
（
領
収
証
の
交
付
）

第
五
条
の
二
　
保
険
医
療
機
関
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
患
者
か
ら
費
用
の
支
払
を

　
受
け
る
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
個
別
の
費
用
．
こ
と
に
区
分
し
て
記

　
載
し
た
領
収
証
を
無
償
で
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
食
事
療
養
）

第
五
条
の
三
　
保
険
医
療
機
関
は
、
そ
の
入
院
患
者
に
対
し
て
食
事
療
養
を
行
う
に

　
当
た
っ
て
は
、
病
状
に
応
じ
て
適
切
に
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
提
供
す
る
食
事
の

　
内
容
の
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
保
険
医
療
機
関
は
、
食
事
療
養
を
行
う
場
合
に
は
、
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を

　
除
き
、
食
事
療
養
標
準
負
担
額
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
食
事
を
提
供
す
る

　
も
の
と
す
る
。

3
　
保
険
医
療
機
関
は
、
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
を
受
け
て
食
事
療
養

つ
い
て
の
費
用
の
額
に
法
第
七
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、

同
項
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
食
事
療
養
を
行
っ
た
場
合
に

お
い
て
は
標
準
負
担
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。
）
の
支
払
を
、
被
扶
養
者
に
つ
い

て
は
法
第
七
十
六
条
第
二
項
、
第
八
十
五
条
第
二
項
又
は
第
八
十
六
条
第
二
項
第

一
号
の
費
用
の
額
の
算
定
の
例
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
費
用
の
額
か
ら
法
第
百
十
条

21

の
規
定
に
よ
る
家
族
療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た

額
の
支
払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
は
、
食
事
療
養
及
び
当
該
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関

に
お
い
て
高
度
先
進
医
療
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
療
養
そ
の
他

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
療
養
に
関
し
、
当
該
療
養
に
要
す
る
費
用
の
範
囲
内
に

お
い
て
法
第
八
十
六
条
第
二
項
又
は
第
百
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た

費
用
の
額
を
超
え
る
金
額
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
領
収
証
の
交
付
）

第
五
条
の
二
の
二
　
保
険
医
療
機
関
は
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
患
者
か
ら
費
用
の

　
支
払
を
受
け
る
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
個
別
の
費
用
、
こ
と
に
区
分

　
し
て
記
載
し
た
領
収
証
を
無
償
で
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
食
事
療
養
）

第
五
条
の
三
　
保
険
医
療
機
関
は
、
そ
の
入
院
患
者
に
対
し
て
食
事
療
養
を
行
う
に

　
当
た
っ
て
は
、
病
状
に
応
じ
て
適
切
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
も
に
、
そ

　
の
提
供
す
る
食
事
の
内
容
の
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
保
険
医
療
機
関
は
、
食
事
療
養
を
行
う
場
合
に
は
、
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を

　
除
き
、
標
準
負
担
額
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
食
事
を
提
供
す
る
も
の
と
す

　
る
。

3
　
保
険
医
療
機
関
は
、
第
五
条
第
二
項
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
を

3



を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
療
養
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
の
も
の
と
す
る
ほ
か
、
当
該

療
養
を
行
う
に
当
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
患
者
に
対
し
そ
の
内
容
及
び
費
用
に
関

　
し
て
説
明
を
行
い
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
（
略
）

（
生
活
療
養
）

第
五
条
の
三
の
二
　
保
険
医
療
機
関
は
、
そ
の
入
院
患
者
に
対
し
て
生
活
療
養
を
行

う
に
当
た
っ
て
は
、
病
状
に
応
じ
て
適
切
に
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
提
供
す
る
食

21

事
の
内
容
の
向
上
並
び
に
温
度
、
照
明
及
び
給
水
に
関
す
る
適
切
な
療
養
環
境
の

形
成
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

保
険
医
療
機
関
は
、
生
活
療
養
を
行
う
場
合
に
は
、
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を

除
き
、
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
食
事
を
提
供
し
、

31

温
度
、
照
明
及
び
給
水
に
関
す
る
適
切
な
療
養
環
境
を
形
成
す
る
も
の
と
す
る
。

保
険
医
療
機
関
は
、
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
を
受
け
て
生
活
療
養

を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
療
養
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
の
も
の
と
す
る
ほ
か
、
当
該

療
養
を
行
う
に
当
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
患
者
に
対
し
そ
の
内
容
及
び
費
用
に
関

41

し
て
説
明
を
行
い
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

保
険
医
療
機
関
は
、
そ
の
病
院
又
は
診
療
所
の
病
棟
等
の
見
や
す
い
場
所
に
、

前
項
の
療
養
の
内
容
及
び
費
用
に
関
す
る
事
項
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
基
準
等
）

第
五
条
の
四
　
保
険
医
療
機
関
は
、
評
価
療
養
又
は
選
定
療
養
に
関
し
て
第
五
条
第

　
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
療
養
を
行

　
う
に
当
た
り
、
そ
の
種
類
及
び
内
容
に
応
じ
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に

　
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
か
、
あ
ら
か
じ
め
、
患
者
に
対
し
そ
の
内
容
及
び
費

　
用
に
関
し
て
説
明
を
行
い
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

受
け
て
食
事
療
養
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
療
養
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
の
も
の
と

す
る
ほ
か
、
当
該
療
養
を
行
う
に
当
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
患
者
に
対
し
そ
の
内

　
容
及
び
費
用
に
関
し
て
説
明
を
行
い
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
　
（
略
）

　
（
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
の
基
準
等
）

第
五
条
の
四
　
保
険
医
療
機
関
は
、
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
選
定
療
養

　
に
関
し
て
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い

て
、
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
は
第
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
高
度
先
進
医

療
で
あ
る
療
養
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
療
養
に
関
し
て
同
項
の
規
定
に

よ
る
支
払
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
療
養
を
行
う
に
当
た
り
、

4



2
　
　
（
略
）

　
（
特
殊
療
法
等
の
禁
止
）

第
十
八
条
　
保
険
医
は
、
特
殊
な
療
法
又
は
新
し
い
療
法
等
に
つ
い
て
は
、

　
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
の
ほ
か
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
（
使
用
医
薬
品
及
び
歯
科
材
料
）

第
十
九
条
　
　
（
略
）

2
　
（
略
）

　
（
診
療
の
具
体
的
方
針
）

第
二
十
条
　
医
師
で
あ
る
保
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、

　
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
～
七
　
　
（
略
）

厚
生
労

前
十
二
条
の
規
定
に

　
そ
の
種
類
及
び
内
容
に
応
じ
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
ほ
か
、
あ
ら
か
じ
め
、
患
者
に
対
し
そ
の
内
容
及
び
費
用
に
関
し
て
説

　
明
を
行
い
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
（
略
）

　
（
特
殊
療
法
等
の
禁
止
）

第
十
八
条
　
保
険
医
は
、
特
殊
な
療
法
又
は
新
し
い
療
法
等
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労

　
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
の
ほ
か
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
定
承
認
保
険

医
療
機
関
に
お
い
て
行
う
第
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
高
度
先
進
医
療
で
あ

る
療
養
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
（
使
用
医
薬
品
及
び
歯
科
材
料
）

第
十
九
条
　
　
（
略
）

2
　
　
（
略
）

3

保
険
医
が
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
行
う
第
五
条
の
二
第
二
項
に
規

定
す
る
高
度
先
進
医
療
で
あ
る
療
養
に
つ
い
て
は
、

斗し

前
二
項
の
規
定
は
適
用
し
な

　
（
診
療
の
具
体
的
方
針
）

第
二
十
条
　
医
師
で
あ
る
保
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、

　
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
～
七
　
　
（
略
）

前
十
二
条
の
規
定
に

ノk

次
に
掲
げ
る
治
療
の
治
療
方
針
、
治
療
基
準
及
び
治
療
方
法
は
、
厚
生
労
働

大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、

イ
　
性
病
の
治
療

ロ
　
結
核
の
治
療

前
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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（
歯
科
診
療
の
具
体
的
方
針
）

第
二
十
一
条
　
歯
科
医
師
で
あ
る
保
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
第
十
二
条
か

　
ら
第
十
九
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の

　
と
す
る
。

　
一
～
九
　
　
（
略
）

　
（
読
替
規
定
）

第
二
十
四
条
　
日
雇
特
例
被
保
険
者
の
保
険
及
び
船
員
保
険
に
関
し
て
こ
の
省
令
を

　
適
用
す
る
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
こ
の
省
令
の
規
定
中
の
字

　
句
で
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
日
雇
特
例
被
保
険
者
の
保
険
に
あ
っ

　
て
は
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
、
船
員
保
険
に
あ
っ
て
は
同
表
の
第
四
欄

　
に
掲
げ
る
字
句
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

ハ
　
高
血
圧
症
の
治
療

ト1へ1ホ1二

慢
性
胃
炎
、
胃
潰
瘍
及
び
十
二
指
腸
潰
瘍
の
治
療

精
神
科
の
治
療

抗
生
物
質
製
剤
に
よ
る
治
療

副
腎
皮
質
ホ
ル
モ
ン
、
副
腎
皮
質
刺
戟
ホ
ル
モ
ン
及
び
性
腺
刺
戟
ホ
ル
モ

ン
に
よ
る
治
療

　
（
歯
科
診
療
の
具
体
的
方
針
）

第
二
十
一
条
　
歯
科
医
師
で
あ
る
保
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
第
十
二
条
か

　
ら
第
十
九
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の

　
と
す
る
。

　
一
～
九
　
　
（
略
）

十
　
次
に
掲
げ
る
治
療
の
治
療
方
針
、
治
療
基
準
及
び
治
療
方
法
は
、
厚
生
労
働

大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
前
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

ロ1イ1

歯
槽
膿
漏
症
の
治
療

抗
生
物
質
製
剤
に
よ
る
治
療

　
（
読
替
規
定
）

第
二
十
四
条
　
旦
雇
特
例
被
保
険
者
の
保
険
及
び
船
員
保
険
に
関
し
て
こ
の
省
令
を

　
適
用
す
る
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
こ
の
省
令
の
規
定
中
の
字

　
句
で
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
日
雇
特
例
被
保
険
者
の
保
険
に
あ
っ

　
て
は
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
、
船
員
保
険
に
あ
っ
て
は
同
表
の
第
四
欄

　
に
掲
げ
る
字
句
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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第
五
条

第
一
項

第
七
十
四
条

第
百
四
十
九
条
に
お

第
二
十
八
条
ノ
三

い
て
準
用
す
る
法
第

七
十
四
条

第
八
十
五
条

第
百
四
十
九
条
に
お

第
二
十
八
条
ノ
七

い
て
準
用
す
る
法
第

八
十
五
条

第
八
十
五
条
の
二

第
百
四
十
九
条
に
お

第
二
十
八
条
ノ
八

い
て
準
用
す
る
法
第

八
十
五
条
の
二

法
第
八
十
六
条

法
第
百
四
十
九
条
に

法
第
二
十
九
条

お
い
て
準
用
す
る
法

第
八
十
六
条

第
六
十
三
条
第
二
項

第
六
十
三
条
第
二
項

第
二
十
八
条
第
二
項

第
一
号
に
規
定
す
る

第
一
号
に
規
定
す
る

第
一
号
に
規
定
す
る

食
事
療
養
（
以
下
「

食
事
療
養
（
以
下
「

食
事
療
養
（
以
下
「

食
事
療
養
」
と
い
う

食
事
療
養
」
と
い
う

食
事
療
養
」
と
い
う

。
）
及
び
同
項
第
二

。
）
及
び
同
項
第
二

。
）
及
び
同
項
第
二

号
に
規
定
す
る
生
活

号
に
規
定
す
る
生
活

号
に
規
定
す
る
生
活

療
養
（
以
下
「
生
活

療
養
（
以
下
「
生
活

療
養
（
以
下
「
生
活

療
養
」
と
い
う
。
）

療
養
」
と
い
う
。
）

療
養
」
と
い
う
。
）

を
除
く
。
）
に
つ
い

を
除
く
。
）
に
つ
い

を
除
く
。
）
に
つ
い

て
の
費
用
の
額
に
法

て
の
費
用
の
額
に
法

て
の
費
用
の
額
に
法

第
七
十
四
条
第
一
項

第
百
四
十
九
条
に
お

第
二
十
八
条
ノ
三
第

各
号
に
掲
げ
る
場
合

い
て
準
用
す
る
法
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る

の
区
分
に
応
じ
、
同

七
十
四
条
第
一
項
各

場
合
の
区
分
に
応
じ

項
各
号
に
定
め
る
割

号
に
掲
げ
る
場
合
の

、
同
項
各
号
に
定
め

第
五
条

第
一
項

第
七
十
四
条

第
百
四
十
九
条
に
お

第
二
十
八
条
ノ
三

い
て
準
用
す
る
法
第

七
十
四
条

第
八
十
五
条

第
百
四
十
九
条
に
お

第
二
十
八
条
ノ
七

い
て
準
用
す
る
法
第

八
十
五
条

法
第
八
十
六
条

法
第
百
四
十
九
条
に

法
第
二
十
九
条

お
い
て
準
用
す
る
法

第
八
十
六
条

第
六
十
三
条
第
一
項

第
六
十
三
条
第
一
項

第
二
十
八
条
第
一
項

第
五
号
に
掲
げ
る
療

第
五
号
に
掲
げ
る
療

第
五
号
に
掲
げ
る
療

養
と
併
せ
て
行
う
も

養
と
併
せ
て
行
う
も

養
と
併
せ
て
行
う
も

の
に
限
る
。
以
下
「

の
に
限
る
。
以
下
「

の
に
限
る
。
）
以
下

食
事
療
養
」
と
い
う

食
事
療
養
」
と
い
う

「
食
事
療
養
」
と
い

。
）
を
除
く
。
）
に

。
）
を
除
く
。
）
に

う
。
）
を
除
く
。
）

つ
い
て
の
費
用
の
額

つ
い
て
の
費
用
の
額

に
つ
い
て
の
費
用
の

に
法
第
七
十
四
条
第

に
法
第
百
四
十
九
条

額
に
法
第
二
十
八
条

一
項
各
号
に
掲
げ
る

に
お
い
て
準
用
す
る

ノ
三
第
一
項
各
号
に

場
合
の
区
分
に
応
じ

法
第
七
十
四
条
第
一

掲
げ
る
場
合
の
区
分

、
同
項
各
号
に
定
め

項
各
号
に
掲
げ
る
場

に
応
じ
、
同
項
各
号

る
割
合
を
乗
じ
て
得

合
の
区
分
に
応
じ
、

に
定
め
る
割
合
を
乗

た
額

同
項
各
号
に
定
め
る

じ
て
得
た
額
又
は
法

割
合
を
乗
じ
て
得
た

第
二
十
九
条
第
三
項
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合
を
乗
じ
て
得
た
額

区
分
に
応
じ
、
同
項

る
割
合
を
乗
じ
て
得

各
号
に
定
め
る
割
合

た
額
又
は
法
第
二
十

を
乗
じ
て
得
た
額

九
条
第
三
項
の
規
定

に
基
づ
き
算
定
費
用

額
か
ら
控
除
さ
れ
る

金
額

第
七
十
六
条
第
二

第
七
十
六
条
第
二
項

第
二
十
八
条
ノ
四
第

項
、
第
八
十
五
条
第

、
第
八
十
五
条
第
二

二
項
、
第
二
十
八
条

二
項
、
第
八
十
五
条

項
、
第
八
十
五
条
の

ノ
七
第
二
項
、
第
二

の
二
第
二
項
又
は
第

二
第
二
項
又
は
第
八

十
八
条
ノ
八
第
二
項

八
十
六
条
第
二
項
第

十
六
条
第
二
項
第
一

又
は
第
二
十
九
条
第

一
号

号

二
項
第
一
号

第
百
十
条

第
百
四
十
条

第
三
十
一
条
ノ
ニ

支
払
を
受
け
る

支
払
を
、
特
別
療
養

支
払
を
受
け
る

費
に
係
る
療
養
を
受

け
た
者
に
つ
い
て
は

法
第
七
十
六
条
第
二

項
、
第
八
十
五
条
第

二
項
、
第
八
十
五
条

の
二
第
二
項
又
は
第

八
十
六
条
第
二
項
第

一
号
の
費
用
の
額
の

算
定
の
例
に
よ
り
算

定
さ
れ
た
費
用
の
額

か
ら
法
第
百
四
十
五

条
の
規
定
に
よ
る
特

額

の
規
定
に
基
づ
き
算

定
費
用
額
か
ら
控
除

さ
れ
る
金
額

第
七
十
六
条
第
二
項

第
七
十
六
条
第
二
項

第
二
十
八
条
ノ
四
第

、
第
八
十
五
条
第
二

、
第
八
十
五
条
第
二

二
項
、
第
二
十
八
条

項
又
は
第
八
十
六
条

項
又
は
第
八
十
六
条

ノ
七
第
二
項
又
は
第

第
二
項
第
一
号

第
二
項
第
一
号

二
十
九
条
第
二
項
第

一
号

第
百
十
条

第
百
四
十
条

第
三
十
一
条
ノ
ニ

支
払
を
受
け
る

支
払
を
、
特
別
療
養

支
払
を
受
け
る

費
に
係
る
療
養
を
受

け
た
者
に
つ
い
て
は

法
第
七
十
六
条
第
二

項
又
は
第
八
十
五
条

第
二
項
の
費
用
の
額

の
算
定
の
例
に
よ
り

算
定
さ
れ
た
費
用
の

額
か
ら
法
第
百
四
十

五
条
の
規
定
に
よ
る

特
別
療
養
費
と
し
て

支
給
さ
れ
る
額
に
相

当
す
る
額
を
控
除
し
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別
療
養
費
と
し
て
支

た
額
の
支
払
を
受
け

給
さ
れ
る
額
に
相
当

る

す
る
額
を
控
除
し
た

額
の
支
払
を
受
け
る

第
五
条

第
八
十
五
条
第
二
項

第
百
四
十
九
条
に
お

第
二
十
八
条
ノ
七
第

第
五
条

第
八
十
五
条
第
二
項

第
百
四
十
九
条
に
お

第
二
十
八
条
ノ
七
第

第
二
項

又
は
第
百
十
条
第
三

い
て
準
用
す
る
法
第

二
項
又
は
第
三
十
一

第
二
項

又
は
第
百
十
条
第
三

い
て
準
用
す
る
法
第

二
項
又
は
第
三
十
一

項

八
十
五
条
第
二
項
又

条
ノ
ニ
第
三
項

項

八
十
五
条
第
二
項
又

条
ノ
ニ
第
三
項

は
第
百
十
条
第
三
項

は
第
百
十
条
第
三
項

第
八
十
五
条
の
二
第

第
百
四
十
九
条
に
お

第
二
十
八
条
ノ
八
第

二
項
又
は
第
百
十
条

い
て
準
用
す
る
法
第

二
項
又
は
第
三
十
一

第
三
項

八
十
五
条
の
二
第
二

条
ノ
ニ
第
三
項

項
又
は
第
百
十
条
第

三
項

法
第
六
十
三
条
第
二

法
第
百
四
十
九
条
に

健
康
保
険
法
（
大
正

法
第
六
十
三
条
第
二

法
第
百
四
十
九
条
に

健
康
保
険
法
（
大
正

項
第
三
号

お
い
て
準
用
す
る
法

十
一
年
法
律
第
七
十

項

お
い
て
準
用
す
る
法

十
一
年
法
律
第
七
十

第
六
十
三
条
第
二
項

号
）
第
六
十
三
条
第

第
六
十
三
条
第
二
項

号
）
第
六
十
三
条
第

第
三
号

二
項
第
三
号

二
項

同
項
第
四
号

法
第
百
四
十
九
条
に

健
康
保
険
法
第
六
十

お
い
て
準
用
す
る
法

三
条
第
二
項
第
四
号

第
六
十
三
条
第
二
項

第
四
号

第
八
十
六
条
第
二
項

第
百
四
十
九
条
に
お

第
二
十
九
条
第
二
項

第
八
十
六
条
第
二
項

第
百
四
十
九
条
に
お

第
二
十
九
条
第
二
項

又
は
第
百
十
条
第
三

い
て
準
用
す
る
法
第

又
は
第
三
十
一
条
ノ

又
は
第
百
十
条
第
三

い
て
準
用
す
る
法
第

又
は
第
三
十
一
条
ノ

項

八
十
六
条
第
二
項
又

二
第
三
項

項

八
十
六
条
第
二
項
又

二
第
三
項

は
第
百
十
条
第
三
項

は
第
百
十
条
第
三
項

第
五
条

法
第
八
十
六
条

法
第
百
四
十
九
条
に

法
第
二
十
九
条

9



の
二
第

一
項

お
い
て
準
用
す
る
法

第
八
十
六
条

第
七
十
四
条
第
一
項

第
百
四
十
九
条
に
お

第
二
十
八
条
ノ
三
第

各
号
に
掲
げ
る
場
合

い
て
準
用
す
る
法
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る

の
区
分
に
応
じ
、
同

七
十
四
条
第
一
項
各

場
合
の
区
分
に
応
じ

項
各
号
に
定
め
る
割

号
に
掲
げ
る
場
合
の

、
同
項
各
号
に
定
め

合
を
乗
じ
て
得
た
額

区
分
に
応
じ
、
同
項

る
割
合
を
乗
じ
て
得

各
号
に
定
め
る
割
合

た
額
又
は
法
第
二
十

を
乗
じ
て
得
た
額

九
条
第
三
項
の
規
定

に
基
づ
き
算
定
費
用

額
か
ら
控
除
さ
れ
る

金
額

第
七
十
六
条
第
二
項

第
七
十
六
条
第
二
項

第
二
十
八
条
ノ
四
第

、
第
八
十
五
条
第
二

、
第
八
十
五
条
第
二

二
項
、
第
二
十
八
条

項
又
は
第
八
十
六
条

項
又
は
第
八
十
六
条

ノ
七
第
二
項
又
は
第

第
二
項
第
一
号

第
二
項
第
一
号

二
十
九
条
第
二
項
第

一
号

第
百
十
条

第
百
四
十
条

第
三
十
一
条
ノ
ニ

支
払
を
受
け
る

支
払
を
、
特
別
療
養

支
払
を
受
け
る

費
に
係
る
療
養
を
受

け
た
者
に
つ
い
て
は

法
第
七
十
六
条
第
二

項
又
は
第
八
十
五
条

第
二
項
の
費
用
の
額

の
算
定
の
例
に
よ
り

算
定
さ
れ
た
費
用
の

10



一の第 二の第
項四五 項二五

第条 第条

法 項又第
は八
第十
百六
十条
条第
第二
三項

法 は八い第 るた当支特五額
第十て百 額す給別条か
百六準四 のるさ療のら
十条用十 支額れ養規法
条第す九 払をる費定第
第二る条 を控額とに百
三項法に 受除にしよ四
項又第お け　し相てる十

健 二又第
康 第は二
保 三第十
険 項三九
法 十条

一第
条二
ノ項

11



別添2

平成 年月分診療報酬請求書（医科・歯科入院・入院外併用）

別　記　殿 医療機関コード

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　匹田尺レ登」鳳1双1フq
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地及び名称
ｺ記のとおり請求します。　平成　年　　月　　目　　　　　　開設者氏名　　　　　　　　　　印 入・外

療　養　の　給　付 食事療養・生活療養

区　　　　　　　　分
件数

診　療

ﾀ日数
点　数 一部負担金 件数 回数 金　額 標準負担額

医保（70以上9割）と公費の併用

01　　　　　（政
職務上

02（船）
職務外

03　　　　　（日）

医
　
単
独
（
七
〇
以
・

04　　　　（目特）

下船3月
31～34（共）

一般
06　　　　　（組）

上害1 63・72～75　（退）

小　計
医保（70以上7割）と公費の併用

01　　　　　（政
職務上

医
保
単
独
芝

02（船）
職務外

下船3月
31～34（共）

一般

（
七

06　　　　　（組）
○害1 63・72～75　（退）

小　計

医保本人と公費の併用

01　　　　　（政）

職務上
02（船）

職務外
03　　　　　（目）医

療
保
険

04　　　　（目特）

医
保
単
独
（
本
人
）

下船3月
31～34（共）

一般
06　　　　　（組）

07　　　　　（自）

63・72～75　（退）

小　計

医保家族と公費の併用

01　　　　　（政
02　　　　　（船）

03　　　　　（目）

医
保
単
独
（
家
族
）

04　　　　（目特）

31～34　　　（共）

06　　　　　（組）

63・72～75　（退）

小　計
医保 3　　と公　の　用

01　　　　　（政
02　　　　　（船）

医
保
単
独
（

03　　　　　（目）

04　　　　（目特）

31～34　　　（共）

06　　　　　（組）一一

ﾎ
） 63・72～75　（退）

小　計

1　口　言

保険医療機関の

様
式
第

（

）

（
第
二
条
関
係
）

備考　この用紙は、日本工業規格A列4番とすること。



医療機関コード

入・外

療　養　の　給　付 食事療養・生活療養

区　　　　　　　分 件数
診　療

ﾀ日数
点　数

一部負担金
@（控除額）

件数 回数 金　額 標準負担額

老人9割と公費の併用老
人
九

老人単独

曜 小計老
人
保
健

老人7割と公費の併用．
老
人
七
箇

老人単独
小　計

ロ　責

12（生保）

10（結核34）

公（

�V
ﾆ人
縺j
ﾛの

併
用

12（生保）
1δ’”1結核34）

公
費
と
公
の
　
用

公
費
負
担

費併…

12（生保）

11（結核35）

20（精神29）
公
費
単
独

3　口　言

総件数1＋2＋3 件 請・’金額 円

備 考

備考　この用紙は、日本工業規格A列4番とすること。



平成 年月分診療報酬請求書（医科・入院外）

別　記　殿

下記のとおり請求します。　　平成　年　　月 日

医療機関コード

保険医療機関の

所在地及び名称
開設者氏名 印

区　　　　　　　分 件数 診療実日数 点数 一部負担金

医保（70以上9割）と公費の併用

01　　　　　（政
職務上医

保
単
独

02（船）
職務外

03　　　　　（日）

04　　　　（日特）

下船3月
31～34（共）

一般
七
〇
以
上
害
1

06　　　　　（組）

63・72～75　（退）

小　計

医保（70以上7割）と公費の併用

01　　　　　（政
職務上

医
保
単
独
£

02（船）
職務外

下船3月
31～34（共）

一般

（
七

06　　　　　（組）

O害1 63・72～75　（退）

小　計

医保本人と公費の併用

01　　　　　（政）

職務上
02（船）

職務外
03　　　　　（日）医

療
保
険

04　　　　（目特）

医
保
単
独
（
本
人
）

下船3月
31～34（共）

一般
06　　　　　（組）

07　　　　　（自）

63・72～75　（退）

小　計

医保家族と公費の併用

01　　　　　（政
02　　　　　（船）

03　　　　　（日）

医
保
単
独
（
家
族
）

04　　　　（目特）

31～34　　　（共）

06　　　　　（組）

63・72～75　（退）

小　計
医保　3　）と公　の　用

01　　　　　（政
02　　　　　（船）

医
保
単
独
（

03　　　　　（日）

04　　　　（目特）

31～34　　　（共）

06　　　　　（組）一一

ﾎ
） 63・72～75　（退）

小　計

1　口　言

様
式
第

（一

黶
j

（
第
二
条
関
係
）

備考　この用紙は、日本工業規格A列4番とすること。



医療機関コード

区　　　　　　　分 件数 診療実日数 点数
一部負担金
i控除額）

老人9割と公費の併用老
人
九
萄

老人単独

小計老
人
保
健

老人7割と公費の併用老
人
七
割

老人単独

小　計

2　口　言
公（ 12（生保）
費老 10（結核34）
と人

縺j
ﾛの

併
用

公
費
と
公
・

12（生保）
Pδ”’儲穫§耳y””

公
費
負
担

費の’”

併
用 ●●●

12（生保）

11（結核35）

20（精神29）
公
費
単
独

3　口　言

総件数1＋2＋3 件 請求金額 円

備 考

備考　この用紙は、日本工業規格A列4番とすること。



O診療報酬明細書
@　　　　　　（医科入院）

都道府

ｧ番号

医療機関コード

1
医

1社・国i3老人 1単独

Q2併

1本人i
R三入i7商人9

平成　年 月分 科 2公費i4退職 33併 5家入i9高入7

一市町村 老人医療

ﾌ受給者 保険者

給
付

10　9　8

番　号 番　　号 番　号 割
7　（　）

公費負担
ム
ロ

公費負

S者番 医療の受

号① 給者番号
被保険者証・被保険者

公費負
公費負担 手帳等の記号 ・番号

担者番 医療の受

号② 給者番号2

区分 精神 結核 療養 特記事項 保険医

療機関
氏

の所在

名 地及ぴ

1男　2女 1明　2大3昭4平 生 名　称

職務上の事由 1職務上2下船後3月以内3通勤災害
診 保

傷 （1） （1） 年 月 日 転 治ゆi死亡沖止 診 日

療
（2） （2） 年 月 日

療
公

病 開 実 費 日

（3） （3） 年 月 日 1

始
日

公

名 帰 数 費 日

日 2

11 初 診 時問外・休日・深夜 回 点 公費分点数

13 医学管理
14 在 宅

21　内 服 単位

20 22　屯 服 単位

投 23　外 用 単位

24　調 剤 日

薬 26　麻 毒 日

27　調 基

30 31 皮下筋肉内 回

注 32　静 脈 内 回

射 33　そ の 他 回

40 回

処

置 薬 剤

50 回

手麻
術酔 薬 剤

60 回

検

査 薬 剤

70 回

画診
像断 薬 剤

80
そ

の

他 薬 剤

入院年月日 年 月 日

90 病 診 90 入院基本料・加算 点

× 日聞

入 × 日間

× 日間

× 日間

× 日間

院 92 特定入院料・その他

※高額療養費 円 ※公費負担点数 点

97 基準 円× 回 ※公費負担点数 点

食事 特別 円× 回 基準（生） 円×　　　　回

食堂 円× 日 特別（生） 円x　　　　回
生活 環境 円× 日 減・免・猶・ 1　・H　・3月超

請 求 点 ※　決 定　点 負担金額 円 保 回 請 求 円 ※ 決 定 円 （標準負担額）円

療 保
食

養 険 減額 割（円）免除・支払猶予 事 険

公 点 ※ 点 円 公 回 円 ※ 円 円

の
費

生
活 費

給 ① 療 ①

公 点 ※ 点 円 養 公 回 円 ※ 円 円

付 費 費

様
式
第

（

）

（
第
二
条
関
係
）

備考1．この用紙は、日本工業規格A列4番とすること。

　　2．※印の欄は、記入しないこと。



O診療報酬明細書
@　　　　　　（医科入院外）

都道府

ｧ番号

医療機関コード

1
医

1社・国i3老人 1単独

Q2併
2本外

奄
W
高
外
9
4
三
外
i

平成　年 月分 科 2公費i4退職 33併 6家外iO高外7

一市町村 老人医療 保険者 給
付

10　9　8

の受給者 割

番 号 番　　号 番　号 合 7　（　）

公費負 公費負担

担者番 医療の受
口
万 ① 給者番号 被保険者証被保険者
公費負 公費負担 手帳等の記号 ・番号

担者番 医療の受

号② 給者番号2

特 記　事 項 保険医

氏 療機関

の所在

名 地及び

1男 2女 1明 2大　3昭　4平 生 名 称

職務上の事由 1職務上 2下船後3月以内3通勤災害 （ 床）

傷 （1） 診
療

（1） 年 月 日 転 治ゆi死亡i中止 診保
険

日

（2）
（2） 年 月 日

療
公

病 開 実 費 日

（3） （3） 年 月 日 1
日

公

名

始
帰 数 費 日

日

11 初 診 時間外・休日・深夜 回 点 公費分点数

12 再 診 X 回

外来管理加算 X 回
再

時
休

間 外
日 X

X

回
回

診
深 夜 X 回

13 医学管理

14 往 診 回

在
夜

深夜・緊急

間 回
回

宅
そ

在宅患者訪問診療

@　の 他

回

薬 剤

薬 剤 単位
21 内服 調 剤　　　x 回

20 22 屯服薬 剤 単位

投 薬 剤 単位
23 外用 調 剤　　　x 回

25　　処 方　　　x 回

薬 26　麻 毒 回

27　調 基

30 31 皮下筋肉内 回

注 32　静 脈　内 回

射 33　そ の　他 回

40 回

置 薬 剤

50
阮ワ

p酔 薬 剤

回

60 回

査 薬 剤

70
謳f
恍f 薬 剤

回

80
ｻ

処方せん 回

の
他 薬 剤

療 保

言
’』、

※ 決 定 点 一　戸
一

円

養 険 減額 割（円）免除・支払猶予

の 公
費

点 ※ 点 円

給 ①

付
公
費

点 ※ 点 円 ※ 高額療養費 円 ※公費負担点数 点 ※公費負担点数点

様
式
第

（

）

（
第
二
条
関
係
）

備考1．この用紙は、日本工業規格A列4番とすること。

　　2．※印の欄は、記入しないこと。



平成

保　険　者

年　月分

（別　　　　　　　　　　記）　殿

　　　下記のとおり請求する。
・・ ｬ　年　　月

　国民健康保険

目

診療報酬請求書（医科・歯科）

医療機関
コ　一　ド

保険医療機関の
所在地及び名称
開設者氏名 印

療　養　の　給　付 食事療養・生活療養

件　数 診療実日数 点　　　数 一部負担金 件　　数 回　数 金　　　額 標準負担額

入　　　院 円 円 円

請
求 入　院　外

一般以

i　上
ｵ　九

Z割
ﾎ）

入　　　院
●・・

�
入　院　外

入　　　院請
求 入　院　外

一般以

i上
ｵ　七

Z割
ﾎ）

入　　　院o●●

�
入　院　外

入　　　院請
求 入　院　外

入　　　院
●．●

�
入　院　外

入　　　院一般未

Q満O　）

ﾎ

請
求 入　院　外

入　　　院●．o

�
入　院　外

入　　　院退
職
（
本
人
）

請
求 入　院　外

入　　　院
・●●

�
入　院　外

入　　　院退職以

i　上
ｵ　九

Z割
ﾎ）

請
求 入　院　外

入　　　院Ooo

�
入　院　外

入　　　院退職以

i　上
ｵ　七

Z割
ﾎ）

請
求 入　院　外

入　　　院
・．●

�
入　院　外

入　　　院退職養

Q者
增j
}

請
求 入　院　外

入　　　院
●．．

�
入　院　外

入　　　院退職未

Q満O　）

ﾎ

請
求 入　院　外

入　　　院※
決
定 入　院　外

備考　この用紙は、日本工業規格A列4番とすること。
　注意　※印の欄は記入しないこと。

様
式
第
六
（
第
二
条
関
係
）



平成 年　　　月分

　各保険者等　殿

下記のとおり請求する。

平成　　年　　月　　日

診療報酬請求書（医科・歯科）

医療機関コード

保険医療機関の
所在地及び名称

開設者氏名

ゼ月曳　　　干　　　月　　　　F

老人保健 国民健康保険

一般被保険者 食事療養・生活療養
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備考　　この用紙は、日本工業規格A列4番とすること。



医療機関コード

国民健康保険

退職者 公費負担 食事療養・生活療養

保険者番号 本　人 70歳以上9割 70歳以上7割 被扶養者 3歳未満
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備考 1．※印の欄は、記入しないこと。 2．作成は、都道府県毎とすること。 3．合計の欄は、枚数が複数になる場合は最終ぺ一ジに記載すること。

備考　　この用紙は、日本工業規格A列4番とすること。
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保発第0830001号
平成18年8月30日

社会保険庁運営部長　殿

厚生労働省保険局長

　（公印省略）

健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の

整備等に関する政令の施行について

　健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）（以下「法」という。）

が平成18年6月21日に公布され、同日以降順次施行されることとされ、これに伴い・

健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成

18年政令第286号）（以下「令」という。）が本日公布され、平成18年10月1日か

ら施行されることとされたところである。

　これらの改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その運用に当たっては十分に

留意の上、遺憾なきを期されたい。なお、今回の取扱いについて、被保険者、保険医療機

関、事業主、船舶所有者その他関係機関に対し、周知方特段の御配慮を願いたい。

記

第1　改正の趣旨及び主な内容

　健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、健康保険法（大正11年法律第

70号）等の規定の委任を受けて、地域型健康保険組合の一般保険料率の認可に関する

事項、保険医療機関等の指定の拒否等に係る法律、埋葬料の金額の引下げ、国民健康保

険における保険財政共同安定化事業に係る交付金及び拠出金の算定に関する事項等につ

いて定めるとともに関係政令の規定を整備するほか、医療費の負担が家計に与える影響

等を踏まえ高額療養費の算定基準額等を見直すとともに、最近の分娩料の状況等を踏ま

え出産育児一時金の金額を引き上げる等の改正を行うものである。

第2　改正の具体的内容

1　健康保険法施行令の一部改正（令第1条関係）

　1　健康保険組合関係（第25条の2及び第29条関係）

　（1）地域型健康保険組合関係（第25条の2関係）

　　　地域型健康保険組合が、不均一の一般保険料率の決定の認可を受けようとすると



きは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することと

　し、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、

組合会において組合会議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければなら

　ないこととしたこと。

（2）指定健康保険組合関係（第29条関係）

　①経常収支が赤字、かつ②積立金の少ない状態が継続する等の財政窮迫又は小規

模という現行の指定健康保険組合の指定要件について、小規模であっても財政が安

定している組合があること及び財政窮迫になるおそれがある組合に対する重点的な

指導を行う観点から、①経常収支が赤字、かっ②積立金の少ない状態に至った等の

財政窮迫という要件に改めることとしたこと。

2　保険医療機関等の指定の欠格事由等（第33条の3及び令附則第2条関係）

（1）保険医療に携わることが適当ではない保険医療機関若しくは保険薬局、保険

医若しくは保険薬剤師又は指定訪問看護事業者を制度の対象から除外することが

　できるよう、その欠格事由や取消要件として、「健康保険法その他国民の保健医療

に関する法律の規定により罰金の刑に処せられたとき」等を法定したことを受け、

　その対象法律として、①医療保険に関する法律である国民健康保険法、老人保健

法等、②医療機関等を規制する法律である医療法、薬事法、③医療従事者を規制

する法律である医師法、薬剤師法、保健師助産師看護師法等を定めることとした

　こと。

（2）保険医療機関若しくは保険薬局、保険医若しくは保険薬局又は指定訪問看護

　事業者の指定の拒否等に係る新たに法定化した規定は、令の施行の日（以下「施

行日」という。）前にした行為により刑に処せられ、これらの規定に該当すること

　となった者に係る当該刑、施行日前にした違反によりこれらの規定に該当するこ

　ととなった者に係る当該違反、施行日前に健康保険法第95条各号のいずれかに

　該当したことにより施行日前若しくは施行目以後に指定訪問看護事業者に係る同

　法第88条第1項の指定を取り消された者に係る当該取消しについては、適用し

　ないこととしたこと。

3　現金給付関係（第35条、第36条、第40条及び令附則第3条関係）

（1）埋葬料及び家族埋葬料関係（第35条及び第40条関係）

　　埋葬料に要する費用は、標準報酬と連動させる必然に乏しいこと等から、政令で

　定める金額を支給することと法定化したところであるが、現金給付の重点化の観点

　や国民健康保険における葬祭費の平均額が約5万円であること等を踏まえて、埋葬

　料及び家族埋葬料の金額を5万円と定めることとしたこと。

（2）出産育児一時金及び家族出産育児一時金関係（第36条関係）

　①出産育児一時金友び家族出産育児一時金の金額の引上げ（第36条関係）

　　出産育児一時金及び家族出産育児一時金の金額について、少子化対策の観点や最

　近の分娩料の状況等を踏まえ、35万円と定めることとしたこと。

　②出産育児一時金及び家族出産育児一時金の受取代理

　　被保険者等が窓口で出産費用を支払う負担を軽減する観点から、保険者は、被保

　険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金及び家族出産育児一時金を事



前に申請し、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金及び家族出産育児一

時金を受け取る仕組みの導入に努められたいこと。

（3）施行目前に死亡し又は出産した被保険者若しくは日雇特例被保険者若しくはこ

れらの者であった者又は被扶養者に係る健康保険法の規定による埋葬料及び同法第

　100条第2項（同法第105条第2項において準用する場合を含む。）若しくは
第136条第3項の規定によりなされる給付若しくは同法の規定による家族埋葬料

又は同法の規定による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金の額について

　は、なお従前の例によることとしたこと。

4　高額療養費関係（第41条から第43条まで関係）

（1）自己負担限度額等の見直し（第41条から第43条まで関係）

　　医療を受ける者と受けない者の負担の公平性等の観点から、低所得者や高齢者に

配慮した上で、所得に応じ、家計に与える影響等を勘案した上で、算定基準額（自

　己負担限度額）等を以下のとおり見直すこととしたこと。（別添「高額療養費制度

　における自己負担限度額等の見直し」参照）

　①70歳未満の者
　（i）一般所得者
　　　　○算定基準額（自己負担限度額）引上げ

　　　　　・定額部分：72，300円→80，100円

　　　　　・多数該当：40，200円→44，400円

　（五）上位所得者

　　　　O上位所得者の範囲見直し

　　　　　・標準報酬月額：56万円→53万円
　　　　○算定基準額引上げ

　　　　　・定額部分：139，800円→150，000円

　　　　　・多数該当：77，700円→83，400円

　②70歳以上の者
　（i）一般所得者

　　　　○算定基準額引上げ

　　　　　・入院：40，200円→44，400円

　（五）現役並み所得者

　　　　○算定基準額引上げ

　　　　　・入院：定額部分　72，300円→80，100円

　　　　　　　　　多数該当　40，200円→44，400円

　　　　　・外来：　　　　　40，200円→44，400円

　③人工透析患者

　　　70歳未満の上位所得者

　　　　○算定基準額引上げ　10，000円→20，000円

（2）適用の利便性の向上について

　　高額療養費の支給に当たっては、その適用の利便に資するため、保険者において

　把握している高額療養費として支給される額等の情報の被保険者等への通知に努め



られたいこと。

H　保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医

及び保険薬剤師の登録に関する政令の一部改正（令第2条関係）

　　特定承認保険医療機関の廃止に伴い、特定承認保険医療機関の承認手続き等につい

　て定める規定の削除等を行うこととしたこと。（題名、第1条等関係）

皿　老人保健法施行令の一部改正（令第3条関係）

（1）入院時生活療養費の創設に伴い、読替え規定の追加、費用の請求に係る都道府県

　知事への届出等の規定の追加等を行うこととしたこと。（第7条の2、第7条の3等

　関係）

（2）高額医療費について、1の4の（1）の②に準じた改正を行うこととしたこと。

　（第14条から第16条まで関係）また、高額療養費の支給については、制度の不知

　等による申請漏れを防止する観点から、文書その他の方法をもって、その趣旨・申請

　手続等について、加入者に対し、周知徹底に努められたいこと。さらに、1の4の（2）

　と同様、加入者の適用の利便性の向上に努められたいこと。

IV　国民健康保険法施行令の一部改正（令第4条関係）

（1）入院時生活療養費の創設に伴い、読替え規定の追加等を行うこととしたこと。（第

　28条の3の2等関係）
（2）高額療養費について、1の4の（1）に準じた改正を行うこととしたこと。この

　うち、上位所得者の基準は、年間所得670万円超から600万円超としたこと。（第

　29条の2から第29条の4まで関係）また、高額療養費の支給については・制度の
　不知等による申請漏れを防止する観点から、文書その他の方法をもって、その趣旨、

　申請手続等について、被保険者に対し、周知徹底に努められたいこと。さらに、1の

　4の（2）と同様、被保険者の適用の利便性の向上に努められたいこと。

（3）平成19年度から平成21年度までにおける市町村の保険料の基礎賦課額の基準

　について、保険財政共同安定化事業の交付金及び拠出金を追加することを規定したこ

　と。（附則第3条の2関係）
（4）出産育児一時金の支給について、1の3の（2）の②と同様、出産育児一時金の

　受取代理の導入に努められたいこと。

V　国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令

　の一部改正（令第5条関係）
　　高額な医療費の発生が市町村国保財政に与える影響を緩和するため、平成18年度

　から平成21年度の各年度において、レセプト1件あたり80万円を超える医療費

　を対象として、国及び都道府県による財政支援と各市町村の拠出により都道府県単

　位で高額医療費共同事業が実施される。

　　平成18年10月からは、市町村問の保険料の平準化と国保財政の安定化を図るた

　め、高額医療費共同事業と併せて、レセプト1件あたり30万円を超える医療費を



対象として、都道府県単位で各国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）

が徴収した各市町村の拠出金を基に、当該連合会の会員である市町村（以下「会員

市町村」という。）に対し交付金を交付する保険財政共同安定化事業が実施されるた

め、その交付金及び拠出金の算定方法につき以下のとおり必要な規定の整備を行う

こととしたこと。（附則第5条から第11条まで関係）

（f）保険財政共同安定化事業交付金の算定方法

　保険財政共同安定化事業において、各連合会が会員市町村に交付する交付金の額は、

当該会員市町村の被保険者が同一の月にそれぞれの病院等について受けた療養に係る

費用の額が30万円を超えるものののうち、8万円を超え80万円までの部分の額の

合算額の100分の59に相当する額としたこと。

　　　　　　　　　　　　　　　レセプト1件当たり30万
各会員市町村の保険財政二　円を超える医療費の8万円　×　100分の59
　　　　　　　　　　　　　　　を超え80万円までの部分
共同安定化事業交付金　　　　の額の合算額

（2）標準保険財政共同安定化事業拠出金の算定方法

　保険財政共同安定化事業において、各会員市町村が連合会に拠出する拠出金の額（当

該事業に関する事務の処理に要する費用を除く。）は、①と②の合算額（標準保険財

政共同安定化事業拠出金）を基準として、連合会が定めることとしたこと。

　①当該年度における会員市町村の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額（（1）

　　により算定した保険財政共同安定化事業交付金の額をいう。）の合計額の2分の、

　　　1に、各会員市町村の前々年度及びその直前の二箇年度の一般被保険者に係る保

　　険財政共同安定化事業基準拠出対象額を合算した額を会員市町村の前々年度及び

　　その直前の二箇年度の一般被保険者に係る保険財政共同安定化事業基準拠出対象

　　額を合算した額で除して得た率を乗じて得た額

　②当該年度における会員市町村の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額の合計

　　額の2分の1に、前々年度の各会員市町村の一般被保険者の数を前々年度の会員

　　市町村の一般被保険者の数の合計で除して得た率を乗じて得た額

標準保険財政共同安定化事業拠出金

　　　　　　　　　　　　　　　　各会員市町村の保険財政共同安定化事業拠出対象
連合会の全会員市町村　　　　　　　　額の総額（前々年度及び直前の二箇年度の合算）
の保険財政共同安定化　　　⊥＿
　　　　　　　　　　×　　　　　×事業基準拠出対象額の　　　2　　　　連合会の全会員市町村の保険財政共同安定化事業

合計額　　　　　　　　　　　　　　拠出対象額の総額（前々年度及び直前の二箇年度

　　　　　　　　　　　　　　　　の合算）

　　連合会の全会員市町村　　　　　　　各会員市町村の一般被保険者数（前々年度）

十　の保険財政共同安定化　×　ユ＿　×

　　事業基準拠出対象額の　　　2　　　連合会の全会員市町村の一般被保険者数

　　合計額　　　　　　　　　　　　　　　（前々年度）

（3）保険財政共同安定化事業事務費拠出金の算定方法



　各会員市町村が連合会に拠出する保険財政共同安定化事業に関する事務の処理に

要する費用に係る拠出金の額は、当該年度における連合会の保険財政共同安定化事

業に関する事務の処理に要する費用の見込額に前々年度の各会員市町村の一般被保

険者の数を前々年度の会員市町村の一般被保険者の数の合計で除して得た率を乗じ

て得た額を基準として、連合会が定めることとしたこと。

各会員市町村の保険財政共同安定化事業事務費拠出金（基準）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　各会員市町村の一般被保険者数（前々年度）
連合会の保険財政共同安定化事業　　×

に関する事務処理に要する見込額　　　　連合会の全会員市町村の一般被保険者数（前

　　　　　　　　　　　　　　　　　々年度）

VI船員保険法施行令の一部改正（令第6条関係）

（1）高額療養費について、1の4の（1）に準じた改正を行うこととしたこと。（第

　9条から第11条まで関係）また、高額療養費の支給については、制度の不知等によ

　る申請漏れを防止する観点から、文書その他の方法をもって、その趣旨、申請手続等

　について、加入者に対し、周知徹底に努められたいこと。さらに、1の4の（2）と

　同様、加入者の適用の利便性の向上に努められたいこと。

（2）葬祭料及び家族葬祭料並びに出産育児一時金及び家族出産育児一時金について、

　1の3の（1）及び（2）に準じた改正を行うこととしたこと。また、施行日前に死

　亡し又は分べんした被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る船員保

　険法の規定による葬祭料若しくは家族葬祭料又は出産育児一時金若しくは家族出産育

　児一時金の額については、なお従前の例によることとしたこと。（第12条、第25

　条、第26条及び附則第9条関係）また、出産育児一時金及び家族出産育児一時金の

　支給について、1の3の（2）の②と同様、出産育児一時金の受取代理の導入に努め

　られたいζと。

（3）付加給付の支給（第3条の2及び令附則第7条関係）

　　船上、海外等での死亡の場合は移送等に費用を要する等の船員としての特殊性に

　鑑み、職務外の事由による葬祭料及び家族葬祭料に併せて以下の額の付加給付を行

　うこととしたこと。

　　①　葬祭料付加金　被保険者の資格喪失当時の標準報酬月額の2ヶ月分から葬祭

　　　料の額を控除した額
　　②　家族葬祭料付加金　被保険者の資格喪失当時の標準報酬月額の2ヶ月分の

　　　　100分の70から家族葬祭料の額を控除した額
　　また、死亡の日が施行目以後である被保険者及び被保険者であった者並びに被扶養

　者について適用することとしたこと。

皿　その他関係政令の一部改正

　　国家公務員共済組合法施行令、地方公務員等共済組合法施行令等にっき、健康保険

　法施行令の改正に準じて、高額療養費に関する事項等について改正を行うとともに、

　その他関係政令につき、所要の改正を行うこととしたこと。



高額療養費制度における自己負担限度額等の見直し

【平成18年10月以降】

70

ﾎ
未
満
の
者

70

ﾎ
以
上
の
者

自己負担限度額

　　上位所得者

i月収塑巴以上＊）

巡L旦Ω．Ω．巴＋（医療費一4塑Ω巴）x1％

@　　　　〈77，700円＞

一　　　般
劃巴＋（医療費一24L鎚Ω．巴）×1％

@　　　　＜4週置＞

低　所　得　者
i住民税非課税）

　35，400円

モQ4，600円＞

＊　国民健康保険においては年間所得670万円超

外来（個人ごと） 自己負担限度額

廻田＋現役並み所得者
i月収28万円以上、

ﾛ税所得145万円以上）
劃円 （医療費一週Ω．巴）x1％

@　　＜4鍵田＞

一　　　般 12，000円

劃
1 24，600円　（瘴Z

轄
兼
ｾ
諜
者
琶

　　1
i年金収入80万
~以下等）

8，000円

15，000円

改
正
後

自己負担限度額

150000円＋（医療費一500000円）×1％　上位所得者（※）

i月収塑」巴以上＊） ＜83400円＞

一　　　般
80100円＋（医療費一267000円）×1％

@　　　　＜4生璽巴＞

低　所　得　者
i住民税非課税）

　35，400円

モQ4，600円＞

＊　国民健康保険においては年間所得600万円超

外来（個人ごと） 自己負担限度額

鑓巴＋
現役並み所得者（月収28万円以上、課税所得145万円以上）

幽
（医療費一2堕Ω巴）x1％

@　　＜4遡且＞

一　　　般 12，000円

幽
1 24，600円　（瘴Z

轄吾
者
班
�

　1（
N金収入80万円

ﾈ下等）�

，000円�

5，000円ﾐ

人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担限度額を1万円から2万円に改める。ﾐ
注）金額は1月当たりの限度額。＜＞内の金額は、多数該当（過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当）の場合。ﾐ

曽
蕩
）
ﾐ
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認
可
を

　
　
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
合
併
前
の
健
康
保
険
組
合
を
単
位
と
し
て
不
均
一
の
一
般
保
険
料
率
を
設
定
す
る
こ

　
　
と
と
し
、
当
該
一
般
保
険
料
率
並
び
に
こ
れ
を
適
用
す
べ
き
被
保
険
者
の
要
件
及
び
期
間
に
つ
い
て
、
当
該
地
域

　
　
型
健
康
保
険
組
合
の
組
合
会
に
お
い
て
組
合
会
議
員
の
定
数
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
に
よ
り
議
決
し
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
な
い
。
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第
三
十
四
条
の
見
出
し
中
「
百
分
の
二
十
」
を
「
百
分
の
三
十
」
に
改
め
、
第
二
章
中
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を

加
え
る
。

　
（
保
険
医
療
機
関
等
の
指
定
の
拒
否
等
に
係
る
法
律
）

第
三
十
三
条
の
三
　
法
第
六
十
五
条
第
三
項
第
三
号
、
第
七
十
一
条
第
二
項
第
二
号
、
第
八
十
条
第
七
号
、
第
八
十

　
一
条
第
四
号
、
第
八
十
九
条
第
四
項
第
五
号
及
び
第
九
十
五
条
第
八
号
の
政
令
で
定
め
る
法
律
は
、
次
の
と
お
り

　
と
す
る
。

　
一
　
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）

　
二
　
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号
）

　
三
　
歯
科
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
二
号
）

　
四
　
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）

　
五
　
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）

　
六
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）

　
七
　
国
民
健
康
保
険
法

　
八
　
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）

九
　
薬
剤
師
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）

十
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）

　
十
一
　
老
人
保
健
法
　
　
　
　
　
、

　
り
と
す
る
。

　
一
　
船
員
保
険
法

2
　
法
第
八
十
条
第
九
号
、
第
八
十
一
条
第
六
号
及
び
第
九
十
五
条
第
十
号
の
政
令
で
定
め
る
法
律
は
、

十十九八七六五四三二

医
師
法

歯
科
医
師
法

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法

医
療
法

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法

国
民
健
康
保
険
法

薬
事
法

薬
剤
師
法

　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

　
老
人
保
健
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
最
低
保
障
金
額
」
を
「
金
額
」
に
改
め
、
同
条
中

次
の
と
お

　
十
二

　
第
三
十
五
条
の
見
出
し
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
十
万
円
」
を
「
五
万
円
」
に
改

め
る
。

　
第
三
十
六
条
中
「
三
十
万
円
」
を
「
三
十
五
万
円
」
に
改
め
る
。

　
第
三
十
八
条
第
三
号
中
「
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中
「
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

百
二
十
八
号
ご
を
削
り
、
同
条
第
五
号
中
「
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
六
号
中
「
（
昭

和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
」
を
削
る
。

　
第
三
十
九
条
の
見
出
し
中
「
百
分
の
八
十
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
．

第
四
十
条
　
削
除

　
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
特
定
療
養
費
」
を
「
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
、
「
（
法
第
六
十
三
条

第
二
項
」
を
「
（
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
［
号
」
に
改
め
、
「
食
事
療
養
」
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
、
同
項
第
二
号
に

規
定
す
る
生
活
療
養
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
生
活
療
養
」
と
い
う
。
ご
を
加
え
、
「
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
イ

か
ら
へ
ま
で
」
に
改
め
、
ロ
を
削
り
、
同
号
ハ
中
「
第
六
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
三
条
第
二
項
第
三
号
に
規

定
す
る
評
価
療
養
又
は
同
項
第
四
号
」
に
改
め
、
「
費
用
の
額
」
の
下
に
「
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用

の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
現
に
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
）
」
を
加
え
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養

費
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
号
二
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
ホ
を
同
号
二
と
し
、
同
号
へ
を
同
号
ホ
と

し
、
同
号
ト
を
同
号
へ
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
前
号
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
［
前
号
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
第
一
号
中
「
前
項
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
［
前
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項

中
「
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
、
「
同
号
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
同

号
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
、
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
第
一
項
第
一
号

イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
、
「
同
号
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
同
号
イ
か
ら
へ
ま
で
」

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
」

を
「
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
、
「
同
号
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
同
号
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
七
万
二
千
三
百
円
」
を
「
八
万
百
円
」
に
、
「
二
十
四
万
千
円
」
を
「
二
十
六
万

七
千
円
」
に
、
「
四
万
二
百
円
」
を
「
辺
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
［
五
十
六
万
円
」
を
「
五
十
三

万
円
」
に
、
「
十
三
万
九
千
八
百
円
」
を
「
十
五
万
円
」
に
、
「
四
十
六
万
六
千
円
」
■
を
「
五
十
万
円
」
に
、
「
七
万
七
千

七
百
円
」
を
「
八
万
三
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
七
万
二
千
三
百
円
」
を
「
八
万
百
円
」
に
ギ
「
三
十
六
万
千
五
百
円
」
を
「
二
十
六
万
七

千
円
」
に
、
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四

万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
一
号
中
「
七
万
二
千
三
百
円
」
を
「
八
万
百
円
」
に
、
「
前
条
第
一
項
第

一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
、
「
二
十
四
万
千
円
」
を
「
二
十
六
万
七
千
円
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
コ
万
円
」
を
「
次

の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

　
一
■
次
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
一
万
円

　
二
　
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
前
条
第
六
項
に
規
定
す
る

　
　
療
養
を
受
け
た
者
及
び
同
項
に
規
定
す
る
療
養
の
う
ち
国
が
費
用
を
負
担
す
べ
き
療
養
に
係
る
疾
病
と
し
て
厚

　
　
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
係
る
療
養
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
　
二
万
円

　
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
口
中
「
七
万
二
千

三
百
円
」
を
「
八
万
百
円
」
に
、
「
三
十
六
万
千
五
百
円
」
を
「
二
十
六
万
七
千
円
」
に
、
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万

四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
ロ
中
「
四
万
二
百
円
」
甲
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
特
定
療
養
費
又
は
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
又
は
」
に
、
「
特
定
療
養
費
負
担
額
」
を
・
「
保
険
外
併
用
療
養
費
負

担
額
」
に
、
「
特
定
療
養
費
の
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
の
」
に
、
「
第
八
十
六
条
第
三
項
又
は
第
五
項
」
を
「
第
八
．

十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
五
条
第
五
項
又
は
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
特
定
療
養

費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
及
び
第
九
項
中
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削

る
。

　
第
六
十
三
条
第
一
項
第
十
一
号
中
「
（
法
第
八
十
六
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
及
び
「
並

び
に
法
第
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
権
限
」
を
削
り
、
同
項
第
十
三
号
中
「
第
八
十
六
条
第

十
二
項
及
び
第
十
三
項
、
第
百
十
条
第
七
項
並
び
に
」
を
「
第
八
十
五
条
の
二
第
五
項
、
第
八
十
六
条
第
四
項
、
第

百
十
条
第
七
項
及
び
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
十
三
の
二
　
法
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
（
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

　
　
る
権
限

　
第
六
十
三
条
第
一
項
第
十
四
号
中
「
第
八
十
六
条
第
十
二
項
及
び
第
十
三
項
、
第
百
十
条
第
七
項
並
び
に
」
を
「
第

八
十
五
条
の
二
第
五
項
、
第
八
十
六
条
第
四
項
、
第
百
十
条
第
七
項
及
び
」
に
改
め
、
同
項
第
十
五
号
中
「
第
七
項
」

の
下
に
「
（
法
第
八
十
五
条
の
二
第
五
項
及
び
第
八
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、

同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
十
五
の
二
　
法
第
八
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限

除
僅
裟
騰
、
騨
鎗
塾
離
離
凄
諜
酔
螺
箋
離
離
綜
辮
響

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
十
三
号
中
「
第
百
三
十
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
百
三
十
条
の

二
第
一
項
」
を
加
え
、
「
第
百
四
十
五
条
第
七
項
」
を
「
第
百
四
十
五
条
第
六
項
」
に
、
「
第
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び

第
三
項
」
を
「
第
百
三
十
六
条
」
に
、
「
第
百
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
六
項
」
を
「
第
百
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第

五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
・
「
第
十
号
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
十
三
号
の
二
」
を
加
え
る
。

　
第
六
十
四
条
第
一
項
中
「
第
十
号
」
の
下
に
「
、
第
十
三
号
の
二
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
号
」
の
下

に
「
、
第
十
三
号
の
二
、
第
二
十
一
号
」
を
加
え
る
。
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（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
の
承
認
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤

　
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
の
承
認
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険

　
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
題
名
中
「
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
の
承
認
並
び
に
」
を
削
る
。

　
　
第
一
条
の
見
出
し
中
「
又
は
承
認
」
を
削
り
、
同
条
中
「
若
し
く
は
保
険
薬
局
」
を
「
又
は
保
険
薬
局
」
に
改
め
、

　
「
又
は
法
第
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
の
承
認
」
を
削
る
。

　
　
第
一
条
の
二
の
見
出
し
中
「
又
は
承
認
」
を
削
り
、
同
条
中
「
若
し
く
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
の
承
認
」
及

　
び
「
若
し
く
は
承
認
」
を
削
り
、
「
若
し
く
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
の
所
在
地
」
を
「
の
所
在
地
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
条
の
見
出
し
中
「
又
は
承
認
」
を
削
り
、
同
条
中
「
、
若
し
く
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
の
承
認
を
し
た

　
と
き
」
及
び
「
、
若
し
く
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
が
承
認
の
取
消
し
若
し
く
は
辞
退
に
よ
っ
て
特
定
承
認
保
険

　
医
療
機
関
で
な
く
な
っ
た
と
き
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
又
は
承
認
」
を
削
り
、
「
若
し
く
は
保
険
薬
局
が
指
定

　
の
取
消
し
若
し
く
は
辞
退
」
を
「
又
は
保
険
薬
局
が
指
定
の
取
消
し
又
は
辞
退
」
に
、
「
若
し
く
は
保
険
薬
局
で
」
を

　
「
又
は
保
険
薬
局
で
」
に
改
め
、
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
が
承
認
の
取
消
し
若
し
く
は
辞
退
に
よ
っ
て
特
定

　
承
認
保
険
医
療
機
関
で
な
く
な
っ
た
場
合
」
及
び
「
若
し
く
は
承
認
」
を
削
る
。

　
　
第
三
条
中
「
若
し
く
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
る
。

　
　
第
十
条
中
「
、
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
に
係
る
法
第
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
承
認
」
を
削
る
。

　
（
老
人
保
健
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
老
人
保
健
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
二
百
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
一
条
第
一
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
（
医
療
費
の
支
給
を
含
む
。
）
、
保
険
外
併

　
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
四
条
第
三
項
中
「
第
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
第
二
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

　
　
第
六
条
の
表
第
二
十
五
条
第
三
項
の
項
中
「
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
を
除
く
。
）
」
を
「
診
療
所
」
に
改
め
る
。

　
　
第
七
条
中
「
除
く
。
」
の
下
に
「
第
七
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　
　
　
（
入
院
時
生
活
療
養
費
に
関
す
る
読
替
え
）

　
第
七
条
の
二
　
法
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

法
の
規
定
中
読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
十
五
条
第
三
項

第
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
給
付
（
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養

病
院
、
診
療
所
又
は
薬
局

病
院
又
は
診
療
所

保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局

保
険
医
療
機
関

診
療
所
並
び
に
薬
局

診
療
所

第
二
十
五
条
第
四
項

病
院
、
診
療
所
又
は
薬
局

病
院
又
は
診
療
所

医
療

入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養

　
　
　
　
　
一
第
二
十
五
条
第
五
項

医
療

入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養

又
は
歯
科
医
師

病
院
、
診
療
所
又
は
薬
局

病
院
又
は
診
療
所

第
六
十
四
条
に
規
定
す
る
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師

第
八
十
五
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
四
条
に
規
定
す
る
保
険
医

第
二
十
五
条
第
六
項
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項

医
療

入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養

第
二
十
七
条
第
二
項

診
療
又
は
調
剤

診
療

第
二
十
九
条
第
二
項

医
療
に
関
す
る

入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る

次
条
第
一
項
の
医
療
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
並
び
に
医
療
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準

第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
並
び
に
同
条
第
四
項
の
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準

第
二
十
九
条
第
四
項

前
三
項

第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
並
び
に
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
十
一
条
の
二
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で

医
療

入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給

第
三
十
一
条
第
一
項

医
療

入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養

第
三
十
一
条
第
四
項

第
二
十
七
条
第
二
項

第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
七
条
第
二
項

第
三
十
一
条
第
五
項

健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関

医
療
に

入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
に

保
険
医
等
（
同
法
第
六
十
四
条
に
規
定
す
る
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
で
あ
る
者
に
限
る
。
）

同
法
第
六
十
四
条
に
規
定
す
る
保
険
医

診
療
若
し
く
は
調
剤

診
療

食
事
療
養
を

生
活
療
養
を

食
事
療
養
に

生
活
療
養
に

入
院
時
食
事
療
養
費

入
院
時
生
活
療
養
費

入
院
時
食
事
療
養
費

入
院
時
生
活
療
養
費
へ

食
事
療
養

生
活
療
養

　
（
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
係
る
都
道
府
県
知
事
へ
の
届
出
）

第
七
条
の
三
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
並
ぴ
に

　
同
条
第
四
項
の
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
し
必
要
な
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
（
保
険
外
併
用
療
養
費
に
関
す
る
読
替
え
）

第
八
条
　
法
第
三
十
一
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、

次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

第 第 第 第 第 二ら第 第 第 る法

三 三 三 二 二 十第二 二 二 規の
十 十 十 十 十 七六十 十 十 定規

一 一 一
九 九 条項五 五 五 定

条 条 条 条 条 第ま条 条 条 中

第 第 第 第 第 一で第 第 第 読

五 四 一 四 二 項及四 三 二 み
踊’、

項 項 項 項 び項 項 項 替

第か え

医 第 医 医
晶
目
1
1

算に及次 医 医 定るる第 のげ第 読
療 二 療 療 三 定医び条 療 療 めも給十 にる十 み

十 項 に療担第 に るの付七 限給七 替

七 関に当一 関 もに（条 る付条 え

条 す要に項 す のあ同第 」＿第 ら

第 るす関の る につ項一 政一 れ

二 基るす医 限て第項 令項 る

項 準費る療 るは六各 で第 字

用基の 」’号号 定六 句

の準取 政にに め号

額並扱 令掲掲 るに

のびい でげげ も掲

評 第第 評 保 の九び第 担険大第 保 評 るも各評 の項保 読

価 二三 価 険 二条に三 当外臣三 険 価 」の号価 に第険 み

療 十十 療 外 第第同十 に併が十 外 療 ににに療 限六外 替

養 七一 養 併 五二条一 関用定一 併 養 係あ掲養 る号併 え

又 条条 又 用 項項第条 す療め条 用 又 るつげ又 」に用 る

は 第の は 療 か及六の る養るの 療 は もてるは に掲療 字

選 二三 選 養 らび項三 基費基三 養 選 のは療選 係げ養 句

定 項第 定 費 第第に第 準に準第 費 定 に・’養定 るる費
療 六 療 の 七三お一 係並二 の 療 限政（療 も療の
養 項 養 支 項項い項 るび項 支 養 る令同養 の養支

に 給 ま並てか 療に第 給 」で項（ に＿給
お でび準ら 養同一 に 定第第 限政（
い に用第 の条号 関 め六十 る令第

て 第す五 取第の す る号七 」で十
準 三る項 扱三厚 る もに条 定七
用 十第ま， い項生 の掲第 め条

す 一二で 及の労 にげ一 る第
る 条十並 び保働 限る項 も一

　
第
九
条
の
見
出
し
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
中
「
法
第
三
十
一
条
の
三
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
（
以
下
単
に
「
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）
及
び
」

を
削
り
、
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
」
の
下
に
「
、
法
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第

二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
」
を
加
え
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
十
二
条
の
見
出
し
中
「
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
等
」
を
「
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
の
表
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

法
の
規
定
中
読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
三
十
九
条

医
療
、
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
療
養
、
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養

第
四
十
六
条
の
五
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
老
人
訪
問
看
護
（
以
下
単
に
「
指
定
老
人
訪
問
看
護
」
と
い
う
。
）

第
四
十
条

第
四
十
三
条

第
四
十
六
条
の
五
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
三
条

’

第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四
十
二
条
第
一
項

医
療
に
関
し
支
払
つ
た
価
額
、
支
給
し
た
入
院
時
食
事
療
養
費
の
額
、
支
給
し
た
入
院
時
生
活
療
養
費
の
額
又
は
支
給
し
た
保
険
外
併
用
療
養
費
の
額

支
給
し
た
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
の
額

第
四
十
二
条
第
二
項

保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
診
療
に
従
事
す
る
保
険
医
等
（
薬
剤
師
を
除
く
。
）

医
師

当
該
保
険
医
等

当
該
医
師

第
四
十
二
条
第
三
項

保
険
医
療
機
関
等
が
，

第
四
十
六
条
の
五
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
（
以
下
単
に
「
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が

医
療
に
関
す
る
費
用
の
支
払
、
第
三
十
一
条
の
二
第
五
項
（
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
七
項
及
び
第
三
十
一
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
支
払

同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
支
払

当
該
保
険
医
療
機
関
等

当
該
指
定
訪
問
看
護
事
業
者

第
四
十
三
条

当
該
指
定
老
人
訪
問
看
護

第
四
十
四
条
第
二
項

診
療
又
は
調
剤

指
定
老
人
訪
問
看
護

第
四
十
四
条
第
三
項

前
二
項
■

　
第
十
三
条
の
表
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四
十
二
条
第
一
項
の
項
中
「
又
は
支
給
し
た
特
定
療
養
費
」
を
「
、
支

給
し
た
入
院
時
生
活
療
養
費
の
額
又
は
支
給
し
た
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
表
第
四
十
三
条
の
項
中
「
若

し
く
は
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
（
法
第
十
七
条
第
二
項
」
を
「
（
法
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
「
食
事
療
養
」

と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
生
活
療
養
（
以
下
単
に
「
生
活
療
養
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
イ

か
ら
ホ
ま
で
」
を
「
イ
か
ら
二
ま
で
」
に
改
め
、
ロ
を
削
り
、
同
号
ハ
中
「
第
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
第

二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
評
価
療
養
又
は
同
項
第
四
号
」
に
改
め
、
「
費
用
の
額
」
の
下
に
「
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
療

養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
）
」
を
加
え
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保

険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
号
二
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」

に
改
め
、
「
費
用
の
額
」
の
下
に
「
バ
そ
の
額
が
現
に
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
療

養
に
要
し
た
費
用
の
額
）
」
を
加
え
、
同
号
二
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
ホ
を
同
号
二
と
し
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
前

項
第
一
・
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
」
を
「
前
項
第
一
号
イ
か
ら
二
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
イ
か

ら
ホ
ま
で
」
を
「
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
二
ま
で
」
に
、
「
同
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
」
を
「
同
号
イ
か
ら
二
ま
で
」
に
改

め
、
同
条
第
四
項
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
、
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
」
を
「
第

一
項
第
一
号
イ
か
ら
二
ま
で
」
に
、
「
同
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
」
を
「
同
号
イ
か
ら
二
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
」
を
「
第
一
項
第
一
号
イ
か

ら
二
ま
で
」
に
、
「
同
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
」
を
「
同
号
イ
か
ら
二
ま
で
」
に
改
め
る
。

　
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
七
万
二
千

三
百
円
」
を
「
八
万
百
円
」
に
、
「
三
十
六
万
千
五
百
円
」
を
「
二
十
六
万
七
千
円
」
に
、
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万

四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号
及
び
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百

円
」
に
改
め
る
。
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第
十
六
条
第
一
項
中
「
）
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
（
」
を
削
り
、
「
総
称
す
る
」
を
「
い
う
」
に
、
「
特
定
療

　
養
費
負
担
額
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
負
担
額
」
に
、
「
特
定
療
養
費
の
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
の
」
に
、
「
第

　
三
十
一
条
の
三
第
四
項
」
を
「
第
三
十
一
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
一
条
の
二
第
五
項
」
に
改
め
、

　
同
項
第
｝
号
イ
中
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
七
万
二
千
三
百
円
」
を
「
八

　
万
百
円
」
に
、
「
三
十
六
万
千
五
百
円
」
を
「
二
十
六
万
七
千
円
」
に
、
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」
に

　
改
め
、
同
項
第
二
号
口
中
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
特
定
承
認
保

　
険
医
療
機
関
」
を
削
ゆ
、
「
特
定
療
養
費
負
担
額
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
及
び

　
第
六
項
中
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
る
。

　
　
第
十
七
条
の
表
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四
十
二
条
第
一
項
の
項
中
「
又
は
支
給
し
た
特
定
療
養
費
」
を
「
、
支

　
給
し
た
入
院
時
生
活
療
養
費
の
額
又
は
支
給
し
た
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
十
八
条
第
三
号
並
び
に
第
三
十
四
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
並
び
に
第
三
十
一
条
の
三
第
九
項
及
び
第
十
項
」

　
を
「
、
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
七
項
及
び
第
三
十
一
条
の
三
第
六
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
三
十
五
条
第
二
項
中
「
第
七
条
」
の
下
に
「
、
第
七
条
の
三
」
を
加
え
る
。

　
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

　
　
第
十
九
条
第
一
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
八
条
の
二
中
「
第
八
十
六
条
第
十
二
項
及
び
第
十
三
項
、
第
百
十
条
第
七
項
並
び
に
」
を
「
第
八
十
五
条

　
の
二
第
五
項
、
第
八
十
六
条
第
四
項
、
第
百
十
条
第
七
項
及
び
」
に
、
「
第
六
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
三
条
第

　
二
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
」
に
改
め
、
「
第
七
十
六
条
第
二
項
（
」
の
下
に
「
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
を
、
「
定
め
よ

　
う
と
」
と
」
の
下
に
「
、
「
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
十
三
条
第
二
項
第
三
号
の
定
め
の
う
ち
高
度
の
医
療
技
術
に
係
る

　
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
す
る
。
」
と
」
を
加
え
る
。

　
　
第
二
十
八
条
の
三
第
二
項
の
表
第
四
十
五
条
第
八
項
の
項
中
「
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
を
「
第
五
十
二
条
第

　
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
五
条
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
表
中
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の

　
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
第
四
十
五
条
の
二
第
四
　
第
四
十
一
条
第
二
項
　
　
　
　
第
五
十
二
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四

　
　
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
一
条
第
二
項

　
　
第
二
十
八
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
　
（
入
院
時
生
活
療
養
費
に
関
す
る
読
替
え
）

　
第
二
十
八
条
の
三
の
二
　
法
第
五
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
健
康
保
険
法
第
六
十
四
条
の
規
定
を
準
用
す

　
　
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
中
「
健
康
保
険
の
診
療
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
健
康
保
険
の
診
療
」
と
、
「
医
師
若
し

　
　
く
は
歯
科
医
師
又
は
保
険
薬
局
に
お
い
て
健
康
保
険
の
調
剤
に
従
事
す
る
薬
剤
師
」
と
あ
り
、
及
び
「
医
師
若
し

　
　
く
は
歯
科
医
師
（
以
下
「
保
険
医
」
と
総
称
す
る
．
）
又
は
薬
剤
師
（
以
下
「
保
険
薬
剤
師
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る

　
　
の
は
「
医
師
又
は
歯
科
医
師
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
2
　
法
第
五
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

　
　
げ
る
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の

　
　
と
す
る
。

第
三
十
六
条
第
三
項

第
一
項
の
給
付

入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局

保
険
医
療
機
関

第
三
十
六
条
第
四
項

第
一
項
の
給
付

入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養

第
四
十
条
第
一
項

保
険
医
療
機
関
若
し
く
は
保
険
薬
局
（
以
下
「
保
険
医
療
機
関
等
」
と
い
う
。
）

保
険
医
療
機
関

保
険
医
若
し
く
は
保
険
薬
剤
師

保
険
医

保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師

保
険
医

療
養
の
給
付

入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養

診
療
若
し
く
は
調
剤

診
療

第
四
十
一
条
第
一
項

保
険
医
療
機
関
等

保
険
医
療
機
関

療
養
の
給
付

入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養

保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師

保
険
医

診
療
又
は
調
剤

診
療

第
四
十
一
条
第
二
項

診
療
又
は
調
剤

診
療

第
四
十
五
条
第
三
項

保
険
医
療
機
関
等

保
険
医
療
機
関

入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額

前
項

第
五
十
二
条
の
二
第
二
項

第
四
十
五
条
第
四
項

保
険
医
療
機
関
等

保
険
医
療
機
関
　
　
　
　
　
　
　
　
、

療
養
の
給
付

入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養

第
二
項
に
規
定
す
る
額
の
算
定
方
法
及
び
前
項
の
定
め

前
項
の
定
め
及
び
第
五
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
額
の
算
定
方
法

第
四
十
五
条
第
八
項

前
各
項

第
五
十
二
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
五
条
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
第
五
十
二
条
の
二
第
二
項

保
険
医
療
機
関
等

保
険
医
療
機
関

療
養
の
給
付

入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養

療
養
の
給
付

入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養

保
険
医
療
機
関
等

保
険
医
療
機
関

保
険
医
、
保
険
薬
剤
師

保
険
医

第
四
十
一
条
第
二
項

第
五
十
二
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
一
条
第
二
項

保
険
医
療
機
関
等

保
険
医
療
機
関

療
養
の
給
付

入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養

保
険
医
若
し
く
は
保
険
薬
剤
師

保
険
医

診
療
若
し
く
は
調
剤

診
療

第
五
十
二
条
第
三
項

食
事
療
養
を

生
活
療
養
を

食
事
療
養
に

生
活
療
養
に

入
院
時
食
事
療
養
費

入
院
時
生
活
療
養
費

第
五
十
二
条
第
四
項

入
院
時
食
事
療
養
費

入
院
時
生
活
療
養
費

第
五
十
二
条
第
五
項

食
事
療
養

生
活
療
養
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第
二
十
八
条
の
四
の
見
出
し
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二

項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
五
十
三
条
第
七
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項

と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
五
十
三
条
第
七
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、

同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項

第
一
項
の
給
付

保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
評
価
療
養
又
は
選
定
療
養

第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十
一
条
第
一
項

療
養
の
給
付

保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
評
価
療
養
又
は
選
定
療
養

第
四
十
五
条
第
三
項

保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
評
価
療
養
又
は
選
定
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額

前
項

第
五
十
三
条
第
二
項

第
四
十
五
条
第
四
項

療
養
の
給
付

保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
評
価
療
養
又
は
選
走
療
養

第
二
項
に
規
定
す
る
額
の
算
定
方
法
及
び
前
項
の
定
め

前
項
の
定
め
及
び
第
五
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
額
の
算
定
方
法

第
四
十
五
条
第
八
項

前
各
項

第
五
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
五
条
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
第
五
十
三
条
第
二
項

療
養
の
給
付

保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
評
価
療
養
又
は
選
定
療
養

療
養
の
給
付

保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
評
価
療
養
又
は
選
定
療
養

第
四
十
一
条
第
二
項

第
五
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
一
条
第
二
項

療
養
の
給
付

保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
評
価
療
養
又
は
選
定
療
養

第
五
十
二
条
第
三
項

食
事
療
養
を

評
価
療
養
又
は
選
定
療
養
を

食
事
療
養
に

評
価
療
養
又
は
選
定
療
養
に

入
院
時
食
事
療
養
費

保
険
外
併
用
療
養
費

第
五
士
一
条
策
四
項

入
院
時
食
事
療
養
費

保
険
外
併
用
療
養
費

第
五
十
二
条
第
五
項

食
事
療
養

評
価
療
養
又
は
選
定
療
養

　
第
二
十
八
条
の
五
第
二
項
の
表
第
四
十
五
条
第
八
項
の
項
中
「
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
を
「
第
五
十
四
条
の

二
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
五
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
中
「
「
保
険
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
保
険
医
療
機
関
若
し
く
は
特
定
承
認
保
険
医
療

機
関
」
と
、
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
第
三
項

第
一
項
の
給
付

特
別
療
養
費
に
係
る
療
養

被
保
険
者
証

被
保
険
者
資
格
証
明
書

第
三
十
六
条
第
四
項

第
一
項
の
給
付

特
別
療
養
費
に
係
る
療
養
・

第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十
一
条
第
一
項

療
養
の
給
付

特
別
療
養
費
に
係
る
療
養

第
四
十
五
条
第
三
項

特
別
療
養
費
に
係
る
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額

前
項

第
五
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
五
十
三
条
第
二
項

療
養
の
給
付

特
別
療
養
費
に
係
る
療
養

第
四
十
一
条
第
二
項

第
五
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
一
条
第
二
項

療
養
の
給
付

特
別
療
養
費
に
係
る
療
養

第
五
十
二
条
第
五
項

食
事
療
養

特
別
療
養
費
に
係
る
療
養

被
保
険
者
証

被
保
険
者
資
格
証
明
書

第
五
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項

訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給

特
別
療
養
費
の
支
給

　
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
、
特
定
療
養
費
」
を
「
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
、
「
（
法
第
三
十
六
条

第
二
項
」
を
「
（
法
第
三
十
六
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
「
食
事
療
養
」
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
及
び
同
項
第
二
号

に
規
定
す
る
生
活
療
養
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
生
活
療
養
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
イ
か
ら
ル
ま
で
」
を

「
イ
か
ら
ヌ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
ホ
」
を
「
ハ
」
に
、
「
ヌ
」
を
「
リ
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
特
定
療
養

費
の
」
を
「
当
該
療
養
が
法
第
三
十
六
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
評
価
療
養
又
は
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
選

定
療
養
を
含
む
場
合
に
お
け
る
一
部
負
担
金
の
額
に
保
険
外
併
用
療
養
費
の
］
に
改
め
、
「
及
び
ホ
」
を
削
り
、
「
特
定

療
養
費
と
し
て
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
と
し
て
」
に
、
「
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
ヌ
」
を
「
）
を
加
え
た
額
と
、

リ
」
に
改
め
、
同
号
二
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
号
ホ
を
削
り
、
同
号
へ
中
「
ト
」

を
「
へ
」
に
改
め
、
同
号
へ
を
同
号
ホ
と
し
、
．
同
号
ト
を
同
号
へ
と
し
、
同
号
チ
中
「
リ
」
を
「
チ
」
に
、
「
ヌ
」
を

「
リ
」
に
改
め
、
同
号
チ
を
同
号
ト
と
し
、
同
号
リ
を
同
号
チ
と
し
、
同
号
ヌ
中
「
ル
」
を
「
ヌ
」
に
改
め
、
同
号

ヌ
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
ル
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
前
号
イ
か
ら
ル
ま
で
」
を
「
前
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
前
項
第
一
号
イ
か
ら
ル
ま
で
」
を
「
前
項
第
一
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ル
ま
で
」
を
「
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
」
に
、
「
同
号
イ
か
ら
ル
ま

で
」
を
「
同
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
第

一
項
第
一
号
イ
か
ら
ル
ま
で
」
を
「
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
」
に
、
「
同
号
イ
か
ら
ル
ま
で
」
を
「
同
号
イ
か

ら
ヌ
ま
で
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
七
万
二
千
三
百
円
」
を
「
八
万
百
円
」
に
、
「
二
十
四
万
千
円
」
を
「
二
十

六
万
七
千
円
」
に
、
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
六
百
七
十
万
円
」
を
「
六

百
万
円
」
に
、
「
十
三
万
九
千
八
百
円
」
を
「
十
五
万
円
」
に
、
「
四
十
六
万
六
千
円
」
を
「
五
十
万
円
」
に
、
「
七
万
七

千
七
百
円
」
を
「
八
万
三
千
四
百
円
｝
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
．
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
七
万
二
千
三
百
円
」
を
「
八
万
百
円
」
に
、
「
三
十
六
万
千
五
百
円
」
・
を
「
二
十
六
万
七
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千
円
」
に
、
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
二
号
中
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四

万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
・
同
条
第
五
項
第
｝
号
中
「
七
万
二
千
三
百
円
」
を
「
八
万
百
円
」
に
、
「
前
条
第
一
項
第

一
号
イ
か
ら
ル
ま
で
」
を
「
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
」
に
、
「
二
十
四
万
千
円
」
を
「
二
十
六
万
七
千
円
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
コ
万
円
」
を
「
次

の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

　
　
一
　
次
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
一
万
円

　
二
　
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
前
条
第
五
項
に
規
定
す
る

　
　
療
養
を
受
け
た
者
及
び
同
項
に
規
定
す
る
療
養
の
う
ち
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第
六
項
第
二
号
に
規

　
　
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
に
係
る
療
養
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
　
二
万
円

　
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
中
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
保
険
医
療
機
関
等
」

と
い
う
」
を
「
（
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
」
に
、
「
特
定
療
養
費
負
担
額
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
負
担
額
」
に
、
「
特
定
療
養
費
の
」
を
「
保
険
外

併
用
療
養
費
の
」
に
改
め
、
「
第
五
十
三
条
第
三
項
」
の
下
に
「
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
第
三
項
」
を
加

え
、
「
当
該
保
険
医
療
機
関
等
」
を
「
当
該
保
険
医
療
機
関
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四

万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
口
中
「
七
万
二
千
三
百
円
」
を
「
八
万
百
円
」
に
、
「
三
十
六
万
千
五
百
円
」
を
「
二

十
六
万
七
千
円
」
に
、
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
保
険
医
療
機
関
等
」

を
「
保
険
医
療
機
関
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

　
「
が
保
険
医
療
機
関
若
し
く
は
」
の
下
に
「
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
」
を
加
え
、
「
若

し
く
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
「
に
つ
い
て
原
爆
一
般
疾
病
医
療
費
」
を
「
（
健
康
保
険
法
第
八
十
八
条

第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
原
爆
一
般
疾
病
医

療
費
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
「
第
五
十
三
条
第
三
項
」
の
下
に
「
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
五
十
二
条
第
三
項
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削

る
。

　
第
二
十
九
条
の
七
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に

改
め
る
。

　
第
四
十
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
五
十
三
条
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
」
を
「
第
五
十
二
条
の
二
第
三
項
、

第
五
十
三
条
第
三
項
及
び
」
に
改
め
る
。

　
附
則
第
三
条
の
見
出
し
中
「
市
町
村
」
を
「
平
成
十
八
年
度
に
お
け
る
市
町
村
」
に
改
め
、
同
条
中
「
か
ら
平
成

　
二
十
一
年
度
ま
で
の
各
年
度
」
を
削
り
、
「
同
項
第
一
号
イ
中
」
の
下
に
「
「
、
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療

養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
と
あ
る
の
は
「
、
健
康
保
険
法
等
の
｝
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

八
十
三
号
）
第
十
｝
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
（
以
下
「
平
成
十
八
年
改
正
前
国
保
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
二

条
の
規
定
に
よ
る
入
院
時
食
事
療
養
費
、
平
成
十
八
年
改
正
前
国
保
法
第
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
療
養
費
」

と
、
」
を
加
え
、
「
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
国
保
法
」
に
改
め
、
「
相
当
す
る
額
」
と
」
の
下
に
「
、
「
に
係
る
入
院

時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
平
成
十
八
年
改
正
前
国
保

法
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
入
院
時
食
事
療
養
費
、
平
成
十
八
年
改
正
前
国
保
法
第
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
特

定
療
養
費
」
と
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
．

　
　
（
平
成
十
九
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
市
町
村
の
保
険
料
の
基
礎
賦
課
額
に
関
す
る

　
　
基
準
の
特
例
）

第
三
条
の
二
　
平
成
十
九
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
第
二
十
九
条
の
七
第
二
項
の
規
定

　
　
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
保
健
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
保
健
事
業
に
要
す

　
　
る
費
用
の
額
、
法
附
則
第
十
六
項
第
一
号
に
掲
げ
る
交
付
金
を
交
付
す
る
事
業
に
係
る
法
附
則
第
十
七
項
の
規
定

　
　
に
よ
る
拠
出
金
に
相
当
す
る
額
及
び
法
附
則
第
十
六
項
第
二
号
に
掲
げ
る
交
付
金
を
交
付
す
る
事
業
に
係
る
法
附

　
　
則
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
」
と
、
同
号
口
中
「
そ
の
他
」
と
あ
る
の
は

　
　
「
、
法
附
則
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
そ
の
他
」
と
す
る
。

　
（
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
及
び
被
用
者
保
険
等
保
険
者
拠
出
金
等
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
及
び
被
用
者
保
険
等
保
険
者
拠
出
金
等
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三

　
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
、
特
定
療
養
費
」
を
「
及
び
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支

給
に
要
し
た
費
用
の
額
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
の
表
入
院
時
食
事
療
養
費
の
支
給
に
要
し

た
費
用
の
額
の
項
中
「
入
院
時
食
事
療
養
費
」
の
下
に
「
及
び
入
院
時
生
活
療
養
費
」
を
加
え
、
「
額
及
び
」
を
「
額

と
」
に
、
「
の
合
算
額
」
を
「
と
の
合
算
額
」
に
改
め
、
同
表
特
定
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
項
中
「
特

定
療
養
費
の
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
の
」
に
改
め
、
「
（
食
事
療
養
」
及
び
「
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活

療
養
」
を
加
え
、
「
調
整
前
特
定
療
養
費
額
」
を
「
調
整
前
保
険
外
併
用
療
養
費
額
」
に
改
め
、
「
と
食
事
療
養
」
の
下

に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
調
整
特
定
療
養
費
額
」
を
「
調
整
保
険
外
併
用
療
養
費
額
」
に
、
O
及
び
」
を
「
）
、
」

に
、
「
定
め
る
費
用
」
を
「
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
」
に
、
「
合
算
額
の
合
算
額
」
を
「
合
算
額
並
び
に

当
該
生
活
療
養
に
係
る
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
う
ち
負
担
軽
減
措
置
の
対
象
と
な
る
被

保
険
者
に
係
る
費
用
の
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
に
負
担
軽
減
措
置

が
講
ぜ
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
当
該
生
活
療
養
に
係
る
保
険
外
併

用
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
を

控
除
し
て
得
た
額
と
の
合
算
額
の
合
算
額
」
に
改
め
、
同
表
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
及
び
特
別
療
養
費
の
支
給

に
要
し
た
費
用
の
額
の
項
中
「
（
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
並
び
に
当
該
食
事
療
養
」
を

「、

槙
Y
食
事
療
養
」
に
、
「
費
用
の
額
の
合
算
額
」
を
「
費
用
の
額
並
び
に
当
該
生
活
療
養
に
係
る
療
養
費
及
び
特

別
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
合
算
額
」
に
改
め
、
同
表
高
額
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
項

中
．
「
調
整
特
定
療
養
費
額
」
を
「
調
整
保
険
外
併
用
療
養
費
額
」
に
改
め
る
。

　
第
二
条
の
二
第
四
項
第
三
号
イ
中
「
附
則
第
十
四
項
」
を
「
附
則
第
五
条
」
に
改
め
、
◎
を
の
と
し
、
㈲
を
㈲
と

し
、
㈱
を
㈲
と
し
、
同
号
イ
㈹
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
号
イ
㈹
を
同
号
イ
㈱

と
し
、
同
号
イ
⑭
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
㈹
　
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額

　
第
二
条
の
二
第
四
項
第
三
号
ロ
中
㈲
を
⑤
と
し
、
㈲
を
㈲
と
し
、
同
号
ロ
③
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併

用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
号
ロ
㈹
を
同
号
ロ
㈲
と
し
、
同
号
ロ
③
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
③
　
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額

　
第
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
、
第
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ロ
ω
及
び
第
四
条
の
五
第
一
項
第
一
号
中
「
特
定
療
養

費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の

額
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用

療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
附
則
第
一
項
を
附
則
第
一
条
と
し
、
附
則
第
二
項
か
ら
第
九
項
ま
で
を
削
る
。

　
附
則
第
十
項
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
項
を
附
則
第
二
条
第
一
項
と
し
、
附
則
第
十
一
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、

同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
平
成
十
七
年
度
の
補
助
金
の
特
例
等
）
」
を
付
す
る
。

　
附
則
第
十
二
項
を
附
則
第
三
条
と
し
、
附
則
第
十
三
項
を
附
則
第
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

　
　
（
保
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
交
付
金
及
び
高
額
医
療
費
共
同
事
業
交
付
金
の
額
）

第
五
条
　
法
附
則
第
十
六
項
第
一
号
に
掲
げ
る
交
付
金
（
以
下
「
保
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
交
付
金
」
と
い
う
。
）

　
及
び
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
交
付
金
（
以
下
「
高
額
涯
療
費
共
同
事
業
交
付
金
」
と
い
う
。
）
は
、
毎
年
度
国
民
健

　
康
保
険
団
体
連
合
会
（
以
下
「
連
合
会
」
と
い
う
。
）
が
当
該
連
合
会
の
会
員
で
あ
る
市
町
村
（
以
下
「
会
員
市
町

　
村
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
交
付
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
前
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
十
二
月
三

　
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
会
員
市
町
村
の
一
般
被
保
険
者
（
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
受
け
る

　
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
．
）
に
係
る
療
養
の
給
付
に
要
し
た
費
用
の
額
、
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入

　
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
若
し
く
は
特
別
療
養
費
の
支
給
に
つ
い

　
て
の
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
又
は
移
送
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
ハ
当
該
療
養
に
つ
き
他
の
法
令

　
の
規
定
に
よ
り
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
負
担
に
お
い
て
医
療
に
関
す
る
給
付
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
給
付

　
額
を
控
除
し
た
額
）
の
う
ち
、
保
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
交
付
金
に
つ
い
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る
額
、
高
額
医

　
療
費
共
同
事
業
交
付
金
に
つ
い
て
は
第
二
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

　
　
一
　
当
該
会
員
市
町
村
の
一
般
被
保
険
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
に
つ
い
て
受
け
た
療
養
に
係
る

　
　
費
用
の
額
が
三
十
万
円
を
超
え
る
も
の
の
八
万
円
を
超
え
八
十
万
円
ま
で
の
部
分
の
額
の
合
算
額
の
百
分
の
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
。
）

十
九
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
保
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
基
準
拠
出
対
象
額
」

費
用
の
額
が
八
十
万
円
を
超
え
る
も
の
の
当
該
超
え
る
部
分
の
額
の
合
算
額
の
百
分
の
五
十
九
に
相
当
す
る
額

　
と
し
て
算
定
し
た
額
（
以
下
「
高
額
医
療
費
共
同
事
業
基
準
拠
出
対
象
額
」
と
い
う
。
）

二
　
当
該
会
員
市
町
村
の
一
般
被
保
険
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
に
つ
い
て
受
け
た
療
養
に
係
る
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（
保
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
及
び
高
額
医
療
費
共
同
事
業
に
係
る
拠
出
金
）

第
六
条
　
法
附
則
第
十
七
項
の
拠
出
金
は
、
保
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
拠
出
金
、
高
額
医
療
費
共
同
事
業
拠
出
金
、

　
保
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
事
務
費
拠
出
金
及
び
高
額
医
療
費
共
同
事
業
事
務
費
拠
出
金
と
し
、
連
合
会
は
毎
年

　
度
会
員
市
町
村
か
ら
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
（
保
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
拠
出
金
及
び
高
額
医
療
費
共
同
事
業
拠
出
金
）

第
七
条
　
前
条
の
保
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
拠
出
金
及
び
高
額
医
療
費
共
同
事
業
拠
出
金
の
額
は
、
当
該
会
員
市

　
町
村
の
標
準
保
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
拠
出
金
及
び
標
準
高
額
医
療
費
共
同
事
業
拠
出
金
の
額
を
基
準
と
し

　
　
て
、
連
合
会
が
定
め
る
。

第
八
条
　
前
条
の
標
準
保
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
拠
出
金
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。

　
　
一
　
当
該
年
度
に
お
け
る
会
員
市
町
村
の
保
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
基
準
拠
出
対
象
額
の
合
計
額
の
二
分
の
一

　
　
　
に
、
各
会
員
市
町
村
の
前
々
年
度
及
び
そ
の
直
前
の
二
箇
年
度
の
一
般
被
保
険
者
に
係
る
保
険
財
政
共
同
安
定

　
　
化
事
業
基
準
拠
出
対
象
額
を
合
算
し
た
額
を
会
員
市
町
村
の
前
々
年
度
及
び
そ
の
直
前
の
二
箇
年
度
の
一
般
被

　
　
保
険
者
に
係
る
保
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
基
準
拠
出
対
象
額
を
合
算
し
た
額
の
合
計
額
で
除
し
て
得
た
率
を

　
　
　
乗
じ
て
得
た
額

　
　
二
　
当
該
年
度
に
お
け
る
会
員
市
町
村
の
保
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
基
準
拠
出
対
象
額
の
合
計
額
の
二
分
の
一

　
　
　
に
、
前
々
年
度
の
各
会
員
市
町
村
の
一
般
被
保
険
者
の
数
を
前
々
年
度
の
会
員
市
町
村
の
一
般
被
保
険
者
の
数

　
　
　
の
合
計
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額

2
　
前
条
の
標
準
高
額
医
療
費
共
同
事
業
拠
出
金
の
額
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
会
員
市
町
村
の
高
額
医
療
費
共
同

　
　
事
業
基
準
拠
出
対
象
額
の
合
計
額
に
、
各
会
員
市
町
村
の
前
々
年
度
及
び
そ
の
直
前
の
二
箇
年
度
の
一
般
被
保
険

　
　
者
に
係
る
高
額
医
療
費
共
同
事
業
基
準
拠
出
対
象
額
を
合
算
し
た
額
を
会
員
市
町
村
の
前
々
年
度
及
び
そ
の
直
前

　
　
の
二
箇
年
度
の
一
般
被
保
険
者
に
係
る
高
額
医
療
費
共
同
事
業
基
準
拠
出
対
象
額
を
合
算
し
た
額
の
合
計
額
で
除

　
　
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
．

　
　
（
保
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
事
務
費
拠
出
金
及
び
高
額
医
療
費
共
同
事
業
事
務
費
拠
出
金
）

第
九
条
　
附
則
第
六
条
の
保
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
事
務
費
拠
出
金
の
額
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
連
合
会
の
保

　
　
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
交
付
金
を
交
付
す
る
事
業
（
附
則
第
十
一
条
に
お
い
て
「
保
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
」

　
　
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
に
前
々
年
度
の
各
会
員
市
町
村
の
一
般
被
保
険
者
の

　
　
数
を
前
々
年
度
の
会
員
市
町
村
の
一
般
被
保
険
者
の
数
の
合
計
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
基
準
と
し

　
　
て
、
連
合
会
が
定
め
る
。

　
2
　
附
則
第
六
条
の
高
額
医
療
費
共
同
事
業
事
務
費
拠
出
金
の
額
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
連
合
会
の
高
額
医
療
費

　
　
共
同
事
業
交
付
金
を
交
付
す
る
事
業
（
附
則
第
十
一
条
に
お
い
て
「
高
額
医
療
費
共
同
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す

　
　
る
事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
に
前
々
年
度
の
各
会
員
市
町
村
の
一
般
被
保
険
者
の
数
を
前
々
年
度
の

　
　
会
員
市
町
村
の
一
般
被
保
険
者
の
数
の
合
計
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
基
準
と
し
て
、
連
合
会
が
定

　
　
め
る
。

　
　
附
則
第
十
四
項
か
ら
第
十
八
項
ま
で
を
削
る
。

　
　
附
則
第
十
九
項
中
「
標
準
高
額
医
療
費
拠
出
金
」
を
「
標
準
高
額
医
療
費
共
同
事
業
拠
出
金
」
に
改
め
、
同
項
を

　
附
則
第
十
条
と
す
る
。

　
　
附
則
第
二
十
項
中
「
附
則
第
十
四
項
か
ら
前
項
ま
で
」
を
「
附
則
第
五
条
か
ら
前
条
ま
で
」
に
、
、
「
高
額
医
療
費
共

　
同
事
業
」
を
「
保
険
財
政
共
冊
安
定
化
事
業
及
び
高
額
医
療
費
共
同
事
業
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
十
一
条
と
す

　
る
。

　
　
附
則
第
二
十
一
項
中
「
附
則
第
二
十
一
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
十
二
条
と
す
る
。

　
（
船
員
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条
　
船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
一
条
第
一
項
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
、

　
　
十
の
二
　
法
第
二
十
八
条
ノ
三
ノ
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限

　
　
第
一
条
第
一
項
第
十
一
号
中
「
第
二
十
九
条
第
八
項
及
び
第
九
項
並
び
に
」
を
「
第
二
十
八
条
ノ
八
第
四
項
、
第

　
二
十
九
条
第
四
項
及
び
」
に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
中
「
並
び
に
第
二
十
九
条
第
八
項
及
び
第
九
項
」
を
「
、
第
二

　
十
八
条
ノ
八
第
四
項
及
び
第
二
十
九
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
十
三
の
二
　
法
第
二
十
八
条
ノ
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限

　
第
一
条
第
一
項
第
二
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
二
十
の
二
　
法
第
三
十
一
条
ノ
ニ
ノ
ニ
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限

　
第
一
条
第
一
項
第
三
十
七
号
中
「
第
五
十
条
ノ
九
第
一
項
（
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
」
を

　
「
第
五
十
条
ノ
九
第
一
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
」
を
「
第
十
号
、

第
十
一
号
、
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

　
第
二
条
第
一
項
中
「
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
」
を
「
第
十
号
、
第
十
一
号
、
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

　
第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
（
付
加
給
付
）

．
第
三
条
の
二
　
法
第
二
十
七
条
ノ
四
の
規
定
に
基
づ
き
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
給
付
す
る
保
険
給
付
と
し

　
て
、
法
第
五
十
条
ノ
九
の
規
定
に
よ
る
葬
祭
料
の
支
給
（
職
務
外
の
事
由
に
よ
り
死
亡
し
た
場
合
に
限
る
。
）
に
併

　
せ
て
葬
祭
料
付
加
金
を
支
給
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

　
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
　
一
　
遺
族
に
支
給
す
る
場
合
　
イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
口
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額

　
　
イ
　
被
保
険
者
の
資
格
喪
失
当
時
の
標
準
報
酬
月
額
の
二
月
分
に
相
当
す
る
額

　
　
　
ロ
　
第
二
十
五
条
に
定
め
る
額

　
　
二
　
遺
族
以
外
の
者
に
支
給
す
る
場
合
　
イ
に
掲
げ
る
額
が
ら
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
零
を

　
　
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）

　
　
イ
　
被
保
険
者
の
資
格
喪
失
当
時
の
標
準
報
酬
月
額
の
二
月
分
に
相
当
す
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
葬
祭

　
　
　
に
要
し
た
費
用
に
相
当
す
る
額
■

　
　
　
ロ
」
第
二
十
五
条
に
定
め
る
額

2
　
法
第
二
十
七
条
ノ
四
の
規
定
に
基
づ
き
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
給
付
す
る
保
険
給
付
と
し
て
、
法
第
五

　
十
条
ノ
十
の
規
定
に
よ
る
家
族
葬
祭
料
の
支
給
に
併
せ
て
家
族
葬
祭
料
付
加
金
を
支
給
す
る
こ
と
と
し
、
・
そ
の
額

　
　
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
績
と
す
る
。

　
　
一
　
当
該
被
扶
養
者
が
死
亡
し
た
当
時
の
当
該
被
保
険
者
の
標
準
報
酬
月
額
の
二
月
分
に
相
当
す
る
額
の
百
分
の

　
　
　
七
十
に
相
当
す
る
額

　
　
二
　
第
二
十
六
条
に
定
め
る
額

　
　
第
四
条
の
見
出
し
中
「
百
分
の
二
十
」
を
「
百
分
の
三
十
」
に
改
め
る
。

　
　
第
五
条
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
八
条
の
見
出
し
中
「
百
分
の
八
十
」
を
「
百
分
の
七
十
」
甲
に
改
め
る
．

　
　
第
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
特
定
療
養
費
」
を
「
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
、
「
（
法
第
二
十
八
条
第
二
項
」

を
「
（
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
「
食
事
療
養
」
と
い
う
。
ご
の
下
に
「
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る

生
活
療
養
‘
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
生
活
療
養
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
イ
か
ら
へ

ま
で
」
に
改
め
、
ロ
を
削
り
、
同
号
ハ
中
「
第
二
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る

評
価
療
養
又
は
同
項
第
四
号
」
に
、
「
特
定
療
養
費
算
定
額
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
算
定
額
」
に
、
「
特
定
療
養
費

．
と
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
と
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
号
二
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
ホ
を
同
号

　
二
と
し
、
同
号
へ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ト
を
同
号
へ
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
前
号
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
前
号

、
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
［
号
中
「
前
項
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
前
項
第
一
号
イ
か
ら
へ

　
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
、
「
同

号
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
同
号
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
、
生
活
療
養
」

　
を
加
え
、
「
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
、
「
同
号
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を

　
「
同
号
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
第
一
項

　
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
、
ら
同
号
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
同
号
イ
か
ら
へ

　
ま
で
」
に
改
め
る
。

　
　
第
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
七
万
二
千
三
百
円
」
を
「
八
万
百
円
」
に
、
「
二
十
四
万
千
円
」
を
「
二
十
六
万
七
千

　
円
」
に
、
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」
・
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
五
十
六
万
円
」
を
「
五
十
三
万
円
」

　
に
、
「
十
三
万
九
千
八
百
円
」
を
「
十
五
万
円
」
に
、
「
四
十
六
万
六
千
円
」
を
「
五
十
万
円
」
に
、
「
七
万
七
千
七
百
円
」

　
を
「
八
万
三
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、

　
同
項
第
二
号
中
「
七
万
二
千
三
百
円
」
を
「
八
万
百
円
」
に
、
「
三
十
六
万
千
五
百
円
」
を
「
二
十
六
万
七
千
円
」
に
、
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「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四

　
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
一
号
中
「
七
万
二
千
三
百
円
」
を
「
八
万
百
円
」
に
、
「
前
条
第
一
項
第
噌
号
イ
か

　
ら
ト
ま
で
」
を
「
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
、
「
二
十
四
万
千
円
」
を
「
二
十
六
万
七
千
円
」
に
改
め
、

　
同
項
第
二
号
中
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
二
万
円
」
を
「
次
の
各
号

　
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

　
　
一
　
次
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
一
万
円

　
　
二
　
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
前
条
第
六
項
に
規
定
す
る

　
　
　
療
養
を
受
け
た
者
及
び
同
項
に
規
定
す
る
療
養
の
う
ち
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第
六
項
第
．
二
号
に
規

　
　
　
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
に
係
る
療
養
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
　
二
万
円

　
　
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
七
万
二
千
三

　
百
円
」
を
「
八
万
百
円
」
に
、
「
三
十
六
万
千
五
百
円
」
を
「
二
十
六
万
七
千
円
」
に
、
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四

　
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
口
中
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
特

　
定
療
養
費
又
は
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
又
は
」
に
、
「
特
定
療
養
費
負
担
額
」
を
「
保
．
険
外
併
用
療
養
費
負
担
額
」

　
に
、
「
特
定
療
養
費
の
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
の
」
に
改
め
、
「
第
二
十
九
条
第
四
項
」
の
下
に
「
に
お
い
て
準
用

　
す
る
法
第
二
十
八
条
ノ
七
第
四
項
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改

　
め
、
同
条
第
八
項
及
び
第
九
項
中
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
る
。

　
　
第
十
二
条
中
「
三
十
万
円
」
を
「
三
十
五
万
円
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
五
条
の
見
出
し
中
「
最
低
保
障
額
」
を
「
額
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
五
十
条
ノ
九
第
一
項
」
を
「
第
五

　
十
条
ノ
九
第
二
項
第
二
号
」
に
、
「
十
万
円
」
を
「
五
万
円
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
六
条
の
見
出
し
中
「
最
低
保
障
額
」
を
「
額
」
に
改
め
、
同
条
中
「
十
万
円
」
を
「
五
万
円
」
に
改
め
る
。

　
（
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条
　
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
三
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
並
び
に
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
の
承
認
」
を
削
る
。

　
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
一
条
の
三
の
二
の
見
出
し
中
「
百
分
の
二
十
」
を
「
百
分
の
三
十
」
に
改
め
る
。

　
　
第
十
一
条
の
三
の
三
の
見
出
し
中
「
百
分
の
八
十
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
改
め
る
。

　
　
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
特
定
療
養
費
」
を
「
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
、
「
（
法
第
五

　
十
四
条
第
二
項
」
を
「
（
法
第
五
十
四
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
「
）
及
び
」
の
下
に
「
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る

　
生
活
療
養
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
一
条
の
三
の
六
ま
で
に
お
い
て
「
生
活
療
養
」
と
い
う
。
）
並
び
に
」
を
加
え
、
「
イ

　
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
規
定
す
る
一
部
負
担
金
」
の
下
に
「
（
法
第
五
十
五
条

　
の
二
第
一
項
第
一
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
ご
を
加
え
、
「
ハ
に
規
定
す
る
」

　
を
「
口
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
号
ロ
を
削
り
、
同
号
ハ
中
「
第
五
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
四
条
第
二
項

　
第
三
号
に
規
定
す
る
評
価
療
養
又
は
同
項
第
四
号
」
に
改
め
、
コ
部
負
担
金
」
の
下
に
「
（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

　
項
第
｝
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
）
」
を
加
え
、
「
第
五
十
五
条
の
三
第
二
項
第

　
一
号
」
を
「
第
五
十
五
条
の
五
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
「
費
用
の
額
」
の
下
に
「
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
療
養
に

　
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
現
に
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
）
」
を
加
え
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険

　
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
号
二
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
ホ
中
「
ト
及
び
」
を
「
へ
及

　
び
」
に
改
め
、
同
号
ホ
を
同
号
二
と
し
、
同
号
へ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ト
中
「
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第

　
五
十
七
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
ト
を
同
号
へ
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
前
号
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
前
号

　
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
前
項
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
前
項
第
一
号
イ
か
ら
へ

　
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
、
「
同

　
号
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
同
号
イ
が
ら
へ
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
食
事
療
養
及
び
」
の
下
に
「
生
活
療

　
養
並
び
に
」
を
加
え
、
「
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
」
・
に
、
「
同
号
イ
か
ら

　
ト
ま
で
」
を
「
同
号
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
改
め
酒
同
条
第
六
項
中
層
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加

　
え
、
「
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ぶ
ま
で
」
を
「
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
、
「
同
号
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
同

　
号
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
改
め
る
。

　
　
第
十
一
条
の
三
の
五
第
一
項
第
一
号
中
「
七
万
二
千
三
百
円
」
を
「
八
万
百
円
」
に
改
め
、
「
食
事
療
養
」
の
下
に

　
　
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
二
十
四
万
千
円
」
を
「
二
十
六
万
七
千
円
」
に
、
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四

　
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
五
十
六
万
円
」
を
「
五
十

三
万
円
」
に
、
「
十
三
万
九
千
八
百
円
」
を
「
十
五
万
円
」
に
試
四
十
六
万
六
千
円
」
を
「
五
十
万
円
」
に
、
「
七
万
七

千
七
百
円
」
を
「
八
万
三
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加

え
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
四
万
二
百
冊
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
七
万
二
千
三

百
円
」
を
「
八
万
百
円
」
に
改
め
「
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
三
十
六
万
千
五
百
円
」
を

「
二
十
六
万
七
千
円
」
に
、
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
食

事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
一
号
中
「
七
万
二
千
三
百
円
」
を
「
八
万
百
円
」
に
、
「
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま

で
」
を
「
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
い
に
、
「
二
十
四
万
千
円
」
を
「
二
十
六
万
七
千
円
」
に
改
め
、
同
項

第
二
号
中
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
コ
万
円
」
を
「
次
の
各
号
に
掲

げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

　
一
　
次
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
一
万
円

　
二
　
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
前
条
第
六
項
に
規
定
す
る

　
　
療
養
を
受
け
た
者
及
び
同
項
に
規
定
す
る
療
養
の
う
ち
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第
六
項
第
二
号
に
規

　
　
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
に
係
る
療
養
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
　
二
万
円

　
第
十
一
条
の
三
の
六
第
一
項
中
「
特
定
療
養
費
負
担
額
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
負
担
額
」
に
、
「
特
定
療
養
費

の
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
の
」
に
、
「
第
五
十
五
条
の
三
第
三
項
又
は
第
四
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
五
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
五
条
の
三
第
三
項
又
は
第
四
項
」
に
改
め
、
「
係
る
療
養
（
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及

び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
七

万
二
千
三
百
円
」
を
「
八
万
百
円
」
に
、
「
三
十
六
万
千
五
百
円
」
を
「
二
十
六
万
七
千
円
」
に
、
「
四
万
二
百
円
」
を

「
四
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
同
号
口
中

「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
医
療
機
関
又

は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
「
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
医
療
機
関
」
に
改
め
、
「
規
定
す
る
、
一
部
負
担
金
」
の
下

に
「
（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
）
」
を
加
え
、

「
特
定
療
養
費
負
担
額
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保

険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
第
五
十
五
条
第
二
項
」
を
「
同

条
第
二
項
」
に
改
め
、
二
部
負
担
金
」
の
下
に
「
（
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
と
き
は
、

当
該
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
）
」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め

る
。　

第
十
一
条
の
三
の
七
の
見
出
し
を
「
（
出
産
費
及
び
家
族
出
産
費
の
額
ご
に
改
め
、
同
条
中
「
第
六
十
一
条
第
一
項

た
だ
し
書
及
び
第
三
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
六
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
」
に
、
「
三
十
万
円
」
を
「
三
十
五
万
円
」

に
改
め
る
。

　
第
十
一
条
の
三
の
八
の
見
出
し
を
「
（
埋
葬
料
及
び
家
族
埋
葬
料
の
額
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
六
十
三
条
第
一
項

た
だ
し
書
及
び
第
三
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
六
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
」
に
、
「
十
万
円
」
を
「
五
万
円
」
に
改

め
る
。

　
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
、
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
る
。

　
第
三
十
一
条
中
，
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
」
を
「
百
分
の

三
十
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

　
第
三
十
三
条
第
一
号
中
「
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
率
」

を
「
百
分
の
七
十
」
に
改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
を
削
る
。

　
第
三
十
五
条
中
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
を
「
第
十
一
条
の
三
の
七
の
規
定
」
に
、
「
出
産
費
に
つ
い
て
は
そ
の
在
外
組

合
員
の
在
勤
手
当
の
月
額
に
相
当
す
る
金
額
と
し
、
家
族
出
産
費
に
つ
い
て
は
当
該
在
勤
手
当
の
月
額
の
百
分
の
七

十
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
金
額
が
組
合
の
定
款
で
定
め
る
金
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、

当
該
」
を
「
組
合
の
」
に
改
め
る
。

　
第
三
十
六
条
中
「
同
項
の
規
定
」
を
「
第
十
一
条
の
三
の
八
の
規
定
」
に
、
「
そ
の
在
外
組
合
員
の
在
勤
手
当
の
月

額
の
百
分
の
七
十
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
金
額
が
、
そ
の
在
外
組
合
員
の
配
偶
者
が
当
該
在
外
被
扶
養
者
で
あ
る

子
の
死
亡
地
に
お
い
て
死
亡
し
た
場
合
に
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

支
給
さ
れ
る
べ
き
死
亡
手
当
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
死
亡
手
当
の
額
）
」
を
「
組
合
の
定
款
で
定
め
る
金
額
」

に
改
め
る
。
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第
五
十
八
条
第
一
項
及
び
第
五
十
九
条
並
び
に
附
則
第
六
条
の
二
の
六
及
び
第
六
条
の
二
の
七
中
「
第
五
十
五
条

　
璽
．
］
第
一
項
、
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
、
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
、
第
五
十

　
五
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
七
条
の
八
の
表
法
第
八
十
七
条
の
五
第
一
項
の
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改

　
め
る
。

　
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

　
正
す
る
。

　
　
第
二
十
三
条
の
三
の
見
出
し
中
「
百
分
の
二
十
」
を
「
百
分
の
三
十
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
三
条
の
三
の
二
の
見
出
し
中
「
百
分
の
八
十
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
特
定
療
養
費
」
を
「
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
、
「
（
法
第

　
五
十
六
条
第
二
項
」
を
「
（
法
第
五
十
六
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
「
）
及
び
」
の
下
に
「
同
項
第
二
号
に
規
定
す

　
る
生
活
療
養
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
三
条
の
三
の
五
ま
で
に
お
い
て
「
生
活
療
養
」
と
い
う
。
）
並
び
に
」
を
加

　
え
、
「
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
一
部
負
担
金
の
額
（
ハ
」
を
二
部
負
担
金

　
（
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
）
の
額
（
ロ
」

　
に
改
め
、
同
号
口
を
削
り
、
同
号
ハ
中
「
第
五
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
六
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
評

　
価
療
養
又
は
同
項
第
四
号
」
に
改
め
、
「
一
部
負
担
金
」
の
下
に
「
（
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
措
置
が
採

　
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
）
」
を
加
え
、
「
第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
五
十
七

　
条
の
五
第
二
項
第
｝
号
」
に
改
め
、
「
費
用
の
額
」
の
下
に
「
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え

　
る
と
き
は
、
現
に
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
）
」
を
加
え
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、

　
同
号
ハ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
号
二
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
ホ
中
「
ト
及
び
」
を
「
へ
及
び
」
に
改
め
、
同
号
ホ
を
同

　
号
二
と
し
、
同
号
へ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ト
中
「
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
五
十
九
条
の
三
第
二
項
」

　
に
改
め
、
同
号
ト
を
同
号
へ
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
前
号
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
前
号
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
改
め
、

　
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
前
項
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
前
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
四

　
項
中
「
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
、
「
同
号
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
同

　
号
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
食
事
療
養
及
び
」
の
下
に
「
生
活
療
養
並
び
に
」
を
加
え
、
「
第
一

　
項
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
、
「
同
号
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
同
号
イ
か
ら

　
へ
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら

　
ト
ま
で
」
を
「
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
、
「
同
号
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
同
号
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
改
め

　
る
。

　
　
第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
七
万
二
千
三
百
円
」
を
「
八
万
百
円
」
に
改
め
、
「
食
事
療
養
」
の
下

　
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
二
十
四
万
千
円
」
を
「
二
十
六
万
七
千
円
」
に
、
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千

　
四
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
五
十
六
万
円
」
を
「
五

　
十
三
万
円
」
に
、
、
十
三
万
九
千
八
百
円
」
を
「
十
五
万
円
」
に
、
「
四
十
六
万
六
千
円
」
を
「
五
十
万
円
」
に
、
「
七
万

　
七
千
七
百
円
」
を
「
八
万
三
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を

　
加
え
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
七
万
二
千

　
三
百
円
」
を
「
八
万
百
円
」
に
改
め
、
「
食
事
療
養
レ
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
三
十
六
万
千
五
百
円
」

　
を
「
二
十
六
万
七
千
円
」
に
、
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
食

　
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」

　
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
一
号
中
「
七
万
二
千
三
百
円
」
を
「
八
万
百
円
」
に
、
「
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま

　
で
」
を
「
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
、
「
二
十
四
万
千
円
」
を
「
二
十
六
万
七
千
円
」
に
改
め
、
同
項

　
第
二
号
中
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
コ
万
円
」
を
「
次
の
各
号
に
掲

　
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

　
　
．
一
　
次
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
一
万
円

　
　
二
　
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
前
条
第
六
項
に
規
定
す
る

　
　
　
療
養
を
受
け
た
者
及
び
同
項
に
規
定
す
る
療
養
の
う
ち
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第
六
項
第
二
号
に
規
、

　
　
　
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
に
係
る
療
養
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
　
二
万
円

　
　
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
中
「
特
定
療
養
費
負
担
額
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
負
担
額
」
に
、
「
特
定
療
養

　
費
の
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
の
」
に
、
「
第
五
十
七
条
の
三
第
三
項
又
は
第
四
項
」
を
「
第
五
十
七
条
の
五
第
三

’
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
七
条
の
三
第
三
項
又
は
第
四
項
」
に
改
め
、
「
係
る
療
養
（
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及

　
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
七

　
万
二
千
三
百
円
」
を
「
八
万
百
円
」
に
、
「
三
十
六
万
千
五
百
円
」
を
「
二
十
六
万
七
千
円
」
に
、
「
四
万
二
百
円
」
を

　
「
四
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
同
号
口
中

　
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
医
療
機
関
又

　
は
法
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
「
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
医
療

　
機
関
」
に
改
め
、
「
規
定
す
る
一
部
負
担
金
」
の
下
に
「
（
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
と

　
き
は
、
当
該
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
）
」
を
加
え
、
「
特
定
療
養
費
負
担
額
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
負
担
額
覧
に

　
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活

　
療
養
」
を
加
え
、
「
第
五
十
七
条
第
二
項
」
を
「
同
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
一
部
負
担
金
」
の
下
に
「
（
第
五
十
七
条
の

　
二
第
一
項
第
一
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
）
」
を
加
え
る
。

　
　
第
二
十
三
条
の
四
を
削
る
。

　
　
第
二
十
三
条
の
五
の
見
出
し
を
「
（
出
産
費
及
び
家
族
出
産
費
の
額
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
六
十
三
条
第
一
項
た

　
だ
し
書
及
び
第
三
項
た
だ
し
書
い
を
「
第
六
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
」
に
、
「
三
十
万
円
」
を
「
三
十
五
万
円
」

　
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
三
条
の
四
と
す
る
。

　
　
第
二
十
三
条
の
六
の
見
出
し
を
「
（
埋
葬
料
及
び
家
族
埋
葬
料
の
額
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
六
十
五
条
第
一
項
た

　
だ
し
書
及
び
第
三
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
」
に
、
「
十
万
円
」
を
「
五
万
円
」
に
改
め
、

　
同
条
を
第
二
十
三
条
の
五
と
す
る
。

　
　
第
二
十
三
条
の
六
の
二
を
第
二
十
三
条
の
六
と
す
る
。

　
　
第
五
十
条
第
一
項
及
び
第
五
十
条
の
二
並
び
に
附
則
第
三
十
条
の
二
の
十
一
及
び
第
三
十
条
の
二
の
十
二
中
「
第

　
五
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
、
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
、

　
第
五
十
七
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
三
十
条
の
十
の
表
法
第
九
十
六
条
第
一
項
の
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め

　
る
。

　
（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

　
す
る
。

　
　
第
二
十
条
第
一
項
の
表
第
五
十
四
条
第
一
項
、
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
五

　
十
六
条
の
二
第
一
項
の
項
及
び
同
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
第
五
十
四
条
第
一
項
、
第
五
十
五
条

　
の
二
第
一
項
、
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
の
項
及
び
同
条
第
二
項
中
「
第
五
十
五
条

　
の
二
第
一
項
、
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
、
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
、
第
五
十

　
五
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
（
防
衛
庁
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条
　
防
衛
庁
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を

　
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
七
条
の
三
第
一
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
、
「
及
び
健
康
保
険
法
」
を
「
、
健
康

　
保
険
法
」
に
、
「
第
六
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
」
を
「
第
六
十
三
条
第
二
項
第
三

　
号
に
掲
げ
る
療
養
（
以
下
「
評
価
療
養
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
及
び
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
療
養
」
に
改
め
る
。

　
　
第
十
七
条
の
四
第
三
項
中
「
規
定
す
る
一
部
負
担
金
」
の
下
に
「
（
次
条
第
一
項
第
一
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
と
き

　
は
、
当
該
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
ご
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
一
部
負
担
金
」
の
下
に
「
（
次
条
第
一
項
各
号
の

　
措
置
が
採
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
措
置
が
採
ら
れ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
，
一
部
負
担
金
）
」
を
加
え
る
。

　
　
第
十
七
条
の
四
の
三
の
見
出
し
を
「
（
保
険
外
併
用
療
養
費
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
療
養
」
を

　
「
第
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
医
療
機
関
又
は
薬
局
（
以
下
「
保
険
医
療
機
関
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
評
価

　
療
養
又
は
選
定
療
養
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
二

　
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
、
「
規
定
す
る
金
額
」
を
「
掲
げ
る
金
額
」
に
改
め
、
同
項
第

　
一
号
中
「
得
た
額
」
の
下
に
「
（
療
養
の
給
付
に
係
る
同
項
の
一
部
負
担
金
に
つ
い
て
第
十
七
条
の
四
の
二
第
一
項
各

　
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
べ
き
と
き
は
、
当
該
措
置
が
採
ら
れ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
額
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中

　
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
．
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3
　
前
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
第
十
七
条
の
四
の
三
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
八
項
中
「
第
四
項
」
を
「
前
項
に
お
い
て
準
用

す
る
前
条
第
四
項
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条

を
第
十
七
条
の
四
の
四
と
す
る
。

　
第
十
七
条
の
四
の
二
第
一
項
中
．
「
前
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第

十
七
条
の
四
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
前
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
十
七
条
の
四
第
一
項
第

四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
前
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第

十
七
条
の
四
の
三
と
す
る
。

　
第
十
七
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
一
部
負
担
金
の
額
の
特
例
）

第
十
七
条
の
四
の
二
　
長
官
の
指
定
す
る
本
庁
の
機
関
又
は
自
衛
隊
の
部
隊
若
し
く
は
機
関
は
、
災
害
そ
の
他
の
長

　
官
が
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
自
衛
官
等
で
あ
っ
て
、
前
条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
医
療
機
関

　
又
は
薬
局
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
一
部
負
担
金
を
支
払
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対

　
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
一
部
負
担
金
を
減
額
す
る
こ
と
。

　
二
　
一
部
負
担
金
の
支
払
を
免
除
す
る
こ
と
。

　
三
　
当
該
医
療
機
関
又
は
薬
局
に
対
す
る
支
払
に
代
え
て
、
一
部
負
担
金
を
直
接
に
徴
収
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の

　
　
徴
収
を
猶
予
す
る
こ
と
。

2
　
前
項
の
措
置
を
受
け
た
自
衛
官
等
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
第
一
号
の
措
置
を
受
け
た

　
自
衛
官
等
に
あ
っ
て
は
そ
の
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
を
同
条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
医
療
機
関

　
又
は
薬
局
に
支
払
う
こ
と
を
も
っ
て
足
り
、
前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
措
置
を
受
け
た
自
衛
官
等
に
あ
っ
て
は

　
一
部
負
担
金
を
当
該
医
療
機
関
又
は
薬
局
に
支
払
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

3
　
前
条
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
お
け
る
一
部
負
担
金
の
支
払
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
第
十
七
条
の
五
第
一
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
「
及
び
特
定
承
認
保
険
医
療
機

関
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
十

七
条
の
四
の
二
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
の
四
の
三
第
二
項
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
．
療
養
費
」
に

改
め
る
。

　
第
十
七
条
の
五
の
二
第
二
項
中
「
得
た
額
」
の
下
に
「
（
療
養
の
給
付
に
係
る
同
項
の
一
部
負
担
金
に
つ
い
て
第
十

七
条
の
四
の
二
第
一
項
各
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
べ
き
と
き
は
、
当
該
措
置
が
採
ら
れ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
額
）
」

を
加
え
る
。

　
第
十
七
条
の
五
の
三
第
一
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
十
七
条
の
六
第
一
項
中
「
又
は
特
定
療
養
費
」
を
「
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
ト

ま
で
」
を
「
へ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
規
定
す
る
一
部
負
担
金
」
の
下
に
「
（
第
十
七
条
の
四
の
二
第
一
項
第

一
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
）
」
を
加
え
、
「
ハ
に
」
を
「
ロ
に
」
に
改
め
、
同

号
ロ
を
削
り
、
同
号
ハ
中
「
当
該
療
養
が
」
の
下
に
「
評
価
療
養
又
は
」
を
、
二
部
負
担
金
」
の
下
に
「
（
第
十
七
条

の
四
の
二
第
一
項
第
一
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
）
」
を
加
え
、
「
第
十
七
条
の

四
の
三
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
十
七
条
の
四
の
四
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養

費
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
号
中
二
を
ハ
と
し
、
ホ
を
二
と
し
、
へ
を
ホ
と
し
、
同
号
ト
中
「
第
五

十
七
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
ト
を
同
号
へ
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
ト

ま
で
」
を
「
へ
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
中
「
ホ
ま
で
」
を
「
二
ま
で
」
に
改
め
る
。

　
第
十
七
条
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
七
万
二
千
三
百
円
」
を
「
八
万
百
円
」
に
、
「
二
十
四
万
千
円
」
を
「
二

十
六
万
七
千
円
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

中
「
五
十
六
万
円
」
を
「
五
十
三
万
円
」
に
、
「
十
三
万
九
千
八
百
円
」
を
「
十
五
万
円
」
に
、
「
四
十
六
万
六
千
円
」

を
「
五
十
万
円
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
七
万
七
千
七
百
円
」
を
「
八
万
三
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
七
万
二
千
三
百
円
」
を
「
八
万
百
円
」
に
、
「
ホ
ま
で
」
を
「
二
ま
で
」
に
、
「
二
十
四
万
千
円
」
を
「
二
十

六
万
七
千
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
一
万
円
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
額
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

　
一
　
次
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
一
万
円

　
二
　
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
（
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
療
養
の
う
ち
国
が
費
用
を
負
担
す
べ
き
療
養
に
係

　
　
る
疾
病
と
し
て
長
官
が
定
め
る
も
の
に
係
る
療
養
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
　
二
万
円

　
　
第
十
七
条
の
六
の
三
第
二
項
中
「
若
し
く
は
第
五
号
」
を
「
又
は
第
五
号
」
に
、
「
若
し
く
は
薬
局
又
は
特
定
承
認

　
保
険
医
療
機
関
（
同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
関
を
除
く
。
）
」
を
「
又
は
薬
局
」
に
改
め
、
「
一

　
部
負
担
金
」
の
下
に
「
（
第
十
七
条
の
四
の
二
第
一
項
第
一
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
減
額
さ
れ
た
一
部

　
負
担
金
ご
を
加
え
、
「
若
し
く
は
薬
局
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
に
」
を
「
又
は
薬
局
に
」
に
改
め
る
。

　
　
第
十
七
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
第
一
号
中
「
特
定
療
養
費
」
・
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第

　
三
項
中
「
第
百
四
十
五
条
第
七
項
」
を
「
第
百
四
十
五
条
第
六
項
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」

　
に
改
め
る
。

　
　
第
十
七
条
の
八
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
（
自
衛
隊
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条
　
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
（
連
合
国
占
領
軍
等
の
行
為
等
に
よ
る
被
害
者
等
に
対
す
る
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

、
第
十
三
条
　
連
合
国
占
領
軍
等
の
行
為
等
に
よ
る
被
害
者
等
に
対
す
る
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和

　
三
十
六
年
政
令
第
四
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
六
条
第
一
項
中
「
第
八
十
五
条
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
」
を
加
え
る
。

　
　
（
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
厚
生
省
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
厚
生
省
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第

　
百
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
三
条
第
五
項
中
「
若
し
く
は
保
険
薬
局
又
は
同
法
第
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」

　
を
「
又
は
保
険
薬
局
」
に
改
め
る
。

　
　
（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条
　
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
八
十
七
号
）
の

　
　
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
七
万
二
千
三
百
円
」
を
「
八
万
百
円
」
に
、
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
四
百

　
円
」
に
改
め
る
。

　
　
（
行
政
手
続
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条
　
行
政
手
続
法
施
行
令
（
平
成
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
八
十
六
条
第
十
二
項
及
び
第
十
三
項
、
第
百
十
条
第
七
項
並
び
に
」
を
「
第
八
十

　
五
条
の
二
第
五
項
、
第
八
十
六
条
第
四
項
、
第
百
十
条
第
七
項
及
び
」
に
改
め
、
「
、
第
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
」

　
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
第
二
十
九
条
第
八
項
及
び
第
九
項
並
び
に
」
を
「
第
二
十
八
条
ノ
八
第
四
項
、
第
二
十

　
九
条
第
四
項
及
び
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
第
五
十
三
条
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
」
を
「
第
五
十
二
条
の

　
二
第
三
項
、
第
五
十
三
条
第
三
項
及
び
」
．
に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
中
「
第
三
十
一
条
の
二
第
四
項
」
の
下
に

　
　
「
、
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
四
項
」
を
加
え
る
。

　
　
（
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条
　
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

　
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
三
十
三
条
第
二
項
中
「
第
八
十
五
条
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
」
を
加
え
る
。

　
　
（
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条
　
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
六
十
九
号
）
の
一

　
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
十
三
万
九
千
八
百
円
」
を
「
十
五
万
円
」
に
、
「
四
十
六
万
六
千
円
」
を
「
五
十
万

　
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
．
「
第
六
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
三
条
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食

　
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
二
　
療
養
を
受
け
た
月
に
お
け
る
生
活
療
養
（
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
生
活
療

　
　
　
　
養
を
い
う
。
）
を
受
け
た
日
数
に
同
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
生
活
療
養
標
準
負
担
額
を
乗
じ

　
　
　
　
て
得
た
額
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（
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）
、

第
十
九
条
　
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
条
の
表
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
（
老
人
保
健
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条
老
人
保
健
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次

　
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
附
則
第
三
条
第
三
項
中
「
特
定
療
養
費
負
担
額
」
を
．
「
保
険
外
併
用
療
養
費
負
担
額
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
五
条
第
四
項
及
び
第
七
条
第
四
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
十
一
条
第
三
項
中
「
特
定
療
養
費
負
担
額
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
負
担
額
」
に
改
め
る
。

　
（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

　
　
別
表
第
一
老
人
保
健
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
二
百
九
十
三
号
）
の
項
第
二
号
中
「
第
七
条
」
の
下
に

　
　
「
、
第
七
条
の
三
」
を
加
え
る
。

　
　
（
厚
生
労
働
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条
　
厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
百
十
九
条
第
五
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
百
二
十
二
条
第
二
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
に
つ
い
て
の
費
用
、
保
険
外

　
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
、
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時

　
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
（
廃
止
前
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条
　
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体

　
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
存
続
組
合
が
支
給
す
る
特
例
年
金
給
付
等
に
関
す
る
政

　
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
四
十
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
厚
生
年
金
■

　
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を

　
廃
止
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
一

　
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
二
十
八
号
）

　
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
五
条
第
二
項
中
「
第
四
十
三
条
ノ
九
第
二
項
、
第
四
十
三
条
ノ
十
七
第
二
項
又
は
第
四
十
四
条
第
二
項
」
を

　
　
「
第
七
十
六
条
第
二
項
、
第
八
十
五
条
第
二
項
、
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
又
は
第
八
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
　
（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
（
保
険
医
療
機
関
等
の
指
定
等
の
要
侮
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
五
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
七
十
一
条
第

　
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
八
十
条
第
七
号
及
び
第
八
号
、
第
八
十
一
条
第
四
号
及
び
第
五
号
、
第
八
十
九
条
第

　
四
項
第
五
号
及
び
第
六
号
並
び
に
第
九
十
五
条
第
八
号
及
び
第
九
号
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施

　
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
し
た
行
為
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
者
に
係
る

　
当
該
刑
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

2
　
健
康
保
険
法
第
八
十
条
第
九
号
、
第
八
十
一
条
第
六
号
及
び
第
九
十
五
条
第
十
号
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
し
た

　
違
反
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
者
に
係
る
当
該
違
反
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

3
　
健
康
保
険
法
第
八
十
九
条
第
四
項
第
四
号
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
同
法
第
九
十
五
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

　
し
た
こ
と
に
よ
り
施
行
日
前
若
し
く
は
施
行
日
以
後
に
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
係
る
同
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の

　
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
に
係
る
当
該
取
消
し
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

　
　
（
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
施
行
日
前
に
死
亡
し
又
は
出
産
し
た
被
保
険
者
若
し
く
は
日
雇
特
例
被
保
険
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
で

　
あ
っ
た
者
又
は
被
扶
養
者
に
係
る
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
埋
葬
料
及
び
同
法
第
百
条
第
二
項
（
同
法
第
百
五
条

　
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
百
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
る
給
付
若
し

　
く
は
同
法
の
規
定
に
よ
る
家
族
埋
葬
料
又
は
同
法
の
規
定
に
よ
る
出
産
育
児
一
時
金
若
し
く
は
家
族
出
産
育
児
一
時

　
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
条
　
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お

　
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
（
老
人
保
健
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条
　
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
堂
。
同
額

　
医
療
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
、

　
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条
　
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
の
規
定
に

　
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
（
船
員
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条
　
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
令
第
三
条
の
二
の
規
定
は
、
死
亡
の
日
が
施
行
日
以
後

　
で
あ
る
被
保
険
者
及
び
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
並
び
に
被
扶
養
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
八
条
　
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
至
。
同
額

　
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
九
条
　
施
行
日
前
に
死
亡
し
又
は
分
べ
ん
し
た
被
保
険
者
若
し
く
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
又
は
被
扶
養
者
に
係
る

　
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
葬
祭
料
若
し
く
は
家
族
葬
祭
料
又
は
同
法
の
規
定
に
よ
る
出
産
育
児
一
時
金
若
し
く
は
、

　
家
族
出
産
育
児
一
時
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
条
　
施
行
日
前
に
出
産
し
又
は
死
亡
し
た
国
家
公
務
員
共
済
組
合
の
組
合
員
若
し
く
は
組
合
員
で
あ
っ
た
者
又
は

　
被
扶
養
者
に
係
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
六
十
一
条
又
は
第
六
十
三

　
条
若
し
く
は
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
出
産
費
若
し
く
は
家
族
出
産
費
又
は
埋
葬
料
若
し
K
は
家
族
埋
葬
料
の
額

　
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
十
一
条
　
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
堂
。
同
額
療
養
費
の
支
給
に
つ

　
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
．

　
　
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
二
条
　
施
行
日
前
に
出
産
し
又
は
死
亡
し
た
地
方
公
務
員
共
済
組
合
の
組
合
員
若
し
く
は
組
合
員
で
あ
っ
た
者
又

　
は
被
扶
養
者
に
係
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
六
十
三
条
又
は
第
六

　
十
五
条
若
し
く
は
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
出
産
費
若
し
く
は
家
族
出
産
費
又
は
埋
葬
料
若
し
く
は
家
族
埋
葬
料

　
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
十
三
条
　
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に

　
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
（
防
衛
庁
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
四
条
　
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
防
衛
庁
の
職
員
の
給
与
等
に
関

　
す
る
法
律
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
又
は
入
院
時
食
事
療
養
費
、
特
定
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療

　
養
費
、
移
送
費
若
し
く
は
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

箪
十
五
条
　
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金

　
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
（
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
六
条
　
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年
法

　
律
第
百
六
十
二
号
）
の
規
定
に
よ
る
医
療
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
務
大
臣
　
安
倍
　
晋
三

　
　
総
務
大
臣

　
　
財
務
大
臣

文
部
科
学
大
臣

厚
生
労
働
大
臣

農
林
水
産
大
臣

中川小谷竹
川崎坂垣中

昭二憲禎平
一郎次一蔵



保発第0830002号
平成18年8月30日

各都道府県知事　宛

厚生労働省保険局長

健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の

整備等に関する政令の施行について

　健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）（以下「法」という。）

が平成18年6月21目に公布され、回目以降順次施行されることとされ、これに伴い、

健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成

18年政令第286号）（以下「令」という。）が本日公布され、平成18年10月1日か

ら施行されることとされたところである。

　これらの改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、その旨御了知の上、貴都

道府県内の市町村及び国民健康保険組合の周知方について御配慮願いたい。

記

（以下略）



保発第0830003号
平成18年8月30日

地方厚生（支）局長殿

厚生労働省保険局長
　　（公印省略）

健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の

整備等に関する政令の施行について

　健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）（以下「法」という。）

が平成18年6月21日に公布され、同日以降順次施行されることとされ、これに伴い、

健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成

18年政令第286号）（以下r令」という。）が本日公布され、平成18年10月1日か
ら施行されることとされたところである。

　これらの改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、その運用に当たっては十

分に留意の上、遺憾なきを期されたい。

記

（以下略）



保発第0830004号
平成18年8月30日

健康保険組合理事長　殿

厚生労働省保険局長

健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の

整備等に関する政令の施行について

　健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）（以下「法」という。）

が平成18年6月21日に公布され、同日以降順次施行されることとされ、これに伴い、

健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成

18年政令第286号）（以下「令」という。）が本日公布され、平成18年10月1日か

ら施行されることとされたところである。

　これらの改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、その運用に当たっては十

分に留意の上、被保険者等への周知を図る等遺憾なきを期されたい。

記

（以下略）
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号
に
該
当
す
る
も
の

規
則
第
二
十
六
条
の
三
第
三
号
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
一

一
日
に
つ
き
三
百
二
十
円
と
一
食
に
つ
き
二
百
十
円
と
の
合
計
額

闘
聾
鉢
額
の
の
雍
、
一
難
縫
霧
儲
鱗
霧
霧
袈
輪
墾
配
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
六
項
に
該
当
す
る
者
以
外
の
も

一
日
に
つ
き
三
百
二
十
円
と
一
食
に
つ
き
百
三
十
円
と
の
合
計
額

号
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
、

規
則
第
二
十
六
条
の
三
第
三
号
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
令
第
十
四
条
第
六
項
に
該
当
す
る
も
の

二
号
に
該
当
し
な
い
も
の

規
則
第
二
十
六
条
の
三
第
三
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
一
号
又
は
第

一
日
に
つ
き
零
円
と
一
食
に
つ
き
二
百
六
十
円
と
の
合
計
額

規
則
第
二
十
六
条
の
三
第
三
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の

一
日
に
つ
き
零
円
と
一
食
に
つ
き
二
百
十
円
と
の
合
計
額

一
日
に
つ
き
零
円
と
一
食
に
つ
き
百
六
十
円
と
の
合
計
額

す
る
も
の

規
則
第
二
十
六
条
の
三
第
三
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
二
号
に
該
当

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
八
十
八
号
　
健
康
保
険
法
施
行
規
則

（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）

第
六
十
二
条
の
三
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
　
　
平
成
十
八
年
九
月
八
日

平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

一
二
三

　
　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
一
一
．
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
。
）
第
1
章
第
2
部
第
1
節
入
院
基
本
料
区
分
A
1
0
1
の
2
の
イ
に
掲
げ
る
入
院
基
　
　
　
同
ロ
に
掲
げ
る
入
院
基
本
料
B
及
び
同
ハ
に
掲
げ
る
入
院
基
本
料
C
を
算
定
す
る
患
者
　
医
科
点
数
表
第
1
章
第
2
部
第
1
節
入
院
基
本
料
区
分
A
1
0
9
の
2
の
イ
に
掲
げ
る
入
院
基
本
料
A
、
掲
げ
る
入
院
基
本
料
B
及
び
同
ハ
に
掲
げ
る
入
院
基
本
料
C
を
算
定
す
る
患
者
　
医
科
点
数
表
第
1
章
第
2
部
第
3
節
特
定
入
院
料
区
分
A
3
0
8
に
掲
げ
る
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病

別
表
第
一
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
ロ

四
入
院
料
を
算
定
す
る
患
者

医
科
点
数
表
第
1
章
第
2
部
第
3
節
特
定
入
院
料
区
分
A
3
1
6
の
一
に
掲
げ
る
診
療
所
老
人
医
療
管
理
料
を

五
定
す
る
患
者

医
科
点
数
表
第
1
章
第
2
部
第
4
節
短
期
滞
在
手
術
基
本
料
区
分
A
4
0
0
の
2
に
掲
げ
る
短
期
滞
在
手
術
基
■

2
を
算
定
す
る
患
者

一
二

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
八
十
九
号
　
健
康
保
険
法
施
行
令
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
　
　
平
成
十
八
年
九
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
　
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第
六
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
血
漿
分
画
製
剤
を
投
与
し
て
い
る
先
天
性
血
液
凝
固
第
四
因
子
障
害
又
は
先
天
性
血
液
凝
固
第
皿
因
子
障
害
抗
ウ
イ
ル
ス
剤
を
投
与
し
て
い
る
後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
（
H
I
V
感
染
を
含
み
、

第
四
十
二
条
第
六
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め

者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

1
厚（

以
厚

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九
十
号

　
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二
十
一
一
．
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
十
六
条
第
一
項
及
び
国
民
健
康
保
険

法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
四
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金

法
第
士
ハ
条
第
一
項
及
び
国
民
健
康
保
険
法
第
四
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
診
療
報

酬
請
求
書
（
昭
和
五
十
九
年
厚
生
省
告
示
第
百
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
診
療
に
係
る
診
療
報
酬
請
求
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。　

　
平
成
十
八
年
九
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

　
第
一
号
中
「
四
十
二
万
点
」
を
「
四
十
万
点
」
に
改
め
る
。

O
農
林
水
産
省
告
示
第
千
一
一
百
三
十
六
号

　
漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
コ
十
七
号
）
第
六
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
二
十
六
年
六

月
二
十
九
日
農
林
省
告
示
第
二
百
四
十
三
号
（
漁
港
指
定
）
及
び
昭
和
三
十
八
年
二
月
十
四
日
農
林
省
告
示
第
百
五
十

号
（
漁
港
を
指
定
す
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
平
成
十
八
年
九
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
農
林
水
産
大
臣
　
中
川
　
昭
一

一
　
昭
和
二
士
ハ
年
六
月
二
十
九
日
農
林
省
告
示
第
二
百
四
十
三
号
（
漁
港
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
北
海
道
の
部
宇
登
呂
の
項
漁
港
の
名
称
の
欄
中
「
宇
登
呂
」
を
「
ウ
ト
ロ
」
に
改
め
、
同
項
漁
港
の
区
域
の
欄
を

　
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
（
ウ
ト
ロ
地
区
）

次
の
ア
点
か
ら
コ
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
陸
岸
に

よ
り
囲
ま
れ
た
海
面

　
ア
点
北
緯
四
十
四
度
〇
三
分
五
十
七
秒
四
二
六
四

　
　
　
　
東
経
百
四
十
四
度
五
十
九
分
十
二
秒
七
六
五
三

　
イ
点
北
緯
四
十
四
度
〇
四
分
〇
二
秒
○
八
六
七

　
　
　
　
東
経
百
四
十
四
度
五
十
九
分
〇
七
秒
九
八
四
九

　
ウ
点
北
緯
四
十
四
度
〇
四
分
十
五
秒
八
四
九
九

　
　
　
　
東
経
百
四
十
四
度
五
十
八
分
四
十
四
秒
七
一
九

　
　
　
　
〇

　
工
点
　
北
緯
四
十
四
度
〇
四
分
三
十
九
秒
工
パ
五
三

　
　
　
　
東
経
百
四
十
四
度
五
十
九
分
三
十
秒
八
七
〇
一

　
オ
点
　
北
緯
四
十
四
度
〇
四
分
二
十
八
秒
六
八
五
九

　
　
　
　
東
経
百
四
十
四
度
五
十
九
分
五
十
八
秒
七
七
一

　
　
　
　
六

　
力
点
北
緯
四
十
四
度
〇
四
分
二
十
四
秒
五
六
六
一

　
　
　
　
東
経
百
四
十
四
度
五
十
九
分
五
十
七
秒
五
五
四

　
　
　
　
七

　
キ
点
　
北
緯
四
十
四
度
〇
四
分
十
九
秒
三
五
一
一

　
　
　
　
東
経
百
四
十
四
度
五
十
九
分
四
十
九
秒
一
一
、
七
二

　
　
　
　
九

　
ク
点
　
北
緯
四
十
四
度
〇
四
分
十
七
秒
一
四
二
九

　
　
　
　
東
経
百
四
十
四
度
五
十
九
分
四
十
秒
二
〇
八
九

　
ケ
点
　
北
緯
四
十
四
度
〇
四
分
十
一
秒
八
七
四
五

　
　
　
　
東
経
百
四
十
四
度
五
十
九
分
三
十
九
秒
六
九
五

　
　
　
　
六

　
コ
点
北
緯
四
十
四
度
〇
四
分
〇
三
秒
○
〇
一
一

　
　
　
　
東
経
百
四
十
四
度
五
十
九
分
二
十
九
秒
五
四
四

　
　
　
　
五

　
（
ウ
ト
ロ
地
区
）

水
域
の
欄
に
規
定
す
る
工
点
か
ら
コ
点
ま
で
を
順
次
結
ん

だ
線
、
同
欄
に
規
定
す
る
コ
点
、
ア
点
及
び
イ
点
を
結
ん

だ
線
並
び
に
水
際
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
地
域
並
び
に
水
域

内
の
島
し
ょ



保発第0908003号
平成18年9月8目

社会保険庁運営部長　殿

厚生労働省保険局長

　（公印省略）

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について

　健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号。以下「法」という。）

が平成18年6月21目に公布され、同日以降順次施行されることとされ、また、健康保

険法等の一部を改益する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成18年政

令第286号。以下「令」という。）が平成18年8月30目に公布されたところである

が、あわせて健康保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成18年厚生労働省令第

157号。以下「規則」という。）が本日公布され、平成18年10月1目から施行され

るとともに、「健康保険の食事療養に係る標準負担額を定める件の一部を改正する件」（平

成18年厚生労働省告示第486号。以下「改正健保告示」という。）、「老人保健の食事

療養に係る標準負担額を定める件の一部を改正する件」　（平成18年厚生労働省告示第

487号。以下「改正老健告示」という。）及び「健康保険法施行規則第62条の3第3

号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める件」　（平成18年厚生労働省告示第

488号。以下「新告示」という。）が公布され、同日から適用されることとされたとこ

ろである。

　これらの改正及び制定の趣旨並びに内容は下記のとおりであるので、その運用に当たっ

ては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。なお、今回の取扱いについて、被保険者、

保険医療機関、事業主、船舶所有者その他関係機関に対し、周知方特段の御配慮を願いた

い。

記

第1　改正及び制定の趣旨並びに主な内容

　健康保険法等の一部を改正する法律及び健康保険法等の一部を改正する法律の施行に

伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴い、健康保険法（大正11年法律第70



号）等の規定の委任を受けて、災害時の一部負担金等の額の特例に関する事項、生活療

養に係る標準負担額、地域型健康保険組合の合併の要件に関する事項、国民健康保険に

おける保険財政共同安定化事業に係る調整交付金の交付額の算定に関する事項等につい

て定めるほか、入院時生活療養費の創設に伴い診療報酬請求書等の様式を改めるなど、

関係省令の規定を整備するとともに告示を制定するものである。

第2　改正及び制定の具体的内容

1　健康保険法施行規則の一部改正等（規則第1条関係）

　1　一部負担金及び家族療養費の額の特例関係（第56条の2関係）

　　一部負担金の減免措置等の対象となる者の要件として、健康保険法第75条の2

　第1項において厚生労働省令で定めることとしている特別の事情について、「被保

　　険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はそ

　　の他の財産について著しい損害を受けたこと」と定めることとしたこと。

　2　入院時生活療養費等関係（第62条の2から第62条の4まで及び様式並びに新

　　告示及び改正健保告示関係）

　（1）入院時生活療養費に係る支払や領収証、生活療養標準負担額の減額の認定の

　　申請手続き等について、入院時食事療養費に準じた規定の整備を行うこととした

　　こと。（第62条の2、第62条の4及び第105条関係）
　（2）生活療養標準負担額の減額対象者として、高額療養費の自己負担限度額が減

　　額される低所得者及び入院医療の必要性の高い患者（病状の程度が重篤な者又は

　　常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労

　　働大臣が定める者）を定めることとしたこと。（第62条の3関係）

　　　また、当該厚生労働大臣が定める者として、療養病棟入院基本料2のうち入院

　　基本料AからCまでを算定する患者、有床診療所療養病床入院基本料2のうち入

　　院基本料AからCまでを算定する患者、回復期リハビリテーション病棟入院料（1

　　日につき）を算定する患者、診療所老人医療管理料（1日につき）（14日以内の

　　期間に限る。）を算定する患者及び短期滞在手術基本料2を算定する患者を定める

　　こととしたこと。（新告示関係）

　　（3）入院時生活療養費の創設、保険外併用療養費への再編、人工透析患者のうち

　　上位所得者に係る自己負担限度額の見直し等に伴い、健康保険限度額適用・標準

　　負担額減額認定証、健康保険検査証、健康保険特定疾病療養受療証等の様式を改

　　める等の規定の整備を行うこととしたこと。（様式関係）

　　（4）生活療養を受ける被保険者等が負担すべき生活療養標準負担額は、以下のと

　　おりとしたこと。ただし、1目の生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るも

　　のの額は、3食に相当する額を限度とすること。（改正健保告示関係）



①入院医療の必要性の高い患者以外の者

区　　分 生活療養標準負担額

一般 入院時生活療養（1）を算定する

纓ﾃ機関に入院している者

1日につき320円と1食につき

S60円とめ合計額

入院時生活療養（■）を算定する

纓ﾃ機関に入院している者

1日につき320円と1食につき

S20円との合計額

低所得者

i住民税

�ﾛ税）

低所得者H 1日につき320円と1食につき

Q10円との合計額

低所得者1

i年金収入80万円以下等）

1日につき320円と1食につき

P30円との合計額

　　②入院医療の必要性の高い患者

　　　現行の入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額と同額

3　地域型健康保険組合関係（第170条の2関係）

　　地域型健康保険組合の合併の要件の一つとして、法附則第3条の2第1項第2号

　において「指定健康保険組合、小規模組合その他事業運営基盤の安定が必要と認め

　られる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと」とされていると

　ころ、「財源率（保険給付に要する保険料率）が千分の九十を超える健康保険組合」

　を定めることとしたこと。

II　保険医療機関及び保険薬局の指定並び特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及

　び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正（規則第2条関係）

　（1）保険医療機関の指定等の申請にあたり、管轄地方社会保険事務局長に提出する

　　申請書の様式を改める等の必要な規定の整備を行うこととしたこと。（様式関係）

　（2）保険医療機関等が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定

　　めるものの規定により罰金の刑に処せられたこと等の事由によって指定等の取消要

　　件に該当した場合には、速やかにその旨及びその年月日を管轄地方社会保険事務局

　　長に届け出ることとしたこと。（第3条及び第9条関係）

皿　老人保健法施行規則の一部改正等（規則第3条関係）

　（1）入院時生活療養費等関係について、1の2の（1）及び（3）に準じた改正を

　　行うこととしたこと。（第26条の2から第26条の6まで及び様式関係）

　（2）生活療養を受ける加入者が負担すべき生活療養標準負担額は、以下のとおりと

　　したこと。ただし、1日の生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものの額は、

　　3食に相当する額を限度とすること。（改正老健告示関係）



①入院医療の必要性の高い患者以外の者

区　　分 生活療養標準負担額

一般 入院時生活療養（1）を算定する

纓ﾃ機関に入院している者

1日につき320円と1食につき

S60円との合計額

入院時生活療養（H）を算定する

纓ﾃ機関に入院している者

1日につき320円と1食につき

S20円との合計額

低所得者

i住民税

�ﾛ税）

低所得者H 1目につき320円と1食につき

Q10円との合計額

低所得者1②

i年金収入80万円以下等）

1目につき320円と1食につき

P30円との合計額

低所得者1①

i老齢福祉年金受給者）

1日につき　　0円と1食につき

P00円との合計額

②入院医療の必要性の高い患者

　現行の入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額と同額

IV　国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令等の一部改正（規則第7条

　及び第8条関係）

　1　国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令において、以下の改正等

　　を行うこととしたこと。

　（1）平成18年10月より実施する保険財政共同安定化事業の拠出金（被保険者人

　　数割による算定部分）及び交付金の2分の1を調整対象需要額の算定の対象とする

　　こと。

　（2）公的年金等控除の見直しの影響を受ける被保険者について、平成18年度及び

　　平成19年度の保険料所得割額の算定の際に特別控除を適用することに伴い、平成

　　18年度及び平成19年度の調整対象収入額の応能保険料額の算定において、基準

　　総所得金額からも同様にその特別控除額を控除すること。

　2　国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令において、国民健

　　康保険団体連合会（以下「連合会」という。）の会員である市町村が保険医療機関

　　等からの療養の給付に関する費用として連合会に支払うべき額があるときは、当該

　　市町村は、連合会との契約により、各年度毎に、当該支払うべき額並びに当該年度

　　の保険財政共同安定化事業及び高額医療費共同事業の拠出金の額と当該事業の当該

　　年度の交付金の額とを相殺することができるとする規定を追加する等保険財政共同

　　安定化事業等の運営に必要な規定の整備等を行うこととしたこと。

V　保険医療機関及び保険医療養担当規則、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則、療

　養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令等の一部改正



（規則第14条、第15条及び第17条から第19条まで関係）

1　入院時生活療養費の創設、保険外併用療養費への再編に伴い、保険医療機関及

び保険医療養担当規則等において、保険医療機関及び保険医等が当該療養を行う

　に当たり遵守すべき事項について、入院時食事療養費や旧特定療養費に準じて規

定することとしたこと。

2　療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令等に

おいて、保険医療機関等が療養に関し費用を請求しようとするときに提出する診

療報酬請求書の様式を改める等の必要な規定の整備を行うこととしたこと。

VIその他関係省令の一部改正
　　国民健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則につき、健康保険法施行規則の改

　正に準じて、入院時生活療養費に関する事項等について改正を行うとともに、その他

　関係省令につき、所要の改正を行うこととしたこと。
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次
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省
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〕

O
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康
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険
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施
行
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等
の
一
部
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正

　
す
る
省
令
（
厚
生
労
働
一
五
七
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁

　
建
設
業
の
許
可
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取
消
処
分
関
係

裁
判
所

　
破
産
、
免
責
、
再
生
関
係

二一
一
三
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〉

○省

令

O
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
七
号

　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
及
び
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
）
の
施
行
に
伴

い
、
並
び
に
関
係
法
律
及
び
関
係
政
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
関
係
法
律
を
実
施
す
る
た
め
、
健
康
保
険
法
施
行

規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
十
八
年
九
月
八
日

　
　
　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
．
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）

　
　
目
次
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、

厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
保
険
外
併
用
療
養
費
」

　
第
十
条
第
一
項
中
「
第
八
十
六
条
第
十
二
項
及
び
第
十
三
項
並
び
に
」
を
「
第
八
十
五
条
の
二
第
五
項
、
第
八
十

六
条
第
四
項
及
び
」
に
改
め
ゑ

　
第
三
章
第
一
節
第
一
款
の
款
名
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め

る
。　

第
五
十
三
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
診
療
所
（
法
第
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
承
認
保
険
医
療

機
関
（
以
下
単
に
「
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）
を
除
ぐ
。
）
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
「
又
は

診
療
所
」
に
、
「
総
称
す
る
」
を
「
い
う
」
に
、
「
若
し
く
は
特
定
療
養
費
」
、
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養

若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
五
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
法
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
）

第
五
十
六
条
の
二
、
法
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
被
保
険
者
が
、
震

　
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
災
害
に
よ
り
、
住
宅
、
家
財
又
は
そ
の
他
の
財
産
に
つ
い
て
著
し

　
い
損
害
を
受
け
た
こ
と
と
す
る
。

　
第
五
十
八
条
の
見
出
し
中
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
口
中
「
に
係

る
」
を
削
る
。

　
第
五
十
九
条
の
見
出
し
中
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
る
。

　
第
六
十
条
第
一
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
六
十
一
条
の
見
出
し
中
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
標
準
負

担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第

五
号
及
び
第
三
項
中
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
る
。

　
第
六
十
二
条
中
「
法
第
六
十
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
病
院
又
は
診
療
所
」
を
「
保
険
医
療
機
関
等
」
に
、
「
標

準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

　
　
（
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
払
）

第
六
十
二
条
の
二
　
被
保
険
者
が
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第
二
号

　
に
掲
げ
る
病
院
又
は
診
療
所
か
ら
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
八
十
五

　
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
に
支
給
す
べ
き
入
院
時
生

　
活
療
養
費
は
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
対
し
て
支
払
う
も
の
と
す
る
。

　
　
（
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
減
額
の
対
象
者
）

第
六
十
二
条
の
三
　
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

　
当
す
る
者
と
す
る
。

　
　
一
　
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ハ
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者

　
二
　
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者

　
三
　
病
状
の
程
度
が
重
篤
な
者
又
は
常
時
の
若
し
く
は
集
中
的
な
医
学
的
処
置
、
手
術
そ
の
他
の
治
療
を
要
す
る

　
　
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
に
改
め
る
。
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（
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
領
収
証
）

第
六
十
二
条
の
四
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
法
第
八
十
五
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
五
条
第
八

　
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
領
収
証
に
は
、
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
に
つ
い
て
被
保

　
険
者
か
ら
支
払
を
受
け
た
費
用
の
額
の
う
ち
生
活
療
養
標
準
負
担
額
と
そ
の
他
の
費
用
の
額
と
を
区
分
し
て
記
載

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
六
十
三
条
の
見
出
し
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
中
「
若
し
く
は
薬
局
又

は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
「
又
は
薬
局
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
、
「
第
八
十
六

条
第
三
項
」
を
「
第
八
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
五
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

　
第
六
十
四
条
の
見
出
し
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
中
「
特
定
承
認
保
険
医

療
機
関
又
は
法
第
六
十
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
若
し
く
は
薬
局
」
を
「
保
険
医
療
機
関

等
又
は
保
険
薬
局
等
」
に
、
「
第
八
十
六
条
第
六
項
」
を
「
第
八
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
五
条

第
八
項
」
に
、
「
特
定
療
養
費
に
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
に
」
に
改
め
、
．
「
当
該
療
養
に
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及

び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
「
当
該
療
養
に
生
活
療
養
が
含
ま
れ
る
と
き
は
第
一
号
に
規
定
す
る
額
と

第
三
号
に
規
定
す
る
額
と
そ
の
他
の
費
用
の
額
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下

に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
標
準
負

担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
三
　
当
該
生
活
療
養
に
係
る
生
活
療
養
標
準
負
担
額

　
第
六
十
五
条
中
「
若
し
く
は
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改

め
る
。

　
第
六
十
六
条
第
一
項
第
六
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
、
生
活
療
養
、
評
価
療
養
」
を
加
え
、
同
項
第
八
号
中

「
若
し
く
は
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
八
十
三
条
第
一
項
中
「
入
院
時
食
事
療
養
費
、
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養

費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
に

係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る

療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
及
び
「
、
同
法
第
三
十
一
条
の
三

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院

時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
六
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を

「
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
八
十
四
条
第
一
項
第
九
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
若
し
く
は
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
」

に
改
め
る
。

　
第
八
十
五
条
第
一
項
第
三
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」

に
改
め
る
。

　
第
九
十
条
中
「
第
六
十
二
条
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
六
十
二
条
の
三
、
第
六
十
二
条
の
四
」
を
加
え
る
。

　
第
九
十
三
条
中
「
又
は
第
六
十
条
第
一
項
」
を
「
、
第
六
十
条
第
一
項
又
は
第
百
五
条
第
五
項
」
に
、
「
若
し
く
は

薬
局
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
「
又
は
薬
局
」
に
改
め
る
。

　
第
九
十
六
条
第
二
項
中
「
第
八
十
五
条
第
二
項
へ
第
三
号
を
除
く
。
）
」
を
「
第
八
十
五
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改

め
る
。

　
第
九
十
九
条
第
五
項
中
「
特
定
疾
病
療
養
受
領
証
」
を
「
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
第

九
十
九
条
第
七
項
」
を
「
第
九
十
九
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

　
第
百
条
中
「
同
条
箒
一
項
第
一
号
イ
か
ら
二
ま
で
」
を
「
同
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
改
め
、
同
条

第
二
号
中
「
額
ご
の
下
に
「
に
前
号
に
定
め
る
額
を
合
算
し
た
額
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号

中
「
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
二
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、

同
条
第
五
号
中
「
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
ホ
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
二
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条

第
四
号
と
し
、
同
条
第
六
号
中
「
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
へ
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
ホ
」
に
、
「
第

二
号
」
を
「
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
第
四
十
一
条
第

一
項
第
一
号
ト
ば
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
へ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
す
る
。

　
第
百
二
条
中
「
に
係
る
」
を
削
り
、
「
要
し
な
く
な
る
者
」
の
下
に
「
又
は
第
六
十
二
条
の
三
第
一
号
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
者
と
し
て
生
活
療
養
標
準
負
担
額
に
つ
い
て
減
額
が
あ
れ
ば
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
保
護
を
要
し

な
く
な
る
者
」
を
加
え
る
。

　
第
百
三
条
中
「
に
係
る
」
を
削
り
、
「
要
し
な
く
な
る
者
」
の
下
に
「
又
は
第
六
十
二
条
の
三
第
二
号
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
者
と
し
て
生
活
療
養
標
準
負
担
額
に
つ
い
て
減
額
が
あ
れ
ば
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
保
護
を
要
し

な
く
な
る
者
」
を
加
え
る
。

　
第
百
五
条
第
一
項
中
「
及
び
第
五
十
八
条
第
一
号
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
及
び
第
五
十
八
条
第
一
項
第
一

号
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
表
示
し
な
い
者
」
と
」
の
下
に
「
、
第
五
十
九
条
第
三
項

第
四
号
中
「
前
条
第
一
号
イ
又
は
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
令
弟
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ハ
又
は
二
」
と
」
を
加
え
、

同
条
第
七
項
中
「
法
第
六
十
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
病
院
又
は
診
療
所
」
を
「
保
険
医
療
機
関
等
」
に
、
「
標
準

負
担
額
を
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
又
は
生
活
療
養
標
準
負
担
額
を
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活

療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
十
一
条
第
一
項
中
「
減
額
し
な
い
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
と
あ
る
の
は
「
減
額

　
し
な
い
食
事
療
養
標
準
負
担
額
又
は
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」
と
、
「
を
入
院
時
食
事
療
養
費
又
は
」
と
あ
る
の
は

　
　
「
又
は
そ
の
生
活
療
養
に
つ
い
て
支
払
っ
た
生
活
療
養
標
準
負
担
額
か
ら
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
減
額
が
あ
っ

　
た
と
す
れ
ば
支
払
う
べ
き
で
あ
っ
た
生
活
療
養
標
準
負
担
額
を
控
除
し
た
額
に
相
当
す
る
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
院

　
時
食
事
療
養
費
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
又
は
入
院
時
生
活
療
養
費
若
し
く
は
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
食

　
事
療
養
を
」
と
あ
る
の
は
「
食
事
療
養
又
は
生
活
療
養
を
」
と
、
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
と
あ
る
の
は
「
食
事

　
療
養
標
準
負
担
額
又
は
生
活
療
養
に
つ
い
て
支
払
っ
た
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
食
事
療

　
養
標
準
負
担
額
」
と
あ
る
の
は
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
又
は
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

　
す
る
。

　
第
百
九
条
第
一
項
第
二
号
中
ら
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号

イ
か
ら
へ
ま
で
」
に
改
め
る
。

　
第
百
十
一
条
中
「
第
六
十
一
条
（
第
九
十
条
」
の
下
に
「
及
び
第
百
五
条
第
七
項
」
を
加
え
る
。

　
第
百
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め

る
。

　
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
表
第
五
十
四
条
の
項
中
「
若
し
く
は
診
療
所
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
「
又

は
診
療
所
」
に
改
め
、
同
表
第
六
十
条
第
一
項
の
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
、
「
若
し
く

は
診
療
所
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
「
又
は
診
療
所
」
に
改
め
、
同
表
第
六
十
条
第
二
項
の
項
中
「
若
し

く
は
診
療
所
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
「
又
は
診
療
所
」
に
改
め
、
同
表
第
六
十
州
条
第
一
項
の
項
中
「
若

し
く
は
診
療
所
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
「
又
は
診
療
所
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養

費
」
に
改
め
、
同
表
第
六
十
一
条
第
二
項
の
項
中
「
若
し
く
は
診
療
所
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
「
又
は

診
療
所
」
に
改
め
、
同
表
第
六
十
二
条
の
項
中
「
法
第
六
十
三
条
第
三
項
各
号
」
を
「
保
険
医
療
機
関
等
」
に
改
め
、

　
「
第
二
号
」
の
下
に
「
に
掲
げ
る
病
院
又
は
診
療
所
」
を
加
え
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

’
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第
六
十
二
条
の
三

受
け
る
者

受
け
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者

第
六
十
二
条
の
四

保
険
医
療
機
関
等

法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
病
院
又
は
診
療
所

入
院
時
生
活
療
養
費

か
ら
支
払

又
は
そ
の
被
扶
養
者
か
ら
支
払

　
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
表
第
六
十
四
条
の
項
中
「
法
第
六
十
三
条
第
三
項
各
号
」
を
「
保
険
医
療
機
関
等
又
は

保
険
薬
局
等
」
に
改
め
、
「
第
二
号
」
の
下
に
「
に
掲
げ
る
病
院
、
診
療
所
又
は
薬
局
」
を
加
え
、
「
特
定
療
養
費
」
を

「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
表
第
六
十
五
条
の
項
中
「
若
し
く
は
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療

養
費
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
、
「
、
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」

に
改
め
、
同
表
第
六
十
六
条
第
一
項
の
項
及
び
第
八
十
四
条
第
四
項
の
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療

養
費
」
に
改
め
、
同
表
第
九
十
九
条
第
六
項
の
項
、
第
九
十
九
条
第
七
項
の
項
、
第
百
五
条
第
五
項
の
項
及
び
第
百

五
条
第
六
項
の
項
中
「
若
し
く
は
診
療
所
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
「
又
は
診
療
所
」
に
改
め
、
同
表
第

百
五
条
第
七
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
五
条
第
七
項

保
険
医
療
機
関
等

法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
病
院
又
は
診
療
所

又
は
家
族
療
養
費

、
家
族
療
養
費
又
は
特
別
療
養
費

第
六
十
一
条
第
一
項

第
百
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
読
み
替
え
後
の
第
六
十
一
条
第
一
項

同
条
第
二
項

第
百
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
読
み
替
え
後
の
第
六
十
一
条
第
二
項

　
第
百
五
十
一
条
中
「
、
第
二
号
（
介
護
納
付
金
を
除
く
。
）
、
第
三
号
及
び
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に

改
め
る
。

　
第
百
五
十
九
条
第
一
項
第
六
号
中
「
第
八
十
六
条
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
並
び
に
第
百
十
条
第
十
一
項
」
を
「
第

八
十
五
条
の
二
第
五
項
、
第
八
十
六
条
第
四
項
及
び
第
百
十
条
第
七
項
」
に
、
「
若
し
く
は
保
険
薬
局
又
は
特
定
承
認

保
険
医
療
機
関
」
を
「
又
は
保
険
薬
局
」
に
改
め
、
同
項
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
十
一
の
二
　
法
附
則
第
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
（
健
康
保
険
組
合
の
合
併
又
は
分
割
嘘
伴
う
場
合

　
　
及
び
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
認
可
に
伴
う
場
合
を
除
く
。
）

　
第
百
七
十
条
中
「
及
び
第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十
二
条
ま
で
」
を
「
、
第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十
二
条
ま
で
及
び

第
百
三
十
八
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
三
十
八
条
第
三
項
中
「
法
第
三
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
又
は
第
三
十
八
条
第
三

　
号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
附
則
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
任
意
継
続
被
保
険
者
と
み
な

　
さ
れ
た
特
例
退
職
被
保
険
者
の
う
ち
法
第
三
十
八
条
第
三
号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

　
る
。

　
第
百
七
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
法
附
則
第
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
健
康
保
険
組
合
）

第
百
七
十
条
の
二
　
法
附
則
第
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
健
康
保
険
組
合
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

　
は
、
令
第
二
十
九
条
の
率
が
千
分
の
九
十
を
超
え
る
健
康
保
険
組
合
と
す
る
。

　
附
則
第
二
条
を
削
り
、
附
則
第
一
条
中
見
出
し
及
び
条
名
を
削
る
。

　
様
式
第
十
一
号
（
裏
面
）
中
「
覇
楢
廼
嵩
愚
」
を
「
沙
蝦
期
離
繭
構
ゆ
面
彊
」
に
改
め
る
。

　
様
式
第
十
二
号
（
表
面
）
中
「
（
》
酷
烈
S
沖
蝸
δ
畑
町
ぴ
」
を
「
（
（
N
）
S
」
に
、
「
沖
蝦
δ
燗
叫
ぴ
躍
油
　
H
陣
δ
U

鎌
濡
愚
S
繭
繕
皿
満
盆
」
を
「
陣
蝸
期
黙
×
貫
爵
蘇
購
聴
δ
矯
叫
ぴ
羅
ヨ
謡
強
S
陣
蝸
熟
離
蕪
様
ゆ
…
面
盆
×
｝
叫
肝

蘇
期
離
繭
楢
油
藺
盆
」
に
改
め
る
。

　
様
式
第
十
三
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
則
國
）

緯
齎
霜
郵
薫
満
漸
漸
期
黙
秘
贈
踏

嶋
蔦
　
　
柑
　
　
油
　
　
m
掛
へ
4

闘
詩
漸
漸
函

泌
罵
瞭

昂
　
　
歯
　
潮
q
、
肝
耕
地
m

罷
　
網
　
　
岳
　
　
血
　
　
m
肝

曲
路

甫
　
　
ヨ

剖
卸

疎
卸

藩
論
弼
磯

昂
　
　
函
鑓
q
肝
柑
池
m

温
湯
器
網
　
　
抽
　
　
並
　
　
m
許

曲
路

皿
口
抽
満
弼
無
職

謙
　
騨
　
蓋
　
田

若
鳥
　
　
　
　
柑
　
　
　
　
池
　
　
　
　
四
δ
5
針
澄

究
　
弼
　
蝋
　
歯
薄
　
　
q
　
　
碧

（索翻櫛》十》腿）司。川十搬洪蕪



寸

（
蜘
の
O
N
駅
《
贈
）

騨

畑

田
轡
翻

田
o
D
皿
①
世
o
o
r
慣
降

　撞個駅＋1巾博（1酬動晋口R圧」如r榔思想胆翻u農喫皿旧蝋型鰹遡蘭ぜ畷怖」如畷路

蟹湘区楚釧胆緊湘」ぜr穂掛砿思懸」如r蟹蹄燦湘壁掛砿側翻〉く楚釧雌輿獺聴磐賦環醤」埋溶愛ゆ。

　蝉帽駅十日中（裸1国）甚「厚生労働大臣が定める在宅時医学総合管理若しくは在宅末期医療総合

診療」如「厚生労働大臣が定める在宅時医学総合管理若しくは在宅末期医療総合診療（以下「入院

療養等」という。）」想’「食事療養に係る標準負担額」如「食事療養標準負担額又は生活療養標準負

担額」想’「入院の際又は在宅時医学総合管理若しくに在宅末期医療総合診療」如「入院療養等豆！

　「標準負担額」如「食事療養標準負担額又は生活療養を受ける場合に支払う生活療養標準負担額」

ぜ「入院をするとき又は在宅時医学総合管理若しくは在宅末期医療総合診療」如「入院療養等」想

諮愛ゆ。

　　運楓駅十4く咋玉軽鴨還帽駅十・ギnn重任「（入院時の食事に要する」如「（（2）の」ぜ「食事に要する費

用　1食につき定額の標準負担額」姻「食事療養又は生活療養に要する費用　定額の食事療養標準

負担額又は生活療養標準負担額」製諮愈卜Q。

　　遺嘱駅11十日中（欄間）仔「特定療養費」姻「入院時生活療養費、保険外併用療養費」想諮偲卜Q。

　　範嘱駅U十川中（櫃層）任「第八十六条第十三項」如「第八十五条の二第五項、第八十六条第四

　項」ぜ「六　　（省略）」如「六～九　　（省略）」想’「第八十六条第十二項及び第十三項、第百十条第七

項並びに」如「第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び」ぜ「三　（省略）」

　如「三～六　　（省略）」想諮偲ゆ。

　　遼嘱駅U十回nP（穏闇）任「六・七」如「六～十」想督愛ゆ。

　　饗個駅日十月（咋…i葭㌻：）撞帽駅11十1く中§如最ゆ。

　（嘩纒圏韻羅謳螺旨迷鰹横長瞑e鞭｛皮霜㌻6想劇ヒ墨継嘩鰹幽輿翠認e懸瀧溜旨想嘩鰹困難6吐鰹蘇羅

　監e削懸想趣赫卜Q細くFe1論詰旧）

駅日盛　迷纒團踏運認凶6贈鰹標眼e典型繍6想典型睡囎懸纒團紫翠認e優舘就6想単纒圏離5吐趣

　樵羅駐e調懸想霊位ゆ細くF（蟄暴111十11世職釧網＜F駅十1110燈）e　l籠掴冬e届“想治国赫ゆ。

　　胆煕岳「覇～6』～典型睡舘贈鰹圏顯鰹認e睡融」顧…孟ゆ。

　　　　　r駅1冊嘩纒圏腿翠認照覧騒鰹灘喰e典型（猷1懸』城閣懸）　　　　　r駅隅瞳
　　皿難駅隅ell蝋醜嚇麟纒e睡駝（欄懸el卜馴懸e図）如駅1隅迷
　　　　　　駅口糾　曄纒圏肖橋懸纒鰍振盪e劇蝋（駅→（囎（駅一十川蝉（）　　　　　」

慧畿響露瑳繋繋編鎌虫墾；幣騨）、劇劔。

　　駅1蝿紐一r潤め想典型睡離購鰹團緊羅認e睡賠」細簸㌃Q。

　　駅11瞭猷1晋駅1陣任rオ副向側「症11咋」想渚奪回nP梱囮邸駅1巾r刃D’匝罫駅1中e意想

　尽e1中如員・やくゆ。

　　日　坦黒く十・蝋駅ギ中食心駅《中桶pe緊製埋樋湘赫ゆ想酬O喫刈如。

　　駅H叫e11如疑卜Q。

　　駅《囎（駅1属駅日日じ脚気e蝿“想蓄愈卜Q。

　　U　坦猷く十凶（駅Eil中農小駅ヨ（中幅糖e緊製辺幅期赫ゆ想酬O畏刃細。

　　遜帽駅1皿吟’遺嘱駅10にe11凶6還楓駅11中細尽e妬心製治癒ゆ。

攣拭類斜巾（駅1《認墜）

穏
）

掬

梶

垂

製

聖

認瞑

翠

曝

幽

趣

（（

a
　
　
慨
く
寸
．
蚤
　
　
佩
く
。
っ
．
蚤
（
送
　
蛋
燦
週
感
懐
．
送
　
蚤
燦
輝
埋
．
送

塑
・
－
．
送
趨
）
世
墨
醤
一
悪
蒙
誉
撃
）
蚤
　
　
送
燦
簿
婁
．
送
　
蚤
照
稲
曝
，
送
　
蚤
環
軽
－
．
黒
）

楼
s
「
一
馨
蚤
登
撚
㊦

皿
　
興
　
母
　
粗
　
峰

簾
　
　
　
　
拠

霊
墨
e
毒
。
の
難
融
◎

馳
　
椥
翠
令
息

皿
　
㎎
　
母
　
罰
　
溢

壕
　
　
　
　
樗

　
　
　
　
蜘
怪
昆
（
組
悼
遡
鉄
製
聖
）
為
冥
箏
§
中
可
搬
並
製
郷
中
。
D
，
◎
．
中
門
駅
醤
。
o
厭
畷
8
駅
坦
鰹
瞳
遇
製

鹸
　
　
　
　
　
　
K

想
母
斑
ρ
↑
罰
悩

中
曲
笥
略
中
腸
e
駈
餌
e
塩
羅
隠
鰹
蟻
雄
図
幽
趣
瞳

翠
e
申
・
温
羅
裾
継
瞳
・
温
羅
踪
・
圏
遜
吐
・
駐
圏
礁
想
・
騒
團

（
㌍
穏
皐
．
楚
如
螂
e
く
坦
）
湘
軽
暖
⑤

呼
　
　
蕪
　
　
　
燦
　
　
　
舗
㊥

中
興
旨
蝿
中
麗
e
藪
翻
e
糧
羅
裾
継
嘩
楚
臥
幽
趣
蟻

皐
e
申
・
騒
羅
裸
鰹
購
・
圏
継
送

温
床
裾
騨
聖
　
　
湘
園
地
◎

娯
　
　
　
　
　
㎡

碧
　
　
担
　
　
蔭

曝
裸
　
　
償
爆
舗
　
　
趣
燦
e

濤
　
　
　
　
　
想

ユ
！
n
（
曜
瞭
）
超
翠
曝
幽
※

　
　
　
　
　
　
　
　
　
瞑
　
　
　
礁
　
　
　
鰹
　
　
　
瞳
血
『
　
燧
　
　
丑
　
　
田
　
　
醸

中
　
　
　
　
　
　
　
曲
※

償
想
る
略
姫
旺
e
紳
軽
置

田

殴
　
　
肝
　
　
　
経
牌

．
卦
秘
⇒
麗
岳
9
講
渕
e
記
↓

母

　
　
　
　
　
　
　
　
（
署
担
霞
e
志
鵡
捧
ゆ
農
相

b
終
瞬
旺
饗
e
和
穏
翠
．
槙
娯
．
楚
Φ
瞬
e
K
坦
■

盟

略
嗅
燃
悼
趣
選
“
還
摸
製



5 平成18年9月8．日　金曜日 官 報 （号外第205号）

（裏　　　面）

記入上の注意

1，

2
3
4

5
6

標題並びに①、②、④、⑤及び⑥の欄は、該当の文字を○で囲むこと。

ただし、⑤の欄については、平成18年10月1日前にした行為により罰金又は禁錮以上の刑に処せられた場合は、無をOで囲むこと。

開設者が管理者又は管理薬剤師であるときは、②の欄に斜線を引くこと。

③の欄は、病院又は診療所に限り、その標榜する診療科名を記入すること。

⑤の欄に有とOで囲んだ場合は、該当する法律名を記載すること。

また、内容欄に非該当となる年月日を記入すること。

　健康保険法第65条第3項第3号の場合の該当法律
　　　　　船員保険法　　　　　　　　　　　・国家公務員共済組合法

　　　　　医師法　　　　　　　　　　　　　・国民健康保険法

　　　　・歯科医師法　　　　　　　　　　　・薬事法

　　　　・保健師助産師看護師法　　　　　　・薬剤師法
　　　　・医療法　　　　　　　　　　　　　　・地方公務員等共済組合法

　　　　・私立学校教職員共済法　　　　　　・老人保健法

⑥及び⑦の欄は、病院又は療養病床を有する診療所に限り記入すること。
⑦の欄の特別の療養環境に係る病床とは、その利用について法律の規定に基づく費用の額を超える金額の支払を受ける病床を・

いうものであること。’

※の欄には、記入しないこと。

備考　この用紙は、A列4番とすること。

（表　　面）

※番　　　　　　　一号

※医療機関コード

名 称

①病　　院　　　　診　　療　　所

所 在 地

　医療法第30条の7の規定による②　勧告

有 無 勧 告　年　月 日

　変更後の指定に係る病床種別③，　ごとの病床数等

床

（うち、一般病床

（特別の療養環境に係る病床

床、療養病床

床

床、精神病床　　床、結核病床　　床、感染症病床

@（個室　床、2入室　床、華人室　床、4人室

床）

ｰ））

上記のとおり申請します．

　平成　　　年　　　月

地方社会保険事務局長

日

殿

保険医療機関指定変更申請書

開設者の氏名及び住所

（法人の場合は、名称、代表者の職氏名及び

主たる事務所の所在地） 印

様
式
第
一
号
の
二
（
第
一
条
の
二
闘
係

（裏　　　面）

記入上の注意

1．①及び②の欄は、該当の文字をOで囲むこと。
2．③の榔の特別の療養環境に係る病床とは、その利用について法律の規定に基づく費用の額を超える金額の支払を受ける病床を

　いうものであること．

※の欄には、記入しないこと。

備考　この用紙は、A列4番とすること。



6（号外第205号）報官金曜日平成18年9月8日
様
式
第
二
口
写
（
第
六
条
“
関
係
）

面）（表

登録申請書※登録の記号及ぴ番号
　　　　　　　　　　　　登　録　　申　請　書
ﾛ　　険　　粟　　剤　　師

※埜　録　年　月　日

①医師・歯科医師・薬剤師 氏　　　名 明・大・昭・平　　　年　　　月　　　日生　男　・女

②医籍・歯科医籍・薬剤師名簿 登録番号 登録年月日 明・大・昭・平　　　年　　　月　　　日

名　　　称 担当診療科名
　健康保険の診療・調剤に従事③する病院．診療所喋局

所柱地

該当する法律名

内　　　　　容　健康保険法第71条第2項第1号
Cから第3号のいずれか（登録欠格
@事由）に該当

有　　無
該当年月　日

処分権者等

日

上記のとおり申請します。

　　平成　　　年　　　月

印

医師若しくは歯科医師又は

薬剤師の氏名及び住所殿
地方社会保険事務局長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（裏　　　面）

記入上の注意

1．①、②、③及び④の欄は、該当の文字を○で囲むこと．

　　ただし、④の欄については、平成18年10月1日前にした行為により罰金又は禁錮以上の刑に処せられた場合は、無を○で囲むこと．

2．③の欄は、健康保険の診療又は調剤に従事する病院若しくは診療所又は薬局が2以上あるときは、主として従事するものについて

　　記入し、医師にあっては、その担当診療科名を記入すること．

3．④の欄に有と○で囲んだ場合は、該当する法律名を記載すること。

　　また、内容欄に非該当となる年月日を記入すること・

　　　健康保険法第71条第2項第2号の場合の該当法律
　　　　　　　　　　　　船員保険法　　　　　　　　　・国家公務員共済組合法

　　　　　　　　　　　　医師法　　　　　　　　　　　・国民健康保険法

　　　　　　　　　　　　歯科医師法　　　　　　　　　・薬事法

　　　　　　　　　　　　保健師助産師看護師法　　　　・薬剤師法

　　　　　　　　　　　　医療法　　　　　　　　　　・地方公務員等共済組合法

　　　　　　　　　　　　私立学校教職員共済法　　　　・老人保健法

※の欄には、記入しないこと。

備考　この用紙は、A列4番とすること。

　
（
老
人
保
健
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
老
人
保
健
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
厚
生
省
令
第
二
号
）
の
戸
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
目
次
中
「
、
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
、
「
及
び
特
定
療
養

　
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
一
章
の
章
名
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
一
章
第
二
節
の
節
名
中
「
及
び
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
」

　
に
改
め
る
。

　
　
第
十
五
条
の
見
出
し
中
「
又
は
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
又
は
保
険
外
併
用
療
養

　
費
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
若
し
く
は
同
項
」
を
「
、
同

　
項
第
二
号
に
規
定
す
る
生
活
療
養
（
以
下
単
に
「
生
活
療
養
」
と
い
う
。
）
、
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
評
価
療
養
（
以

　
下
単
に
「
評
価
療
養
」
と
い
う
。
）
又
は
同
項
第
四
号
」
に
改
め
、
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
（
法
第
三
十
一
条

　
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
療
養
を
受
け
よ
う
と

　
す
る
者
」
及
び
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
に
」
を
削
る
。

　
　
第
十
六
条
中
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め

　
る
。

　
　
第
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
第
三
十
一
条
の
三
第
十
項
」
を
「
、
第
三
十
一
条
の
二
の

　
二
第
七
項
及
び
第
三
十
一
条
の
三
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
、
生
活
療
養
、
評
価
療
養
」

　
を
加
え
る
。

　
　
第
二
十
条
第
四
項
中
「
若
し
く
は
」
を
「
、
評
価
療
養
又
は
」
に
改
め
、
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
に
つ
い

　
て
療
養
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
」
を
削
り
、
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
に
こ
れ
」
を
「
に
こ
れ
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
一
条
の
見
出
し
中
「
及
び
特
定
療
養
費
」
逢
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
」

　
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
及
び
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
「
及
び
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活

　
療
養
費
の
支
給
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
並
び
に
第
三
十
一
条
の
三
第

　
九
項
及
び
第
十
項
」
を
「
、
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
七
項
及
び
第
三
十
一
条
の
三
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
中
「
支

　
給
及
び
特
定
療
養
費
」
を
「
支
給
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
、
「
医
療
及
び
特
定

　
療
養
費
」
を
「
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
二
条
中
「
第
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
第
二
項
第
四
号
」
に
、
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
六
条

　
の
六
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
四
条
の
見
出
し
中
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
中
「
次
条
」
の
下
に

　
　
「
、
第
二
十
六
条
の
四
及
び
第
二
十
六
条
の
五
」
を
加
え
、
「
、
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
に
つ
い
て
食
事
療
養

　
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
」
を
削
り
、
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
に
こ
れ
」
を
「
に
こ
れ
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
五
条
の
見
出
し
中
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
標
準
負

　
担
額
を
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
を
」
に
、
「
標
準
負
担
額
か
ら
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
か

　
ら
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
、
「
標
準
負
担
額
差
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
差
額
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

　
中
「
標
準
負
担
額
差
額
の
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
差
額
の
」
に
、
「
標
準
負
担
額
差
額
支
給
申
請
書
」
を
「
食

　
事
療
養
標
準
負
担
額
差
額
支
給
申
請
書
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
及
び
同
条
第
三
項
中
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事

　
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
六
条
中
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

　
　
　
（
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
払
）

　
第
二
十
六
条
の
二
　
老
人
医
療
受
給
対
象
者
が
、
保
険
医
療
機
関
等
に
つ
い
て
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
を

　
　
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
の
二
第

　
　
五
項
の
蜆
定
に
よ
り
当
該
老
人
医
療
受
給
対
象
者
に
支
給
す
べ
き
入
院
時
生
活
療
養
費
は
当
該
保
険
医
療
機
関
等

　
　
に
対
し
て
支
払
う
も
の
と
す
る
。
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（
法
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
二
十
六
条
の
三
　
法
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の

　
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
者
と
す
る
。

　
一
　
令
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
ハ
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
者

　
二
　
令
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
者

　
三
　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
第
六
十
二
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
者

　
（
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
減
額
）

第
二
十
六
条
の
四
　
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
の
交
付
を
受
け
た
前
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ

　
る
者
は
、
保
険
医
療
機
関
等
に
つ
い
て
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
保

　
険
医
療
機
関
等
に
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
生
活
療
養
標
準
負
担
額
減
額
に
関
す
る
特
例
）

第
二
十
六
条
の
五
　
市
町
村
長
は
、
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を
保
険
医
療
機
関
等
に
提
示
で
き
な

　
か
っ
た
た
め
、
減
額
し
な
い
生
活
療
養
標
準
負
担
額
を
支
払
つ
た
老
人
医
療
受
給
対
象
者
に
つ
い
て
、
そ
の
提
示

　
で
き
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
当
該
生
活
療
養
に
つ
い
て
支
払
つ
た
生
活
療
養

　
標
準
負
担
額
か
ら
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
減
額
が
あ
っ
た
な
ら
ば
支
払
う
べ
き
生
活
療
養
標
準
負
担
額
を
控
除

　
し
た
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
生
活
療
養
標
準
負
担
額
差
額
」
と
い
う
。
）
を
入
院
時
生
活
療
養
費
と
し
て
支
給

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
生
活
療
養
標
準
負
担
額
差
額
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
生
活
療
養
標

　
準
負
担
額
差
額
支
給
申
請
書
を
市
町
村
長
に
提
出
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
限

　
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
当
該
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

　
定
証
を
添
え
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
生
活
療
養
を
受
け
た
保
険
医
療
機
関
等
の
名
称
及
び
所
在
地

3　
る
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
第
二
項
の
申
請
は
、
健
康
手
帳
及
び
被
保
険
者
証
等
を
提
示
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
領
収
証
）

第
二
十
六
条
の
六
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
法
第
三
十

　
一
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
領
収
証
に
は
、
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養

　
に
つ
い
て
老
人
医
療
受
給
対
象
者
か
ら
支
払
を
受
け
た
費
用
の
額
の
う
ち
生
活
療
養
標
準
負
担
額
と
そ
の
他
の
費

　
用
の
額
と
を
区
分
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
十
七
条
の
見
出
し
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
特
定
承
認

保
険
医
療
機
関
又
は
」
を
削
り
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
、
「
第
三
十
一
条
の
三
第
四
項
」
を

「
第
三
十
一
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
の
二
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削

る
。

　
　
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を
保
険
医
療
機
関
等
に
提
示
で
き
な
か
っ
た
理
由

　
　
傷
病
名
及
び
そ
の
原
因
、
発
病
又
は
負
傷
の
年
月
日
、
傷
病
の
経
過

　
　
保
険
医
療
機
関
等
に
対
し
て
支
払
つ
た
生
活
療
養
標
準
負
担
額

　
　
入
院
の
期
間

　
　
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
加
入
者
と
な
っ
て
い
る
保
険
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
被
保

　
険
者
証
等
の
記
号
番
号

臨
前
項
の
申
請
書
に
は
、
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
費
用
の
額
及
び
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
減
額
の
認
定
に
関
す
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健
康
手
帳
の
医
療
受
給
者
証
の
受
給
者
番
号

　
第
二
十
八
条
の
見
出
し
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
中
「
特
定
承
認
保
険
医

療
機
関
又
は
」
を
削
り
、
「
第
三
十
一
条
の
三
第
六
項
」
を
「
第
三
十
一
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
法

第
三
十
一
条
の
二
第
七
項
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
「
う
ち
、
当
該
療
養
に
食
事

療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
、
「
第
二
号
に
規
定
す
る
額
と
そ
の
他
の
費
用
の
額
と
を
」
の
下
に
「
、
当
該

療
養
に
生
活
療
養
が
含
ま
れ
る
と
き
は
第
一
号
に
規
定
す
る
額
と
第
三
号
に
規
定
す
る
額
と
そ
の
他
の
費
用
の
額
と

を
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
特
定
療
養
費
算
定
額
」
を
「
保

険
外
併
用
療
養
費
算
定
額
」
に
、
「
特
定
療
養
費
と
し
て
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
と
し
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二

号
中
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
三
　
当
該
生
活
療
養
に
係
る
生
活
療
養
標
準
負
担
額

　
第
二
十
九
条
第
一
項
第
三
号
中
「
又
は
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
又
は
保
険
外
併
用
療

養
費
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
、
生
活
療
養
、
評
価
療
養
」
を
加
え
る
。

　
第
三
十
条
中
「
又
は
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
事
由
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
、
、
「
若

し
く
は
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
一
条
第
一
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。
’

　
第
四
十
四
条
第
九
号
中
「
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
」
を
削
る
。

　
第
四
十
五
条
第
五
項
中
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」

に
改
め
る
。

　
第
四
十
六
条
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号

ロ
」
に
、
「
前
号
に
定
め
る
額
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
算
定
額
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第

四
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
二
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併

用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
ど
し
、
同
条
第
五
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ホ
」
を
「
第
十
四

条
第
一
項
第
一
号
二
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
す
る
。

　
第
四
十
七
条
中
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
「
な
る
者
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
六

条
の
三
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
と
し
て
生
活
療
養
に
係
る
生
活
療
養
標
準
負
担
額
に
つ
い
て
減
額
さ
れ

た
と
す
れ
ば
、
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
者
」
を
加
え
る
。

　
第
四
十
八
条
中
「
第
二
十
三
条
第
二
号
」
と
」
の
下
に
「
、
「
第
二
十
六
条
の
三
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二

十
六
条
の
三
第
二
号
」
と
」
を
加
え
る
。

　
第
五
十
条
第
五
項
中
「
、
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
に
つ
い
て
療
養
（
同
項
各
号
に
掲
げ
る
療
養
に
限
る
。
）

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
」
を
削
り
、
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
に
こ
れ
」
を
「
に
こ
れ
」
に
改
め
る
。

　
第
五
十
一
条
の
二
中
「
又
は
特
定
承
認
保
健
医
療
機
関
」
を
削
る
。

　
第
五
十
七
条
中
「
特
定
療
養
費
」
を
．
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
六
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改

め
、
同
項
第
二
号
中
「
標
準
負
担
額
差
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
差
額
の
支
給
、
生
活
療
養
標
準
負
担
額
差

額
」
に
改
め
る
。

　
第
六
十
三
条
第
一
号
中
「
並
び
に
第
三
十
一
条
の
三
第
九
項
及
び
第
十
項
」
を
「
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
七

項
及
び
第
三
十
一
条
の
三
第
六
項
」
に
改
め
る
。

　
様
式
第
一
号
（
裏
面
）
中
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
「
食
費
」
を
「
食
事
療
養
又
は
生
活
療
養
」

に
、
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
又
は
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
る
。
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様
式
第
二
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

面）（表

証人　保　健　検　査
（法第三十一条関係）

老

10　第二十五条第三項から第六項まで、第二十七条、

　第二十九条第二項から第四項まで及び前条の規定

　は、保険医療機関等について受けた食事療養及びこ

　れに伴う入院時食事療養費の支給について準用す

　る。この場合において、これらの規定に関し必要な

　技術的読替えは、政令で定める。

　（入院時生活療養費）

第三十一条の二の二

1～6　（省略）

7　第二十五条第三項から第六項まで、第二十七条、

　第二十九条第二項から第四項まで、第三十一条及び

　前条第五項から第七項までの規定は、保険医療機関

　等について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生

　活療養費の支給について準用する。この場合におい

　て、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政

　令で定める。

　（保険外併用療養費）

第三十一条の三

1～5　（省略）

6　第二十五条第二項から第六項まで、第二十七条、

　第二十九条第二項から第四項まで、第三十一条及び

　第三十一条の二第五項から第七項までの規定は、保

　険医療機関等について受けた評価療養及び選定療養

　並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給につい

　て準用する。この場合において、これらの規定に関

　し必要な技術的読替えは、政令で定める。

7　（省略）

　
様
式
第
三
号
（
表
面
）
中
「
離
満
期
聴
路
」
を
「
》
酪
蒸
餅
鎌
期
離
躍
S
博
誌
（
囲
期
躍
S
博
お
酪
ゆ
け
。
y
痢

瓢
鼻
取
註
勤
離
躍
」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
中
「
図
箕
鵡
謡
期
謄
躍
」
を
「
、
＞
罰
鰯
肝
煎
贈
離
躍
S
博
お
×

再
論
蛎
単
車
勘
期
脇
躍
」
に
改
め
る
。

　
様
式
第
三
号
の
三
（
表
面
）
，
中
「
鼎
満
期
黙
期
」
を
「
＞
酷
烈
肝
煎
期
牒
踏
S
掛
欝
（
園
瀬
踏
S
料
詳
嘩
帥
α
。
γ

究
弼
単
車
曲
蛍
離
畢
」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
中
「
×
耳
離
満
期
離
羅
」
を
「
’
＞
欝
餌
肝
煎
期
離
躍
S
料
誌

×
舜
粛
溺
享
蕪
油
購
膝
躍
」
に
改
め
る
。

　
（
老
人
保
健
法
に
よ
る
保
険
者
の
拠
出
金
の
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
老
人
保
健
法
に
よ
る
保
険
者
の
拠
出
金
の
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
ハ
昭
和
六
十
二
年
厚
生
省
令
第
六
号
）

　
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
六
条
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
並
び
に
法
第
三
十
一
条
の
三
第
九
項
及
び
第
十
項
」
を
「
、
法
第
三
十
一
条
の
二

　
の
二
第
七
項
及
び
法
第
三
十
一
条
の
三
第
六
項
」
に
改
め
る
。

　
（
老
人
保
健
法
に
よ
る
保
険
者
の
拠
出
金
の
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
老
人
保
健
法
に
よ
る
保
険
者
の
拠
出
金
の
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
四

　
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
五
十
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
中
「
平
成
十
八
年
度
」
を
「
平
成
十
八
年
三
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で

　
の
期
間
」
に
、
「
第
三
十
一
条
の
三
第
九
項
及
び
第
十
項
」
を
「
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十

　
八
年
法
律
第
八
十
三
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
老
人
保

　
健
法
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
旧
老
健
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
の
三
第
九
項
及
び
第
十
項
」
に
、
「
法
第
二
十

　
九
条
第
三
項
（
法
第
三
十
一
条
の
二
第
十
項
並
び
に
第
三
十
一
条
の
三
第
九
項
及
び
第
十
項
」
を
「
法
第
二
十
九
条

　
第
三
項
（
法
第
三
十
一
条
の
二
第
十
項
並
び
に
旧
老
健
法
第
三
十
一
条
の
三
第
九
項
及
び
第
十
項
」
に
改
め
、
「
以
下

　
「
平
成
十
八
年
度
」
の
下
に
「
前
期
」
を
加
え
、
同
号
口
中
「
平
成
十
八
年
度
一
件
当
た
り
審
査
支
払
事
務
費
」
を

　
「
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
法
第
二
十
九
条
第
二
項
（
法
第

　
三
十
一
条
の
二
第
十
項
、
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
七
項
及
び
第
三
十
一
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

　
を
含
む
。
）
及
び
第
四
十
六
条
の
五
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
（
法
第
二
十

　
九
条
第
三
項
（
法
第
三
十
一
条
の
二
第
十
項
、
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
七
項
及
び
第
三
十
一
条
の
三
第
六
項
に
お

　
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
十
六
条
の
五
の
二
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
に
要
す
る
費
用
を
含
む
。
）

　
の
見
込
額
を
基
礎
と
し
て
当
該
事
務
の
一
件
当
た
り
の
執
行
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
と
し
て
保
険
者
の
種
別
等
に

　
応
じ
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
（
以
下
「
平
成
十
八
年
度
後
期
一
件
当
た
り
審
査
支
払
事
務
費
」
と
い
う
。
）
」
に
、

　
　
「
医
療
等
」
を
「
医
療
（
医
療
費
の
支
給
を
含
む
。
）
、
入
院
時
食
事
療
養
費
の
支
給
（
医
療
費
の
支
給
を
含
む
。
）
、

　
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
（
医
療
費
の
支
給
を
含
む
。
）
、
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
（
医
療
費
の
支
給
及
び
改

　
正
法
附
則
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
老
健
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項

　
に
規
定
す
る
特
定
療
養
費
の
支
給
（
医
療
費
の
支
給
を
含
む
。
）
を
含
む
。
）
、
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
（
介
護

　
保
険
法
施
行
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
四
十
六
条
の
五
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
老
人
訪
問
看

　
護
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
除
く
。
）
、
移
送
費
の
支
給
及
び
高
額
医
療
費
の
支
給
（
第
五
項
に
お
い
て
「
入
院
時

　
生
活
療
養
費
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
医
療
等
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
等
」
に
改
め
る
。

　
　
第
五
十
三
条
第
二
十
号
中
「
平
成
十
八
年
度
」
の
下
に
「
前
期
」
を
加
え
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
二
十
の
二
　
附
則
第
五
十
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
平
成
十
八
年
度
後
期
一
件
当
た
り
審
査
支
払
事
務

　
　
　
費

　
　
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条
・
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
七
条
の
四
第
七
項
中
「
第
五
十
三
条
第
六
項
又
は
第
七
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
「
、
特
定
承

　
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
る
。

　
　
第
二
十
五
条
中
「
第
五
十
三
条
第
七
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」

　
を
削
る
。

　
　
第
二
十
六
条
の
二
の
見
出
し
中
「
標
準
負
担
額
減
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
の
減
額
」
に
改
め
、
同
条
中

　
　
「
標
準
負
担
額
」
を
．
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
六
条
の
三
の
見
出
し
中
「
標
準
負
担
額
や
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
六
条
の
四
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」

　
を
削
る
。

　
　
第
二
十
六
条
の
五
の
見
出
し
中
「
標
準
負
担
額
減
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
の
減
額
」
に
改
め
、
同
条
第

　
一
項
中
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
、
「
減
額
認
定
証
の
」
を
「
減
額
認
定
証
を
」
に
改
め
、

　
同
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
項
中
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
る
。
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第
二
十
六
条
の
六
中
「
標
準
負
担
額
」
を
幽
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え

る
。　

（
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
払
）

第
二
十
六
条
の
六
の
二
　
被
保
険
者
が
、
保
険
医
療
機
関
に
つ
い
て
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
を
受
け
た
場

　
合
に
お
い
て
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

　
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
又
は
組
合
員
に
支
給
す
べ
き
入
院
時
生
活
療
養
費
は
当
該
保
険
医
療
機
関
に

　
対
し
て
支
払
う
も
の
と
す
る
。

　
（
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
減
額
の
対
象
者
）

第
二
十
六
条
の
六
の
三
　
法
第
五
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
生
活
療
養
標
準
負
担
額
に
つ
い
て
の
健
康
保
険

　
法
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
関
し
て
は
、
同
条
第
一
号
中
「
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号

　
ハ
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
第
二
十
九
条
の
四
第

　
一
項
第
一
号
ハ
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
二
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
健
康
保
険
法

　
施
行
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
二
」
と
す
る
。

　
　
（
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
領
収
証
）

第
二
十
六
条
の
六
の
四
　
保
険
医
療
機
関
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
第

　
五
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
領
収
証
に
は
、
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
に
つ
い
て
被

　
保
険
者
か
ら
支
払
を
受
け
た
費
用
の
額
の
う
ち
生
活
療
養
標
準
負
担
額
と
そ
の
他
の
費
用
の
額
と
を
区
分
し
て
記

　
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
十
六
条
の
七
の
見
出
し
中
「
特
定
療
養
費
」
を
．
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
若
し

く
は
」
を
「
又
は
」
．
に
改
め
、
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養

費
」
に
改
め
、
「
第
五
十
三
条
第
三
項
」
の
下
に
「
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
第
三
項
」
を
加
え
、
同
条
第

二
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
六
条
の
八
の
見
出
し
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
中
「
又
は
特
定
承

認
保
険
医
療
機
関
は
、
法
第
五
十
三
条
第
五
項
」
を
「
は
、
法
第
五
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十

二
条
第
五
項
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
「
の
う
ち
当
該
療
養
に
食
事
療
養
」
の
下

に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
、
「
第
二
号
に
規
定
す
る
額
と
そ
の
他
の
費
用
の
額
と
を
」
の
下
に
「
、
当
該
療
養
に
生
活

療
養
が
含
ま
れ
る
と
き
は
第
一
号
に
規
定
す
る
額
と
第
三
号
に
規
定
す
る
額
と
そ
の
他
の
費
用
の
額
と
を
」
を
加
え
、

同
条
第
一
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事

療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
三
　
当
該
生
活
療
養
に
係
る
生
活
療
養
標
準
負
担
額

　
第
二
十
七
条
第
一
項
第
四
号
中
「
又
は
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
又
は
保
険
外
併
用
療

養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
第
二
号
中
「
若
し
く
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
る
。

　
第
二
十
七
条
の
六
第
一
項
及
び
第
四
項
中
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
る
。

　
第
二
十
七
条
の
八
第
一
項
中
「
第
五
十
三
条
第
五
項
」
を
「
第
五
十
二
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「
、
第
二
十
六
条
の

八
」
の
下
に
「
（
見
出
し
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
「
特
別
療
養
費

に
係
る
」
と
」
の
下
に
「
、
「
第
五
十
三
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
四
条
の
三
第
二
項
」
と
」
を
加
え
、
「
標

準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
「
要
し
た
費
用
の
額
と
す
る
。
）
」
と
」
の
下
に
「
、
「
当
該
生

活
療
養
に
係
る
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
生
活
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が

現
に
当
該
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
と
す
る
。
）
」

と
」
を
加
え
る
。

　
第
二
十
七
条
の
十
三
第
十
項
中
「
第
一
項
の
」
を
「
認
定
を
受
け
た
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、

同
条
第
九
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
五
項
中
「
第

一
項
の
」
を
「
認
定
を
受
け
た
」
に
、
「
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

　
一
　
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
に
至
っ
た
と
き
。

　
二
　
特
定
疾
病
受
療
証
に
記
載
さ
れ
た
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
が
変
更
さ
れ
た
と
き
。

　
三
　
特
定
疾
病
受
療
証
の
有
効
期
限
に
至
っ
た
と
き
。

『
第
二
十
七
条
の
十
三
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
の
」
を
「
認
定
を
受
け
た
」
に
改

め
、
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
被
保
険

者
」
を
「
認
定
を
受
け
た
被
保
険
者
」
に
改
め
、
「
組
合
員
に
」
の
下
に
「
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
一
条
第
六
項

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
疾
病
ご
と
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
七
十
歳
に
達
す
る
日

の
属
す
る
月
以
前
に
受
け
る
療
養
に
係
る
令
第
二
十
九
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
疾
病

（
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
を
除
く
。
）
に
係
る

特
定
疾
病
受
療
証
に
つ
い
て
は
有
効
期
限
を
定
め
て
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

3
　
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
に
受
け
る
療
養
に
係
る
令
第
二
十
九
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
厚
生

　
労
働
大
臣
の
定
め
る
疾
病
（
健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
第
四
十
二
条
第
六
項

　
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
を
除
く
。
）
に
係
る
高
額
療
養
費
が
、
令
第
二
十
九
条
の
三
第

　
六
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
は
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添

　
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
保
険
者
は
、
当
該
事
実
を
公
簿
等
又
は
そ
の
写
し
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
十
七
条
の
十
四
中
「
同
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ル
ま
で
」
を
「
同
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
」
に

改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
六
号
」
を
「
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用

療
養
費
」
に
、
「
第
六
号
」
を
「
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中
「
第
二
十
九
条
の
二
第

一
項
第
一
号
へ
及
び
ト
」
を
「
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ホ
及
び
へ
」
に
、
「
第
六
号
」
を
「
第
五
号
」
に
改

め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
五
号
中
「
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
チ
及
び
リ
」
を
「
第
二
十
九

条
の
二
第
一
項
第
一
号
ト
及
び
チ
」
に
、
「
第
六
号
」
を
「
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第

六
号
中
「
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ヌ
及
び
ル
」
を
「
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
リ
及
び
ヌ
」
に
改

め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
す
る
。

　
第
二
十
七
条
の
十
四
の
三
第
一
項
中
「
及
び
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
健
康
保
険

法
施
行
規
則
第
五
十
八
条
第
一
号
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
同
条

第
六
項
中
「
第
二
十
六
条
の
五
」
の
下
に
「
（
第
二
十
六
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加

え
、
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
又
は
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
「
入
院
時
食
事
療
養
費
」

の
下
に
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
」
を
加
え
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
こ
の
嚇
合
に
お
い
て
、
第
二
十
六
条
の
五
の
見
出
し
中
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
と
あ
る
の
は
「
食
事
療
養

　
標
準
負
担
額
又
は
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
減
額
し
な
い
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
と
あ

　
る
の
は
「
減
額
し
な
い
食
事
療
養
標
準
負
担
額
又
は
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」
と
、
「
を
入
院
時
食
事
療
養
費
」
と

　
あ
る
の
は
「
又
は
当
該
生
活
療
養
に
つ
い
て
支
払
つ
た
生
活
療
養
標
準
負
担
額
か
ら
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
減

　
額
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
支
払
う
べ
き
で
あ
っ
た
生
活
療
養
標
準
負
担
額
を
控
除
し
た
額
に
相
当
す
る
額
を
、
そ
れ

　
ぞ
れ
入
院
時
食
事
療
養
費
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
又
は
入
院
時
生
活
療
養
費
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養

　
費
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
食
事
療
養
を
」
と
あ
る
の
は
「
食
事
療
養
又
は
生
活
療
養
を
」
と
、
「
食
事
療
養
標
準

　
負
担
額
」
と
あ
る
の
は
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
又
は
生
活
療
養
に
つ
い
て
支
払
つ
た
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」

　
と
、
同
条
第
三
項
中
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
と
あ
る
の
は
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
又
は
生
活
療
養
標
準
負

　
担
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
第
二
十
七
条
の
十
五
第
一
項
中
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
』
を
削
る
。
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第
二
十
七
条
の
十
七
第
一
項
第
一
号
中
「
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ル
ま
で
」
を
「
第
二
十
九
条

の
二
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
同
項
第
一
号
へ
」
を
「
同
項
第
一
号
ホ
」
に
改

め
る
。

　
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
特
定
療
養
費
の
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
、
保
険
外
併
用
療
養
費
の
」
に
改

め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
特
定
療
養
費
に
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費

に
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
特
定
療
養
費
に
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費

に
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
及
び
「
、
同
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に

よ
る
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
特
定
療
養
費
に
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る

療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
に
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
若

し
く
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療

養
費
の
支
給
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
中
「
第
一
条
の
五
」
を
「
第
一
条
の
四
」
に
改
め
る
。

　
第
三
十
一
条
中
「
若
し
く
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
■
を
削
る
。

　
第
四
十
二
条
の
四
第
一
項
中
「
第
五
十
三
条
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
」
を
「
第
五
十
二
条
の
二
第
三
項
、
第

五
十
三
条
第
三
項
及
び
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は

特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
る
。

　
第
四
十
四
条
中
「
第
五
十
三
条
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
」
を
「
第
五
十
三
条
第
三
項
及
び
」
に
改
め
る
。

　
附
則
第
十
四
項
第
一
号
中
「
又
は
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
又
は
保
険
外
併
用
療

養
費
」
に
改
め
、
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
る
。

　
様
式
第
一
号
（
裏
面
）
、
様
式
第
一
号
の
二
（
裏
面
）
及
び
第
一
号
の
二
の
二
（
裏
面
）
中
「
矯
蝿
」
を
「
矯
蝸
蛍

爆
×
耳
許
疎
期
離
」
に
改
め
る
。

　
様
式
第
一
号
の
三
（
表
面
）
中
「
温
・
汁
・
器
・
網
」
を
「
器
・
煮
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
の
六
（
表
面
）
中

綱・罷・汁

柑

並

m

一

一

を

煮・眉

描

油

1コ

備
坤
茜
鐡
」
を
「
陣
蝸
勘
熟
熟
癬
蹄
苗
鐡
」
に
改
め
、
同
様
式
（
備
考
）

　
　
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
中
「
繭

　
」中

「
斎
建
」
を
「
寄
島
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
辮
國
）

国
画
窩
蒲
痢
添
水
満
潮
前
期
離
幽
熟
開

掛
‡
柑
池
m

岳
　
　
油

1コ

融
謡
漸
漸
曲

出
　
　
即

疎

d口

前蝋郷霜露

卑
　
　
画

餅
抽
油
m

謙
　
薄
　
蕊
　
m

針
　
酵
　
醤
　
鰯

四
四
蹄
曲
鰯
無
盤

痢
弼
疎
疎
卸
旨
q

δ
痢
弼
瞭
S
菌
群

薄
q
碧

旨・遡

着・蜀

抽

血

m

網
爵

抽

〕

1コ

望
薄

抽

池

田
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　牽楓蕪1ゆeく（副魑）任「食事療養に係る標準負担額」如「食事療養標準負担額又は生活療養
標準負担額」ぜr支払う標準負担額」拙r支払う食事療養標準負担額又は生活療養を受ける際に支

払う生活療養標準負担額」上2溶愛野Q。

　攣個駅川（構1国）如意e超心慰溶遺ゆ。

懸宿願川　（駅巨1十目蝿（認懸）

扁

〔
瞳
匪
日
e
駅
開
十
目
猷
坦
〕

綱
郵
鰹
転
遷
型
田
圃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
潔
）
　
の
～
。
o

　
　
（
蜜
灘
）
。
ゆ
赫
暇
紛
P
二
〇
U
酵
鯉
似
e
窟
獺
爆
「
験
糞
心
輩

皿
U
帥
農
”
め
貞
烈
鞭
ゆ
瞳
2
無
熱
蟹
誌
糞
喫
む
甑
P
二
〇
2

㎜
湘
蘇
蹄
鰹
牌
匝
捻
製
聖
楚
国
恥
匪
選
腿
幽
趣
峠
｝
．
楚
賀
軽

㎜
e
蝋
寝
慰
め
掛
日
e
目
e
懸
回
申
国
憲
．
属
十
堰
旨
煮
野

…
く
駅
．
野
川
駅
1
1
e
蝋
因
十
国
訳
．
罫
目
厭
悪
川
十
国
風

…
．
邸
国
風
艦
日
半
開
甑
．
日
e
蘇
国
十
目
騰
．
野
川
駅
蝋
園

㎜
十
目
駅
・
懸
1
十
図
聡
、
懸
十
日
蕪
．
四
目
蘇
る
肖
野
川

㎜
駅
懸
K
十
川
駅
坦
椅
想
馬
溜
愚
図
十
K
駅
坦
纒
購
腿
鯉
　
c
q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蜜
）
　
川
e
蝋
画
十
国
蕪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
寵
熱
脳
「
一
晩
埣
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
智
輕
）
。
ゆ
恒
旺
紺
P
二
い

…
想
巽
似
e
撫
獺
爆
旺
述
芯
継
述
心
辻
u
慾
嘉
日
u
一
る
絹
湘

｝
燻
製
麹
め
南
無
輿
里
離
畏
む
甑
ド
ニ
。
想
帥
匪
運
曝
幽
趣

一
贈
・
楚
製
緊
e
P
樋
興
国
甑
小
袋
野
川
駅
蝋
U
十
旧
訳
想

…
旨
掛
U
e
駅
園
十
目
蕪
．
P
福
田
く
駅
ゆ
灸
四
川
駅
懸
囚

…
十
日
駅
．
懸
1
十
回
鶻
’
懸
十
日
駅
．
属
目
駅
め
肖
野
川

一
駅
懸
K
十
川
駅
坦
椅
U
一
め
溜
《
園
十
K
風
垣
鰹
転
踏
越
　
o
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
智
）
　
N

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
智
）
　
　
懸
川
十
国
訳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
無
熱
鷹
匠
趣
《
継
述
）

　
　
　
（
潔
鄭
）
。
ゆ
赫
旺
紛
い
二
〇
2
巽
似
e
甑
熱
蟹
胆
姻
壇

㎜
趣
K
心
輩
u
鳶
口
鴇
怒
測
輿
照
畑
喫
公
甑
p
二
〇
u
誌
鋸

㎜
輿
幽
趣
吐
．
竺
製
緊
e
P
梶
野
四
駅
ゆ
灸
野
田
駅
蝋
握
想

一
る
潤
1
1
e
懸
国
十
園
駅
．
P
幅
凹
く
獣
心
飛
騨
川
蕪
駅
開

一
十
図
駅
．
蝋
1
十
目
駅
．
蝋
十
日
駅
．
晋
目
駈
る
霞
野
川

｝
駅
懸
K
十
田
駅
坦
椅
想
馬
溜
艦
図
十
K
獣
坦
鰹
瞳
置
型
　
o
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
（
智
）
　
N

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
智
）
　
　
日
e
駅
U
十
］
困
搬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
無
熱
輿
雌
釧
壇
趣
K
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
ゆ
赫
旺
掛
P
二
〇
U
範
礁
似
．

、第五十三条第

上」諮偲ゆ。

又は生活療養」

　攣帽猷川（剛国）任「（省略）」顧「（略）」想溶含ゆ。　　　　　　　　　　＿

　黛楓猷川e日（榔闇）牙「第五十三条第二項及び第五項」如r第五十一条第五要
二項」想’「（省略）」掴「（略）」想語偲’匝還楓（綴恒）仔「（省略）」剣「（略）」想溶食⑩

　撞嘱澱K（綴闇）任「特定療養費」如「入院時生活療養費、保険外併用療養費」
　牽個駅《（剛騒）’駅十（田区）軽b駅十e口（躍層）仔「食事」如「食事療養

2溶愛ゆ。

（
旧

榔
）

（裏面）

注

意

事

項

　
こ
の
証
に
よ
っ
て
認
定
疾
病
に
係
る
診
療
を
受
け
る
場
合
に
支
払
う
金
額
遺
、
保
険
医
療
機
関
等
ご
と
に
一
ヶ

月
に
つ
き
表
面
に
記
載
さ
れ
た
自
己
負
担
限
度
額
を
最
高
限
度
と
し
ま
す
。

　
た
だ
し
、
入
院
し
た
場
合
に
は
、
食
事
療
養
又
は
生
活
療
養
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
別
途
定
額
の
食
事
療

養
標
準
負
担
額
又
は
生
活
療
養
標
準
負
担
額
を
求
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

二
　
保
険
医
療
機
関
等
に
つ
い
て
認
定
疾
病
に
係
る
診
療
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
被
保
険
者
証
と
と
も
に
必

ず
こ
の
証
を
そ
の
窓
口
で
渡
し
て
く
だ
さ
い
。

三
　
被
保
険
者
の
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き
、
老
人
保
健
法
の
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
に
至
っ
た
と
き
、
自

　
己
負
担
限
度
額
が
変
更
さ
れ
た
と
き
又
は
減
額
認
定
証
の
有
効
期
限
に
至
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
こ
の
証
を
市

　
町
村
（
組
合
）
に
返
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
転
出
の
届
出
を
す
る
際
に
は
、
こ
の
証
を
添
え
て
く
だ
さ
い
。

四
　
こ
の
証
の
表
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
、
こ
の
証
を
添
え
て
、
市
町
村
（
組

合
）
に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

五

不
正
に
こ
の
証
を
使
用
し
た
者
は
、
刑
法
に
よ
り
詐
欺
罪
と
し
て
懲
役
の
処
分
を
受
け
ま
す
。

備　考
　1．この証は、被保険者1人ごとに作成すること。

　2．　「発効期日」欄には、この証が有効となる年月日を記載すること。

　3．　「有効期限」欄には、この証が無効となる日の前日を記載すること。

　4、H　I　V、血友病、人工透析（70歳以上）に係る特定疾病療養受療証における「有効期

　　限」の欄には、「有効期限＊＊年＊＊月＊＊日」と記載すること。

　5．　「自己負担限度額」の欄には、「1万円」又は「2万円」と記載すること。

　6．この証の大きさは、縦128ミリメートル、横91ミリメートルとすること。

　7．別途被保険者等に周知することにより、注意事項を省略することができる。

（
中
の
O
N
駅
《
ゆ
）

騨

位

田
鯉
媚
　
田
o
D
興
①
世
o
D
卜
怪
誹
F
［
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（
国
民
健
康
保
険
の
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条
　
国
民
健
康
保
険
の
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
八
年
厚
生
省
令
第
十
号
）
の

　
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
二
十
六
条
の
五
」
の
下
に
「
（
規
則
第
二
十
七
条
の
十
四
の
三
第
六
項
に
お
い
て

　
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
同
期
間
の
請
求
に
係
る
一
般
被
保
険
者
に
係
る
特
定
療
養
費
」
を
「
同
期
間

　
の
請
求
に
係
る
一
般
被
保
険
者
に
係
る
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
（
規
則
第
二
十
七
条
の
十
四
の
三
第
六
項
に
お

　
い
て
準
用
す
る
規
則
第
二
十
六
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
要
し
た
費
用
の
額
で
あ
っ
て
当
該
年
度
の

　
十
二
月
末
日
現
在
に
お
い
て
審
査
決
定
し
て
い
る
も
の
の
額
、
同
期
問
の
請
求
に
係
る
一
般
被
保
険
者
に
係
る
保
険

　
外
併
用
療
養
費
」
に
、
「
同
期
間
に
お
け
る
一
般
被
保
険
者
に
係
る
特
定
療
養
費
」
を
「
同
期
間
に
お
け
る
一
般
被
保

　
険
者
に
係
る
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
（
規
則
第
二
十
七
条
の
十
四
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
規
則
第
二

　
十
六
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
要
し
た
費
用
の
額
、
同
期
間
に
お
け
る
一
般
被
保
険
者
に
係
る
保
険

　
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
「
（
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
当
該
食
事
療
養
に
係
る
療
養
費

　
及
び
」
を
「
当
該
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
に
係
る
療
養
費
並
び
に
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
前
六
項
」
を
「
前

　
各
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
第
四
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」

　
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
同
項
第
六
号
中
「
特
定
療
養
費
」

　
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外

　
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及

　
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

　
　
七
　
第
一
号
に
規
定
す
る
措
置
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
対
象
と
な
る
一
般
被
保
険
者
の
生
活
療
養
に
係
る
保

　
　
　
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
に
別
表
第
一
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

　
　
八
　
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
対
象
と
な
る
一
般
被
保
険
者
の
生
活
療
養
に
係
る
保

　
　
　
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
に
別
表
第
一
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

　
　
九
　
一
般
被
保
険
者
に
係
る
生
活
療
養
に
係
る
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
か
ら
前
二
号
に

　
　
　
規
定
す
る
生
活
療
養
に
係
る
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額

　
　
第
四
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
5
　
一
部
負
担
金
の
割
合
軽
減
等
市
町
村
に
係
る
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
被
保
険
者
に
係
る
入
院
時
生
活
療
養
費

　
　
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
は
、
次
に
捧
げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。

　
　
一
　
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
措
置
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
対
象
と
な
る
一
般
被
保
険
者
の
入
院
時
生
活

　
　
　
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
に
別
表
第
一
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

　
　
二
　
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
対
象
と
な
る
一
般
被
保
険
者
の
入
院
時
生
活

　
　
　
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
に
別
表
第
一
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

　
　
三
　
一
般
被
保
険
者
に
係
る
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
か
ら
前
二
号
に
規
定
す
る
入
院
時

　
　
　
生
活
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額

　
　
第
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
中
「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
九
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　
　
第
六
条
第
二
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療

　
養
」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改

　
め
る
。

　
　
附
則
第
一
項
を
附
則
第
一
条
と
し
、
附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
附
則
第
四
項
の
前
の
見
出
し
及
び
同
項

　
を
削
り
、
附
則
第
五
項
及
び
第
六
項
を
削
る
。

　
　
附
則
第
七
項
を
附
則
第
二
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
調
整

　
対
象
収
入
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）
」
を
付
す
る
。

　
　
附
則
第
八
項
を
附
則
第
三
条
第
一
項
と
し
、
附
則
第
九
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
長
期

　
譲
渡
所
得
等
に
係
る
調
整
対
象
収
入
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）
」
を
付
す
る
。

　
　
附
則
第
十
項
を
附
則
第
四
条
第
一
項
と
し
、
附
則
第
十
一
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
附
則
第
十
二
項
中
「
附
則
第

　
十
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得

　
等
に
係
る
調
整
対
象
収
入
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）
」
を
付
す
る
。

　
附
則
第
十
三
項
を
附
則
第
五
条
第
一
項
と
し
、
附
則
第
十
四
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
先

物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
調
整
対
象
収
入
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）
」
を
付
す
る
。

　
附
則
第
十
五
項
を
附
則
第
六
条
と
す
る
。

　
附
則
第
十
六
項
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
項
中
「
第
四
条
第
七
項
」
を
「
第
四
条
第
八
項
」
に
、
「
又
は
附
則
第

十
五
項
第
二
号
」
を
「
及
び
附
則
第
六
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
七
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て

「
（
平
成
十
七
年
度
に
お
け
る
特
別
調
整
交
付
金
の
額
の
算
定
に
関
す
る
特
例
に
係
る
調
整
対
象
需
要
額
の
算
定
方

法
の
特
例
）
」
を
付
す
る
。

　
附
則
第
十
七
項
を
附
則
第
八
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
平
成
十
七
年
度
に
お
け
る
基
礎
賦
課
基
準
応
益

割
額
、
基
礎
賦
課
基
準
応
能
割
額
及
び
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
算
定

の
特
例
ご
を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　
（
平
成
十
八
年
度
に
お
け
る
調
整
対
象
収
入
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
九
条
　
平
成
十
八
年
度
の
調
整
対
象
収
入
額
の
算
定
方
法
に
限
り
、
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者

　
が
、
平
成
十
七
年
中
に
公
的
年
金
等
所
得
に
つ
い
て
特
定
公
的
年
金
等
控
除
額
の
控
除
を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
、

　
平
成
十
六
年
中
に
公
的
年
金
等
所
得
に
つ
い
て
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
十

　
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る

　
第
五
条
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
口
中
「
規
定
す
る
総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
す
る

　
総
所
得
金
額
（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に

　
係
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
か
ら
十
三
万
円
を
控
除
し
た

　
額
）
」
と
、
「
同
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
二
項
」
と
す
る
。

　
　
（
平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
調
整
対
象
収
入
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
十
条
　
平
成
十
九
年
度
の
調
整
対
象
収
入
額
の
算
定
方
法
に
限
り
、
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者

　
が
、
平
成
十
八
年
中
に
公
的
年
金
等
所
得
に
つ
い
て
特
定
公
的
年
金
等
控
除
額
の
控
除
を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
、

　
平
成
十
六
年
中
に
公
的
年
金
等
所
得
に
つ
い
て
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

　
正
前
の
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
五
条
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

　
条
第
一
項
第
一
号
口
中
「
規
定
す
る
総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
す
る
総
所
得
金
額
（
所
得
税
法
第
三
十

　
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算

　
し
た
金
額
か
ら
七
万
円
を
控
除
し
た
額
）
」
と
、
「
同
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二

　
第
二
項
」
と
す
る
。

　
附
則
第
十
八
項
中
「
第
一
号
口
中
」
を
「
第
一
号
イ
中
「
並
び
に
同
期
問
に
お
い
て
一
般
被
保
険
者
に
係
る
高
額

療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
期
問
に
お
い
て
一
般
被
保
険
者
に
係
る
高
額
療
養
費
の

支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
並
び
に
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
及
び
被
用
者
保
険
等
保
険
者
拠
出
金
等
の
算
定
等

に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
算
定
政
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
八

条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
」
と
、
同
号
口
中
「
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
額
（
算
定
政
令
附
則
第
八

条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
除
く
。
）
」
と
、
」
に
、
「
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
及
び
被
用
者
保
険
等
保
険
者

拠
出
金
等
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
附
則
第
十
六
項
に
規
定
す
る
標
準
高
額

医
療
費
拠
出
金
」
を
「
算
定
政
令
附
則
第
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
基
準
拠
出
対
象
額

の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
及
び
算
定
政
令
附
則
第
七
条
に
規
定
す
る
標
準
高
額
医
療
費
共
同
事
業
拠
出
金
」
に
改

め
、
「
額
」
と
、
」
の
下
に
「
同
項
第
二
号
中
「
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
及
び
被
用
者
保
険
等
保
険
者
拠
出
金

等
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
算
定

政
令
第
二
条
第
一
項
第
二
号
」
と
、
」
を
加
え
る
。

　
別
表
第
一
の
表
の
㈱
の
2
中
「
盆
祷
勘
離
巌
壁
4
羅
」
を
「
＞
醍
餌
肝
魂
熟
聴
路
S
渦
諾
育
湖
畔
δ
躍
油
S
艦
’
痢

郵
亭
蘇
曲
熟
熟
羅
」
に
改
め
、
「
（
矯
劇
熟
路
」
の
次
に
「
簿
q
餅
蘇
熟
離
」
を
加
え
、
「
×
口
ゆ
蝦
滋
琳
δ
粛
ぴ
鵡
機

嫌
謄
躍
」
を
「
♂
陣
蝸
期
墜
曇
ぴ
粛
添
垂
茜
期
離
誉
楽
書
燗
叫
ぴ
装
s
錨
星
醇
疎
難
壁
曇
δ
痢
弼

単
琴
曲
期
離
躍
」
に
改
め
る
。

　
別
表
第
二
中
「
標
準
負
担
額
収
入
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
収
入
、
生
活
療
養
標
準
負
担
額
収
入
」
に
改
め

る
。
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（
国
民
健
康
保
険
の
事
務
費
負
担
金
等
の
交
付
額
等
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条
．
国
民
健
康
保
険
の
事
務
費
負
担
金
等
の
交
付
額
等
の
算
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
厚
生
省
令
第
十

　
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
五
条
の
二
及
び
第
五
条
の
三
中
「
入
院
時
食
事
療
養
費
」
の
下
に
「
及
び
入
院
時
生
活
療
養
費
」
を
加
え
る
。

　
　
第
五
条
の
四
第
一
項
中
「
特
定
療
養
費
の
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
の
」
に
改
め
、
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及

　
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
，
「
調
整
前
特
定
療
養
費
額
」
を
「
調
整
前
保
険
外
併
用
療
養
費
額
」
に
改
め
、
「
又
は
特
定
承

　
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
に
次

　
の
一
項
を
加
え
る
。

　
3
　
算
定
政
令
第
二
条
第
三
項
の
表
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
療

　
　
養
に
係
る
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
う
ち
負
担
軽
減
措
置
の
対
象
と
な
る
被
保
険
者
に

　
　
係
る
費
用
の
額
と
し
て
算
定
す
る
費
用
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。

　
　
一
　
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
措
置
の
対
象
と
な
る
一
般
被
保
険
者
の
生
活
療
養
に
係
る
保
険
外
併
用
療
養
費

　
　
　
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額

　
　
二
　
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
の
対
象
と
な
る
一
般
被
保
険
者
の
生
活
療
養
に
係
る
保
険
外
併
用
療
養
費

　
　
　
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額

　
　
第
五
条
の
五
第
一
項
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
調
整
前
特
定
療
養
費
額
」
を
「
調

　
整
前
保
険
外
併
用
療
養
費
額
」
に
、
「
特
定
療
養
費
の
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
特

　
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
3
　
生
活
療
養
に
係
る
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
に
係
る
算
定
政
令
第
二
条
第
三
項
の
表
保

　
　
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
率
は
、
前
条
第
一
項

　
　
各
号
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
措
置
に
つ
い
て
そ
の
対
象
と
な
る
一
般
被
保
険
者
の
生
活
療
養
に
係
る
保
険
外
併

　
　
用
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
に
つ
き
、
別
表
第
二
に
定
め
る
率
と
す
る
。

　
　
第
六
条
第
二
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
調
整
前
特
定
療
養
費
額
」
を
「
調
整
前

　
保
険
外
併
用
療
養
費
額
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
同
条
第

　
六
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め

　
る
。

　
　
第
七
条
第
一
号
中
「
同
法
第
十
七
条
第
二
項
」
を
「
老
人
保
健
法
第
十
七
条
第
二
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

　
　
第
九
条
の
二
及
び
第
九
条
の
三
中
「
入
院
時
食
事
療
養
費
」
の
下
に
「
及
び
入
院
時
生
活
療
養
費
」
を
加
え
る
。

　
　
第
九
条
の
四
第
一
項
中
「
特
定
療
養
費
の
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
の
」
に
改
め
、
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及

　
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
調
整
前
特
定
療
養
費
額
」
を
「
調
整
前
保
険
外
併
用
療
養
費
額
」
に
改
め
、
「
又
は
特
定
承

　
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
に
次

　
の
一
項
を
加
え
る
。

　
3
　
算
定
政
令
第
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
算
定
政
令
第
二
条
第
三
項
の
表
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に

　
　
要
し
た
費
用
の
額
の
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
療
養
に
係
る
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
負

　
　
担
軽
減
措
置
の
対
象
と
な
る
被
保
険
者
又
は
組
合
員
に
係
る
費
用
の
額
と
し
て
算
定
す
る
費
用
の
額
は
、
次
に
掲

　
　
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

　
　
　
一
　
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
措
置
の
対
象
と
な
る
被
保
険
者
の
生
活
療
養
に
係
る
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支

　
　
　
給
に
要
し
た
費
用
の
額

　
　
二
　
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
の
対
象
と
な
る
組
合
員
の
生
活
療
養
に
係
る
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給

　
　
　
に
要
し
た
費
用
の
額

　
　
第
九
条
の
五
第
一
項
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
調
整
前
特
定
療
養
費
額
」
を
「
調

　
整
前
保
険
外
併
用
療
養
費
額
」
に
、
「
特
定
療
養
費
の
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
特

　
定
療
養
費
」
・
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3
　
生
活
療
養
に
係
る
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
に
係
る
算
定
政
令
第
五
条
第
五
項
に
お
い

　
て
準
用
す
る
算
定
政
令
第
二
条
第
三
項
の
表
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
項
に
規
定
す
る

　
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
率
は
、
前
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
措
置
に
つ
い
て
そ
の
対
象
と
な
る

　
被
保
険
者
又
は
組
合
員
の
生
活
療
養
に
係
る
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
に
つ
き
、
別
表
第

　
三
に
定
め
る
率
と
す
る
。

　
第
十
条
第
二
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
調
整
前
特
定
療
養
費
額
」
を
「
調
整
前

保
険
外
併
用
療
養
費
額
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
同
条
第

六
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め

る
。　

第
十
四
条
第
二
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の

額
の
見
込
額
、
同
期
間
の
請
求
に
係
る
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」

を
、
「
特
別
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
」
の
下
に
「
と
当
該
生
活
療
養
に
係
る
療
養
費
及
び
特
別

療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
見
込
額
」
を
加
え
、
同
条
第
九
項
第
四
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外

併
用
療
養
費
」
・
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
』
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
同
項
第
六
号
中
「
特

定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
特
定
療
養
費
」

を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
同
項

に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

　
七
　
第
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
措
置
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
対
象
と
な
る
被
保
険
者
の
生
活

　
　
療
養
に
係
る
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
に
別
表
第
三
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の

　
　
合
計
額

　
八
　
第
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
対
象
と
な
る
組
合
員
の
生
活
療

　
　
養
に
係
る
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
に
別
表
第
三
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合

　
　
計
額

　
九
　
生
活
療
養
に
係
る
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額

　
　
第
十
五
条
第
八
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

8
　
一
部
負
担
金
の
割
合
軽
減
等
組
合
に
係
る
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た

　
費
用
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。

　
一
　
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
措
置
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
対
象
と
な
る
被
保
険
者
の
入
院
時
生
活
療
養

　
　
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
に
別
表
第
三
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

　
二
　
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
対
象
と
な
る
組
合
員
の
入
院
時
生
活
療
養
費

　
　
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
に
別
表
第
三
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

　
三
　
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
か
ら
前
二
号
に
規
定
す
る
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
に

　
　
要
し
た
費
用
の
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額

　
附
則
第
一
項
を
附
則
第
一
条
と
し
、
附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
る
。

　
附
則
第
四
項
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
附
則
第
十
三
項
各
号
」
を
「
附
則
第
四
条
各
号
」
に
改
め
、
同
項
の
表
中

　
「
附
則
第
十
三
項
第
一
号
の
」
を
「
附
則
第
四
条
第
一
号
の
」
に
、
「
附
則
第
十
三
項
第
二
号
の
」
を
「
附
則
第
四
条

第
二
号
の
旨
に
、
「
附
則
第
十
三
項
第
一
号
イ
」
を
「
附
則
第
四
条
第
一
号
イ
」
に
、
「
附
則
第
十
三
項
第
一
号
ロ
」
を

　
「
附
則
第
四
条
第
一
号
ロ
」
に
、
「
附
則
第
十
三
項
第
一
号
八
」
を
「
附
則
第
四
条
第
一
号
ハ
」
に
、
「
附
則
第
十
三
項

第
一
号
二
」
を
「
附
則
第
四
条
第
一
号
二
」
に
、
「
附
則
第
十
三
項
第
二
号
イ
」
を
「
附
則
第
四
条
第
二
号
イ
」
に
、
「
附

則
第
十
三
項
第
二
号
ロ
」
を
「
附
則
第
四
条
第
二
号
ロ
」
に
、
「
附
則
第
十
三
項
第
二
号
ハ
」
を
「
附
則
第
四
条
第
二

号
ハ
」
に
、
「
附
則
第
十
三
項
第
二
号
二
」
を
「
附
則
第
四
条
第
二
号
二
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
二
条
と
す
る
。

　
附
則
第
五
項
及
び
第
六
項
を
削
り
、
附
則
第
七
項
の
前
の
見
出
し
及
び
同
項
を
削
り
、
附
則
第
八
項
及
び
第
九
項

を
削
り
、
附
則
第
二
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　
　
（
算
定
政
令
附
則
第
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
九
条
の
一
般
被
保
険
者
の
数
）

第
三
条
　
算
定
政
令
附
則
第
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
九
条
の
一
般
被
保
険
者
の
数
は
、
各
月
末
の
一
般
被
保
険

　
者
の
数
と
す
る
。



14（号外第205号）
幸
長官金曜日平成18年9月8日

　
　
（
連
合
会
へ
支
払
う
べ
き
額
の
相
殺
）

第
四
条
　
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
連
合
会
」
と
い
う
。
）
の
会
員
で
あ
る
市
町
村
（
以

　
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
会
員
市
町
村
」
と
い
う
。
）
が
法
第
四
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
連
合
会
に
対
し
て
療

　
養
の
給
付
に
関
す
る
費
用
の
支
払
に
関
す
る
事
務
を
委
託
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
．
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
の

　
療
養
の
給
付
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
対
す
る
支
払
に
充
て
る
た
め
の
費
用
と
し
て
連
合
会
に
支
払
う
べ
き
額
が

　
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
員
市
町
村
は
、
連
合
会
と
の
契
約
に
よ
り
、
各
年
度
毎
に
、
当
該
支
払
う
べ
き
額
及
び
当

　
該
年
度
の
法
附
則
第
十
六
項
各
号
に
掲
げ
る
交
付
金
を
交
付
す
る
事
業
に
係
る
法
附
則
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
る

　
拠
出
金
（
当
該
事
業
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
と
当
該
年
度
の
法
附
則

　
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
の
額
と
を
相
殺
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
附
則
第
十
項
中
「
附
則
第
十
項
」
を
「
附
則
第
二
条
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
五
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と

し
て
「
（
平
成
十
七
年
度
に
お
け
る
組
合
普
通
調
整
補
助
金
の
額
の
算
定
の
特
例
）
」
を
付
す
る
。

　
附
則
第
十
一
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で
を
削
る
。

　
附
則
第
十
七
項
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
項
中
「
改
正
法
」
を
「
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
十
四
年
法
律
第
百
二
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
属
す
る
第
一
号
被
保
険
者
」
を

　
「
属
す
る
被
保
険
者
（
老
人
保
健
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
第
一
号
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
こ
の
項
」
を
「
こ
の
条
」
に
、
「
前
期
年
齢
階
層
別
第
一
号

被
保
険
者
数
」
を
「
年
齢
階
層
別
第
一
号
被
保
険
者
数
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
六
条
第
一
項
と
し
、
附
則
第
十

八
項
中
「
属
す
る
第
二
号
被
保
険
者
」
を
「
属
す
る
被
保
険
者
（
老
人
保
健
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ

る
場
合
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
二
号
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
こ
の
項
」
を
「
こ

の
条
」
に
、
「
前
期
年
齢
階
層
別
第
二
号
被
保
険
者
数
」
を
「
年
齢
階
層
別
第
二
号
被
保
険
者
数
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
二
項
と
し
、
附
則
第
十
九
項
中
「
当
該
市
町
村
の
平
成
十
五
年
度
の
十
一
月
三
十
日
に
お
け
る
当
該
年
齢
階

層
に
属
す
る
第
一
号
被
保
険
者
の
数
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
後
期
年
齢
階
層
別
第
一
号
被
保
険
者
数
」
と
い
う
。
ご

を
「
年
齢
階
層
別
第
一
号
被
保
険
者
数
」
に
、
「
後
期
年
齢
階
層
別
第
一
号
被
保
険
者
数
の
」
を
「
年
齢
階
層
別
第
一

号
被
保
険
者
数
の
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
附
則
第
二
十
項
中
「
当
該
市
町
村
の
平
成
十
五
年
度
の

十
一
月
三
十
日
に
お
け
る
当
該
年
齢
階
層
に
属
す
る
第
二
号
被
保
険
者
の
数
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
後
期
年
齢

階
層
別
第
二
号
被
保
険
者
数
」
と
い
う
。
）
」
を
「
年
齢
階
層
別
第
二
号
被
保
険
者
数
」
に
、
「
後
期
年
齢
階
層
別
第
二

号
被
保
険
者
数
の
」
を
「
年
齢
階
層
別
第
二
号
被
保
険
者
数
の
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
附
則
第
二

十
一
項
中
「
附
則
第
十
五
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
国

民
健
康
保
険
の
指
定
市
町
村
に
係
る
基
準
超
過
費
用
額
に
関
す
る
経
過
措
置
）
」
を
付
す
る
。

　
　
附
則
第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
6
　
平
成
十
六
年
度
か
ら
平
成
十
八
年
度
ま
で
に
お
け
る
改
正
法
附
則
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

　
　
た
改
正
法
附
則
第
二
十
五
条
各
号
の
被
保
険
者
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
前
各
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　
　
別
表
第
二
の
表
の
㈱
の
2
及
び
別
表
第
三
の
表
の
㈱
の
2
中
「
》
酪
羅
妨
蜘
期
雑
踏
」
の
次
に
「
薄
q
》
酪
餌
餅

　
茄
熟
離
躍
」
を
、
「
’
沙
珊
瑚
離
」
の
次
に
「
薄
q
肝
魂
難
燃
」
を
加
え
、
「
謎
騰
豫
盆
画
殉
職
路
盤
知
舜
陣
細
期
黙
δ

壌
δ
盆
満
期
離
躍
」
を
「
設
鵬
塾
知
添
単
車
曲
滋
離
羅
礬
沙
劇
期
壁
∩
索
ぴ
痢
嘱
単
車
詑
勘
離
躍
s
糾
襲
∩
燗
叫

　
ぴ
躍
謡
S
錨
×
舜
肝
魂
期
離
δ
痢
δ
菊
添
享
｛
￥
曲
期
儲
躍
」
に
改
め
る
。

　
　
別
表
第
四
を
削
る
。

　
（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条
　
船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
七
条
ノ
七
第
三
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
二
係
ル
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に

　
改
め
る
。

　
　
第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
第
二
十
八
条
ノ
七
第
一
項
｝
の
下
に
「
、
第
二
十
八
条
ノ
八
第
一
項
」
を
加
え
、
「
若
ハ

　
診
療
所
又
ハ
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
「
又
ハ
診
療
所
」
に
、
「
総
称
ス
」
を
「
称
ス
」
に
、
「
又
ハ
特
定
療
養
費
」

　
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
二
係
ル
療
養
又
ハ
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
九
中
「
法
第
二
十
八
条
第
五
項
各
号
二
掲
グ
ル
病
院
又
ハ
診
療
所
」
を
「
保
険
医
療
機
関
等
」

に
、
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
十
と
し
、
同
条
の
次
に

次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
十
一
　
被
保
険
者
又
八
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
が
第
二
十
二
条
第
一
項
ノ
規
定
二
依
リ
保
険
医
療

　
機
関
等
二
就
キ
入
院
時
生
活
療
養
費
二
係
ル
療
養
ヲ
受
ケ
タ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
法
第
二
十
八
条
ノ
八
第
四
項
二
於

　
テ
準
用
ス
ル
法
第
二
十
八
条
ノ
七
第
四
項
ノ
規
定
二
依
リ
其
ノ
被
保
険
者
又
ハ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
二
支
給
ス
ベ

　
キ
入
院
時
生
活
療
養
費
ハ
当
該
保
険
医
療
機
関
等
二
対
シ
支
払
フ
モ
ノ
ト
ス

第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
十
二
　
保
険
医
療
機
関
等
ハ
法
第
二
十
八
条
ノ
八
第
四
項
二
於
テ
準
用
ス
ル
法
第
二
十
八
条
ノ

　
七
第
六
項
ノ
規
定
二
依
リ
交
付
ス
ペ
キ
領
収
証
ニ
ハ
入
院
時
生
活
療
養
費
二
係
ル
療
養
二
付
被
保
険
者
又
ハ
被
保

　
険
者
タ
リ
シ
者
ヨ
リ
支
払
ヲ
受
ケ
タ
ル
費
用
ノ
額
ノ
中
法
第
二
十
八
条
ノ
八
第
二
項
二
規
定
ス
ル
生
活
療
養
標
準

　
負
担
額
ト
其
ノ
他
ノ
費
用
ノ
額
ト
ヲ
区
分
シ
テ
記
載
ス
ペ
シ

　
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
八
第
一
項
中
「
法
第
二
十
八
条
第
五
項
各
号
二
掲
グ
ル
病
院
又
ハ
診
療
所
」
を
「
保
険
医
療

機
関
等
」
に
、
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
五
号
及
び
第
三
項
中
「
標

準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
九
と
す
る
。

　
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
七
第
一
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
四
条

ノ
ニ
ノ
八
と
す
る
。

　
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
六
第
四
項
中
「
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
五
第
十
項
」
を
「
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
六
第
十
項
」
に

改
め
、
同
条
を
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
七
と
す
る
。

　
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
五
第
一
項
中
「
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
七
」
を
「
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
八
」
に
改
め
、
同
条
第

七
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
二
係
ル
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項

中
「
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
五
第
十
項
」
を
「
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
六
第
十
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
四
条
ノ
ニ

ノ
六
と
す
る
。

　
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
四
中
「
法
第
二
十
八
条
第
五
項
各
号
二
掲
グ
ル
病
院
又
ハ
診
療
所
」
を
「
保
険
医
療
機
関
等
」

に
、
「
病
院
又
ハ
診
療
所
」
を
「
保
険
医
療
機
関
等
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
五
と
す
る
。

　
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
四
　
法
第
二
十
八
条
ノ
三
ノ
三
第
一
項
二
規
定
ス
ル
厚
生
労
働
省
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
特
別
ノ
事

　
情
ハ
被
保
険
者
が
震
災
、
風
水
害
、
火
災
其
ノ
他
此
等
二
準
ズ
ベ
キ
災
害
二
因
リ
住
宅
、
家
財
又
ハ
其
ノ
他
財
産

　
二
著
シ
キ
損
害
ヲ
受
ケ
タ
ル
コ
ト
ト
ス

　
第
二
十
四
条
ノ
三
第
一
項
中
「
総
称
ス
」
を
「
称
ス
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、

　
「
第
二
十
九
条
第
四
項
」
の
下
に
「
二
於
テ
準
用
ス
ル
法
第
二
十
八
条
ノ
七
第
四
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第

二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
八
」
を
「
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
九
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
五
条
中
「
第
二
十
九
条
第
六
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
四
項
二
於
テ
準
用
ス
ル
法
第
二
十
八
条
ノ
七
第
六

項
」
に
、
「
特
定
療
養
費
二
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
二
」
に
改
め
、
「
中
当
該
療
養
二
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
生

活
療
養
」
を
加
え
、
「
区
分
シ
テ
記
載
ス
ベ
シ
」
を
「
、
当
該
療
養
二
生
活
療
養
が
含
マ
ル
ル
ト
キ
ハ
第
一
号
二
規
定

ス
ル
額
ト
第
三
号
二
規
定
ス
ル
額
ト
其
ノ
他
ノ
費
用
ノ
額
ト
ヲ
夫
々
区
分
シ
テ
記
載
ス
ペ
シ
」
に
改
め
、
同
条
第
一

号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
特
定
療
養
費
算
定
額
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
算
定
額
」

に
、
「
特
定
療
養
費
ト
シ
テ
」
を
・
「
保
険
外
併
用
療
養
費
ト
シ
テ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食

事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
三
　
当
該
生
活
療
養
二
係
ル
生
活
療
養
標
準
負
担
額

　
第
二
十
六
条
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
ノ
支
給
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
．
に
改
め
る
。

　
第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
若
ハ
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
る
。

　
第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
特
定
療
養
費
ノ
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
ノ
支
給
、
保
険
外
併
用
療
養
費
ノ
」
に
改

め
、
同
項
第
三
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
二
係
ル
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
、
「
若

ハ
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
二
係
ル
療
養
若
ハ
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
三
条
第
一
項
第
七
号
中
「
規
定
ス
ル
」
の
下
に
「
食
事
療
養
、
生
活
療
養
、
評
価
療
養
又
ハ
」
を
加
え
、

同
項
第
九
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
ノ
支
給
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。
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第
四
十
三
条
ノ
六
第
一
項
中
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
、
法
第
二
十
八
条
ノ
八
第
二
項
二
規

定
ス
ル
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」
に
、
「
特
定
療
養
費
ト
シ
テ
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
ト
シ
テ
」
に
改
め
、
同
項

第
六
号
中
「
特
定
療
養
費
ノ
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
ノ
支
給
、
保
険
外
併
用
療
養
費
ノ
」
に
、
「
入
院
時
食
事
療

養
費
、
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
四
条
第
一
項
第
七
号
中
「
特
定
療
養
費
ノ
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
ノ
支
給
、
保
険
外
併
用
療
養
費
ノ
」

に
、
「
第
八
条
ノ
ニ
第
一
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
特
定
療
養
費
二
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
二
係
ル

療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
二
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
ノ
支
給
、

保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
七
」
を
「
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
八
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第

二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
八
」
を
「
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
九
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
九
ト
を
「
第

二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
十
」
に
、
「
及
第
二
十
九
条
第
六
項
」
を
「
（
法
第
二
十
九
条
第
四
項
二
於
テ
準
用
ス
ル
場
合
ヲ
含
ム
）
」

に
改
め
る
。

　
第
四
十
六
条
中
「
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
七
」
を
「
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
八
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
ニ
中
「
同
条
第
一
項
第
一
号
イ
乃
至
ト
」
を
「
同
条
第
一
項
第
一
号
イ
乃
至
へ
」
に
改
め
、

第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
第
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
」
を
「
第
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
に
、
「
前
号
」
を

「
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
二
規
定
ス
ル
保
険
外
併
用
療
養
費
算
定
額
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、

同
条
第
四
号
中
「
第
九
条
第
一
項
第
一
号
二
」
を
「
第
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と

し
、
同
条
第
五
号
中
「
第
九
条
第
一
項
第
一
号
ホ
」
を
「
第
九
条
第
一
項
第
一
号
二
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四

　
　
　
り

号
と
し
、
同
条
第
六
号
中
「
第
九
条
第
一
項
第
一
号
へ
」
を
「
第
九
条
第
一
項
第
一
号
ホ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条

第
五
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
第
九
条
第
一
項
第
一
号
ト
」
を
「
第
九
条
第
一
項
第
一
号
へ
」
に
改
め
、
同
号
を

同
条
第
六
号
と
す
る
。

　
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
四
中
「
二
係
ル
」
を
削
り
、
「
至
ル
者
」
の
下
に
「
又
ハ
令
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
ハ
ノ
規

定
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
者
ト
シ
テ
生
活
療
養
標
準
負
担
額
二
付
減
額
ア
リ
セ
バ
生
活
保
護
法
ノ
規
定
二
依
ル
保
護
ヲ
要

セ
ザ
ル
ニ
至
ル
者
」
を
加
え
る
。

　
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
五
中
「
二
係
ル
」
を
削
り
、
「
至
ル
者
」
の
下
に
「
又
ハ
令
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
ニ
ノ
規

定
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
者
ト
シ
テ
生
活
療
養
標
準
負
担
額
二
付
減
額
ア
リ
セ
バ
生
活
保
護
法
ノ
規
定
二
依
ル
保
護
ヲ
要

セ
ザ
ル
ニ
至
ル
者
」
を
加
え
る
。

　
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
七
第
一
項
中
「
及
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
五
第
一
項
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
十
四

条
ノ
ニ
ノ
五
第
三
項
」
を
「
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
六
第
三
項
」
に
、
「
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
六
」
を
「
第
二
十
四
条
ノ

ニ
ノ
七
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
此
ノ
場
合
二
於
テ
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
六
第
三
項
第
三
号
中
「
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
五
十
八
条
第
一
号
イ
又

　
ハ
ロ
」
ト
ア
ル
ハ
「
令
第
十
」
条
第
一
項
第
一
号
ハ
又
ハ
ニ
」
ト
読
替
フ
ル
モ
ノ
ト
ス

　
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
七
第
六
項
中
「
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
八
」
を
「
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
九
（
第
二
十
四
条
ノ
三

第
二
項
二
於
テ
準
用
ス
ル
場
合
ヲ
含
ム
ご
に
、
「
法
第
二
十
八
条
第
五
項
各
号
二
掲
グ
ル
病
院
又
ハ
診
療
所
」
を
「
保

険
医
療
機
関
等
」
に
、
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
又
ハ
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
「
入
院

時
食
事
療
養
費
」
の
下
に
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
を
加
え
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

　
此
ノ
場
合
二
於
テ
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
九
第
一
項
中
「
減
額
セ
ザ
ル
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
ト
ア
ル
ハ
「
減
額

　
セ
ザ
ル
食
事
療
養
標
準
負
担
額
又
ハ
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」
ト
、
「
ヲ
入
院
時
食
事
療
養
」
ト
ア
ル
ハ
「
又
ハ
其

　
ノ
生
活
療
養
二
付
支
払
ヒ
タ
ル
生
活
療
養
標
準
負
担
額
ヨ
リ
生
活
療
養
標
準
負
担
額
ノ
減
額
ア
リ
セ
バ
支
払
フ
ベ

　
キ
生
活
療
養
標
準
負
担
額
ヲ
控
除
シ
タ
ル
額
二
相
当
ス
ル
額
ヲ
夫
々
入
院
時
食
事
療
養
費
若
ハ
保
険
外
併
用
療
養

　
費
又
ハ
入
院
時
生
活
療
養
費
若
ハ
保
険
外
併
用
療
養
費
」
ト
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
食
事
療
養
」
ト
ア
ル
ハ
「
当

　
該
食
事
療
養
又
ハ
当
該
生
活
療
養
」
ト
、
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
ト
ア
ル
ハ
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
又
ハ
当

　
該
生
活
療
養
二
付
支
払
ヒ
タ
ル
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」
ト
、
同
条
第
三
項
中
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
ト
ア

　
ル
ハ
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
又
ハ
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」
ト
読
替
フ
ル
モ
ノ
ト
ス

　
第
四
十
七
条
ノ
四
第
一
項
第
三
号
中
「
第
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
乃
至
ト
」
を
「
第
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
乃
至

へ
」
に
改
め
る
。

　
第
八
十
二
条
ノ
十
六
第
一
項
中
「
第
五
十
条
ノ
九
第
二
項
」
を
「
第
五
十
条
ノ
九
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　
第
九
十
五
条
ノ
ニ
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
九
十
八
条
ノ
四
中
「
又
ハ
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
ノ
支
給
又
ハ
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
、

「
並
二
第
二
十
九
条
第
八
項
及
第
九
項
」
を
「
、
第
二
十
八
条
ノ
八
第
四
項
及
第
二
十
九
条
第
四
項
」
に
改
め
、
「
若

ハ
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
る
。

　
様
式
第
四
号
3
及
び
様
式
第
五
号
4
中
「
沖
蜘
」
を
「
陣
蝸
識
離
×
舜
肝
煎
熟
離
」
に
、
「
一
ゆ
δ
O
鎌
筒
盆
S
賄

橘
通
尚
愚
」
を
「
詩
蝋
8
陣
猟
期
離
繭
楢
ゆ
前
盛
×
耳
許
蒜
期
牒
賄
楢
ゆ
面
慧
」
に
改
め
る
。

　
様
式
第
六
号
ノ
四
中
「
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
五
」
を
「
第
二
十
四
条
ノ
ニ
ノ
六
」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
中

　
「
繭
癬
蹄
苗
愚
」
を
「
陣
蝦
殉
難
繭
橘
通
苗
磁
」
に
改
め
る
。

　
様
式
第
六
号
ノ
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
蜘
　
副
）

毒
血
痢
鄭
蒸
謡
漸
漸
贈
離
輝
期
磯

魚
碍
　
　
柑
　
　
池

m’

|
‡

圏
　
　
　
　
　
時

潮
　
　
翻
　
　
函

騨癩

肝只
食潮

面q
ロコ函

蝋

前

職鄭痢鶴

翼

困
想
　
　
岳
　
　
油

田

踏・遡

司口囲

dロ疎

昂
　
　
　
函

　
薄
q

肝
油
血
m

皿
四
皿
苗
最
陶
磁

謙
　
酵
　
蓋
　
m

温
什
器
網
　
　
柑
　
　
並

m

踏・遡

網
鳥

醤

油

m
菅
①
針
澄

へ
知
郵
蝋
菌

鑓
　
q
　
醤

（事濫目＼冷rヤ十目頴）団＼司。〉ト搬洪難
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。
刈
”
ゆ
世
用
点
o
U
ゆ
灸
霞
e
雛
噸
e
以
任
〆
ゆ
旺
掴
繁
赴
．
ρ
幻
曲
ト
颪
＜
．
楚
緊
旺
e
月
　
榊
翠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蜜
細
属
国
搬
）

　
　
　
　
　
　
　
　
K
旺
磐
爪
冠
斜
認
“
巽
似
、
叡
熱
紫

暖
速
攻
鰹
嘩
卜
辻
月
馳
刊
U
溜
烈
爆
蝦
蟹
函
測
鎖
胆
驕
ミ
へ

娼
蝋
ザ
櫃
q
馳
駆
鑓
踏
固
鰹
吐
く
製
曜
、
邸
K
駅
酬
葭
属
目

駅
ギ
、
懸
く
十
日
願
q
親
賢
－
厭
＜
、
礁
く
十
日
駅
．
邸
川

厭
因
、
悪
く
十
日
駅
．
U
、
懸
く
十
1
1
搬
．
邸
ギ
蕪
肖
邸
回

駅
蘇
く
十
口
騰
坦
椅
日
溜
懸
く
十
ギ
駅
爆
醤
K
駅
酬
葭
属
目

駅
蝋
k
十
ギ
蕪
．
懸
川
十
ギ
蕪
．
駅
目
土
K
駅
坦
鰹
購
笹
越

　
　
　
　
　
（
篭
細
P
栃
田
川
駅
ゆ
長
野
－
駅
）
懸
《
十
日
駅
㎜

　
　
　
　
　
　
　
K
旺
磐
爪
親
心
認
q
巽
似
、
撫
淵
踏
肥
超

善
趣
K
卜
池
q
製
肖
獺
鞭
畑
州
ミ
へ
心
頭
ぜ
櫃
日
握
輿
論
く

区
趣
娯
ミ
鳳
輯
U
中
和
邸
国
訳
朕
く
十
1
1
釈
く
製
暇
、
邸
K

駅
酬
葭
冊
目
駅
艦
寝
q
料
陣
／
駅
K
＼
懸
く
十
U
駅
．
野
川

駅
日
、
懸
く
十
口
駅
、
U
＼
蝋
く
十
日
駅
．
野
ギ
蕪
軽
邸
日

駅
蝋
く
十
口
駅
坦
粁
q
溜
釈
く
十
ギ
駅
肖
邸
K
駅
酬
自
邸
圖

駅
懸
K
十
ギ
駅
．
懸
爪
十
ギ
駅
．
磯
回
十
K
駅
斑
纒
嘩
贋
型

　
　
　
（
蜜
細
P
幅
罫
川
獣
心
穀
田
1
蕪
）
＜
＼
懸
く
＋
1
1
駅
㎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
K
旺
磐
貼
N

ハ
謎
q
巽
似
、
嘉
獺
輿
節
制
善
趣
K
卜
輩
q
短
藤
測
鎖
蹄
蟹

ミ
外
心
甑
ザ
橿
U
極
輿
論
く
区
趣
恨
ム
へ
無
鯉
月
ゆ
ゆ
属
国
駅

懸
く
十
1
1
厭
く
製
畷
、
邸
1
駅
K
、
磯
く
十
U
駅
q
溜
野
川

駅
圓
、
懸
く
十
1
1
猷
．
口
、
懸
く
十
1
1
駅
．
罫
㌍
駅
肖
田
図

駅
懸
く
十
日
風
垣
粁
q
潤
悪
く
十
ギ
駅
肖
属
K
駅
酬
自
邸
回

駅
懸
K
十
ギ
獣
．
駅
川
十
ギ
駅
．
磯
回
十
K
駅
坦
継
送
踏
越

　
　
　
（
蟄
細
P
秘
邸
《
駅
ゆ
灸
晋
1
猷
）
ギ
、
懸
く
＋
口
訳
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
K
匪
紺

m
製
‡
u
‡
鯉
、
湘
燃
ミ
題
“
坦
粁
く
製
螺
、
凹
－
蕪
懸
U

十
く
駅
蔭
釈
く
十
ギ
駅
．
晋
K
駅
圏
点
野
図
猷
蝋
K
十
ギ
駅

．
懸
爪
＋
ギ
駅
．
磯
目
＋
K
駅
坦
鰹
雌
櫃
製
図
、
懸
く
＋
日
賦
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
（
魚
）
坦
鰹
購
嘔
憩

岬
　
　
田
　
岬
饗
楚
臥
響
佃

　
　
母
略
喰
総
締

鰹
瞳
蝋
＃
枳
署
楚

区
囲
米
喧
猟
釧
殴

‡
樹
田

町
　
　
計
　
　
督
腎

nじ

駅

（
旧

剛
）

　　攣個駅十川且1P掴疑ゆ。
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（裏　面）

注

意

事

項

一
　
こ
の
証
の
交
付
を
受
け
た
と
き
に
は
、
す
ぐ
に
住
所
欄
に
住
所
を
自
署
し
て
大
切
に
保
持
し
て
く

　
だ
さ
い
。

二
　
こ
の
証
に
よ
っ
て
認
定
疾
病
に
係
る
保
険
診
療
を
受
け
る
場
合
は
、
窓
口
で
支
払
う
一
部
負
担
金

　
等
の
額
は
、
保
険
医
療
機
関
等
又
は
保
険
薬
局
等
ご
と
に
一
ヶ
月
に
表
面
に
記
載
さ
れ
た
自
己
負
担

　
限
度
額
を
最
高
限
度
と
し
ま
す
。

　
　
た
だ
し
、
入
院
し
た
場
合
に
は
、
食
事
療
養
又
は
生
活
療
養
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
別
途
定

　
額
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額
又
は
生
活
療
養
標
準
負
担
額
を
求
め
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

三
　
保
険
医
療
機
関
等
又
は
保
険
薬
局
等
に
つ
い
て
認
定
疾
病
に
係
る
保
険
診
療
を
受
け
よ
う
と
す
る

　
と
き
に
は
、
必
ず
こ
の
証
を
そ
の
窓
口
で
渡
し
て
く
だ
さ
い
（
保
険
医
療
機
関
等
に
つ
い
て
は
　
被

　
保
険
者
証
又
は
被
扶
養
者
証
に
添
え
て
ぐ
だ
さ
い
）
。
こ
の
場
合
に
は
、
ぞ
の
認
定
疾
病
に
係
る
療
養

　
が
終
わ
る
ま
で
、
こ
の
証
は
保
管
さ
れ
て
、
療
養
が
終
わ
っ
て
か
ら
返
付
さ
れ
ま
す
。

四
　
被
保
険
者
の
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き
又
は
被
扶
養
者
で
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
こ

　
の
証
を
保
険
者
に
返
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
船
舶
所
有
者
を
経
由
し
て
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ

　
ん
。

五
　
老
人
保
健
の
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
こ
の
証
を
保
険

　
者
に
返
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
船
舶
所
有
者
を
経
由
し
て
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

六
　
不
正
に
こ
の
証
を
使
用
し
た
者
は
、
刑
法
に
よ
り
詐
欺
罪
と
し
て
懲
役
の
処
分
を
受
け
ま
す
。

七
　
表
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
こ
の
証
を
保
険
者
に
提
出
し
て
訂
正

　
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
船
舶
所
有
者
を
経
由
し
て
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
本
人
と
記
載
し
、
受
診
者
が
被
扶
養
者
で
あ
る
と
き
は
　
そ
れ
ぞ
れ
の
欄
に
該
当
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
　
　
　
　
運
定
は
療
期
け
宅
攣

　
六
　
別
途
被
保
険
者
等
に
周
知
す
る
こ
と
に
よ
り
、
注
意
事
項
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
五
　
　
「
発
効
期
日
」
欄
に
は
、
こ
の
証
が
有
効
と
な
る
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
く
事
末
受
在

備
考

　
一
　
こ
の
証
の
大
き
さ
は
、
縦
一
二
七
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
横
九
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

　
二
　
こ
の
証
は
、
受
診
者
一
人
ご
と
に
こ
れ
を
作
成
す
る
こ
と
。

、．

P
ボ
難
険
雛
鶴
縫
繋
る
義
者
」
の
欄
の
・
氏
名
及
び
生
年
月
日
・
欄
に
穫
者
囎
無
鷺
礁

　
四

　煙慣駅4（申＼4く任「駅図牛革駅、U州く」如「駅図十ギ畷、U、ギ」想溶含’匝還帽（欄間）昼

r定める在宅時医学総合管理若しくは在宅末期医療総合診療」姻「定める在宅時医学総合管理若し

くは在宅末期医療総合診療（以下「入院療養等」という。）」ぜ「食事療養に係る標準負担額」如「食

事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」ぜ　「入院の際又は在宅時医学総合管理若しくは在宅

末期医療総合診療」如「入院療養等」想’「標準負担額は」脚「食事療養標準負担額又は生活療養を

受ける場合に支払う生活療養標準負担額は」製〆「入院をするとき又は在宅時医学総合管理若しくは

在宅末期医療総合診療」如「入院療養等」想督含㊨。

　攣帽駅十1中＼日（田湿）丑「特定療養費」掴「入院時生活療養費、保険外併用療養費」想諮憩

ゆ。

　運個駅十10P＼川（榔国）任「第二十八条ノ七」如「第二十八条ノ七・第二十八条ノ八」想溶愈

ゆ。

⑩
r

（
中
の
O
N
駅
《
中
）

騨

1田

田
轡
酬
　
田
o
o
皿
①
世
o
D
臨
r
督
誹
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（
介
護
保
険
法
施
行
令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
規
定
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を

　
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条
　
介
護
保
険
法
施
行
令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
規
定
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

　
も
の
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
一
号
中
「
並
び
に
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
の
承
認
」
を
削
る
。

　
（
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

窮
十
二
条
　
医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
三
十
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
第
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
十
二
　
削
除

　
（
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
審
査
委
員
会
及
び
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
特
別
審
査
委
員
会
規
程
の
一
部
改

　
正
）

第
十
三
条
　
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
審
査
委
員
会
及
び
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
特
別
審
査
委
員
会
規
程
（
昭

　
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
四
条
の
表
一
の
項
中
「
第
八
十
五
条
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
」
を
、
「
若
し
く
は
第
四

　
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
」
を
加
え
る
。

　
　
（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条
．
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

　
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
一
条
中
「
（
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
を
含
む
。
第
五
条
及
び
第
五
条
の
四
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
」

　
を
削
る
。

　
　
第
二
条
の
六
中
「
第
五
条
の
三
第
四
項
」
の
下
に
「
、
第
五
条
の
三
の
二
第
四
項
」
を
加
え
る
。

　
　
第
五
条
第
一
項
中
「
規
定
す
る
標
準
負
担
額
」
を
「
規
定
す
る
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
、
「
標
準
負
担
額
」
と

　
い
う
。
）
及
び
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
と
い
う
。
）
、
法
第
八
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
生
活
療
養
標
準
負
担

　
額
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
が
生
活
療
養
標
準
負
担
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
費
用

　
の
額
と
す
る
。
以
下
単
に
「
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」
と
い
う
。
）
又
は
」
に
、
「
食
事
の
提
供
た
る
療
養
（
法
第
六
十

　
三
条
第
』
項
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
と
併
せ
て
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
「
食
事
療
養
」
を
「
法
第
六
十
三
条
第
二

　
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
事
療
養
（
以
下
「
食
事
療
養
」
と
い
う
。
）
及
び
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
生
活
療
養
（
以

　
下
「
生
活
療
養
」
に
、
「
標
準
負
担
額
を
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
を
加
え
た
額
と
し
、
生
活
療
養
を
行
っ
た
場

　
合
に
お
い
て
は
生
活
療
養
標
準
負
担
額
を
」
に
改
め
、
「
第
八
十
五
条
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
八
十
五
条
の
二
第
二

　
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
夏
中
「
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
選
定
療
養
」
を
「
生
活
療
養
に
関
し
、
当
該

　
療
養
に
要
す
る
費
用
の
範
囲
内
に
お
い
て
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
又
は
第
百
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定

　
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
金
額
の
支
払
を
、
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
評
価
療
養
（
以
下
「
評
価

　
療
養
」
と
い
う
。
）
又
は
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
選
定
療
養
（
以
下
「
選
定
療
養
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

　
　
第
五
条
の
二
を
削
る
。

　
　
第
五
条
の
二
の
二
中
「
前
二
条
」
を
「
前
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
の
二
と
す
る
。

　
　
第
五
条
の
三
第
一
項
中
「
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
標
準
負
担
額
」

　
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
前
条
第
二
項
」
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条

　
を
加
え
る
。

　
　
　
（
生
活
療
養
）

　
第
五
条
の
三
の
二
　
保
険
医
療
機
関
は
、
そ
の
入
院
患
者
に
対
し
て
生
活
療
養
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
病
状
に
応

　
　
じ
て
適
切
に
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
提
供
す
る
食
事
の
内
容
の
向
上
並
び
に
温
度
、
照
明
及
び
給
水
に
関
す
る
適

　
　
切
な
療
養
環
境
の
形
成
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
2
　
保
険
医
療
機
関
は
、
生
活
療
養
を
行
う
場
合
に
は
、
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
生
活
療
養
標
準
負
担
額

　
　
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
食
事
を
提
供
し
、
温
度
、
照
明
及
び
給
水
に
関
す
る
適
切
な
療
養
環
境
を
形
成
す

　
　
る
も
の
と
す
る
。

　
3
　
保
険
医
療
機
関
は
、
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
を
受
け
て
生
活
療
養
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
療
養

　
　
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
の
も
の
と
す
る
ほ
か
、
当
該
療
養
を
行
う
に
当
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
患
者
に
対
し
そ
の
内

　
　
容
及
び
費
用
に
関
し
て
説
明
を
行
い
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

4
　
保
険
医
療
機
関
は
、
そ
の
病
院
又
は
診
療
所
の
病
棟
等
の
見
や
す
い
場
所
に
、
前
項
の
療
養
の
内
容
及
び
費
用

　
に
関
す
る
事
項
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
五
条
の
四
の
見
出
し
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
六
十

三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
「
評
価
療
養
又
は
」
に
改
め
、
「
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
は
第
五
条
の
二
第
二
項
に

規
定
す
る
高
度
先
進
医
療
で
あ
る
療
養
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
療
養
に
関
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
支
払

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
」
を
削
る
。

　
第
十
八
条
た
だ
し
書
、
第
十
九
条
第
三
項
、
第
二
十
条
第
八
号
及
び
第
二
十
一
条
第
十
号
を
削
る
。

　
第
二
十
四
条
の
表
中
第
五
条
第
一
項
の
項
及
び
第
五
条
第
二
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項

第
七
十
四
条

第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
四
条

第
二
十
八
条
ノ
三

第
八
十
五
条

第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
五
条

第
二
十
八
条
ノ
七

第
八
十
五
条
の
二

第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
五
条
の
二

第
二
十
八
条
ノ
八

法
第
八
十
六
条

法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
六
条

法
第
二
十
九
条

第
七
十
六
条
第
二
項
、
第
八
十
五
条
第
二
項
、
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
又
は
第
八
十
六
条
第
二
項
第
一
号

第
七
十
六
条
第
二
項
、
第
八
十
五
条
第
二
項
、
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
又
は
第
八
十
六
条
第
二
項
第
一
号

第
百
十
条

第
百
四
十
条

第
三
十
一
条
ノ
ニ

支
払
を
受
け
る

支
払
を
受
け
る
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第
五
条
第
二
項

第
八
十
五
条
第
二
項
又
は
第
百
十
条
第
三
項

第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
五
条
第
二
項
又
は
第
百
十
条
第
三
項

第
二
十
八
条
ノ
七
第
二
項
又
は
第
三
十
一
条
ノ
ニ
第
三
項

第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
又
は
第
百
十
条
第
三
項

第
二
十
八
条
ノ
八
第
二
項
又
は
第
三
十
一
条
ノ
ニ
第
三
項

法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
三
号

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
第
三
号

同
項
第
四
号

法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
四
号

健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
四
号

第
八
十
六
条
第
二
項
又
は
第
百
十
条
第
三
項

第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
六
条
第
二
項
又
は
第
百
十
条
第
三
項

第
二
十
九
条
第
二
項
又
は
第
三
十
一
条
ノ
ニ
第
三
項

　
　
第
二
十
四
条
の
表
中
第
五
条
の
二
第
一
項
の
項
、
第
五
条
の
二
第
二
項
の
項
及
び
第
五
条
の
四
第
一
項
の
項
を
削

　
る
。

　
（
保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条
　
保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

　
う
に
改
正
す
る
。

　
第
四
条
第
一
項
中
「
、
第
八
十
五
条
第
二
項
」
を
削
り
、
「
支
給
さ
れ
る
額
」

定
す
る
額
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
六
十
三
条
第
二
項
」

に
規
定
す
る
評
価
療
養
又
は
同
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

の
下
に
「
（
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規

を
「
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
三
号

第
十
一
条
の
表
中
第
四
条
第
一
項
の
項
及
び
第
四
条
第
二
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項

第
七
十
四
条

第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
四
条

第
二
十
八
条
ノ
三

法
第
八
十
六
条

法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
六
条

法
第
二
十
九
条

第
七
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
同
項
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
同
項
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

第
七
十
六
条
第
二
項
又
は
第
八
十
六
条
第
二
項
第
一
号

第
七
十
六
条
第
二
項
又
は
第
八
十
六
条
第
二
項
第
一
号

第
百
十
条

第
百
四
十
条

第
三
十
一
条
ノ
ニ

項第
四甲

�

二

百第 同 号法 支 す同

十八 項 第 払 る条

条十 第 六 を 額第

第六 四 十 受 二
三条 号 三 け 項

項第 条 る 第

二 第 一
項 二

口
写

又 項 に

は 第 規

第 三 定

項用第 二準法 二準法 る控さ費条定かよのてる支 項準法
．又す百 項用第 項用第 除れ用第にらり費は療払 第用第

はる四 第す百 第す百 しるに二よ法算用法養を 一す百
第法十 四る四 三る四 た額限項る第定の第を’ ．号る四

百第九 号法十 号法十 額にる第特百さ額七受特 に法十

十八条 第九 第九 の相」一別四れの十け別 規第九
条十に 六条 六条 支当と号療十た算六た療 定百条

第六お 十に 十に 払すしに養五費定条者養 す十に

三条い 三お 三お をる’て掲費条用の第に費 る条お

項第て 条い 条い 受額支げ（のの例二つに 、額第い

二準 第て 第て けを給る同規額に項い係 二て

三第 二健 条法健 支 す同

十二 項康 第律康 払 る条

一十 第保 二第保 を 額第

条九 四険 項七険 受 二
ノ条 号法 第十法 け 項

二第 第 一　口
�噬秩i

る 第

第二

O項
六
十

号）大

@第正
一
口
万

項又 三 六十 に

は 条 十一 規

第 第 三年 定

　
（
社
会
保
険
労
務
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
＋
六
条
社
会
保
険
霧
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
＋
三
年
耀
讐
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
資

　
　
別
表
第
四
十
六
号
中
「
第
八
十
六
条
第
十
二
項
及
び
第
十
三
項
並
び
に
」
を
「
第
八
十
五
条
の
二
第
五
項
、
第
八

　
十
六
条
第
四
項
及
び
」
に
改
め
、
同
表
第
四
十
七
号
中
「
並
び
に
第
二
十
九
条
第
八
項
及
び
第
九
項
」
を
「
、
第
二

　
十
八
条
ノ
八
第
四
項
及
び
第
二
十
九
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
表
第
四
十
九
号
中
「
第
五
十
三
条
第
七
項
及
び
第
八

　
項
並
び
に
」
を
「
第
五
十
二
条
の
二
第
三
項
、
第
五
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
」
に
改
め
、
同
表
第
五
十

　
四
号
中
「
並
び
に
第
三
十
一
条
の
三
第
九
項
及
び
第
十
項
」
を
「
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
七
項
及
び
第
三
十
一
条

　
の
三
第
六
項
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
（
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条
　
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年

　
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
一
条
中
「
、
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
「
、
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外

　
併
用
療
養
費
」
に
、
「
及
び
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
様
式
第
一
（
一
）
中
「
8
割
」
を
「
7
割
」
に
、
「
八
割
」
を
「
七
割
」
に
、
「
食
事
療
養
」
を
「
食
事
療
養
．
生
活

　
療
養
」
に
改
め
る
。

　
　
様
式
第
一
（
二
）
及
び
様
式
第
一
（
三
）
中
「
8
割
」
を
「
7
割
」
に
、
「
八
割
」
を
「
七
割
」
に
改
め
る
。

　
　
様
式
第
二
（
一
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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・診療報酬 I喉，　　　　灘医療　一ド
@　　　　　　　　　　　　　　　　平成　年　　月分

1
医
科

　　　1P社・国：3老人
@　　：
Q公費14退職　　　●

1単独

Q2併
R3併

1本人：　　　　17商人9

R三入：　　　　●

T家入：9高入7

一市町村

ﾔ　弩

1
●
‘
し
●
1

I
l
l
I
I
I

，　　　■

h　　　l
h　　　　●

P　　　　1

怐@　　‘

h　　　　I

老人医療

ﾌ受給者

ﾔ　　号

1　　　1

C　　　●

C　　　　1

C　　　l
h　　　，

P　　　塵

1　　　●

h　　　l

戟@　　l
h　　　■

P　　　●

P　　　■

保険者

ﾔ　号

●
1
1
1
■
■
1
0

，
●
●
，
塵
1
一
，

1　　　　　●

怐@　　　　●

怐@　　　　■

怐@　　　　●

怐@　　　　●

怐@　　　　●

戟@　　　　I

｡　　　　　　1

給
付
割
合

10　9　8

V　（　）

公費負

S者番

�@

1
●
1
1
1
1

I
l
●
‘
，
，

I　　　　I

h　　　　I

h　　　■

h　　　　I

怐@　　1
怐@　　，

公費負担

纓ﾃの受

去ﾒ癖

■　　　●

C　　　　‘

怐@　　，

｡　　　　●

怐@　　専

黶@　　　●

1　　　　■

P　　　●

P　　　●

h　　　l
h　　　■

ﾕ　　　1

公費負

S者番

�A

1
●
I
I
‘
1

，
1
●
●
●
●

I　　　　I

戟@　　1
|　　　　I

h　　　I
u　　　　1

|　　　　1

公費負担

纓ﾃの受

去ﾒ番

，　　　　，

怐@　　■

P　　　●

怐@　　●

P　　　●

C　　　‘

●　　　，

怐@　　●

P　　　　●

怐@　　　1

P　　　　1

P　　　●

被保険者証・被保険者
闥｠等の記号　　番号

区分　　精神　結核　療養 特記事項

氏
　
名

i男　2女　　1明　2大　3昭　4平　　　　　　生

保険医

�@関

ﾌ所在

n及び

ｼ　称

職務上の事由　　1職務上2下船後3月以内3通勤災害

診
保

日傷
　
　
病
　
　
名

（1）

k2）

i3）

診
療
開
始
日

（1）　　　　年　　月　　日

i2）　　　　年　　月　　日

i3）　　　　年　　月　　日転
帰

　　●　　　　　　1

療
実
日
数

公
費
1

日

公
費 日

11　　初　　診 時間外・休日・深夜　　　　回　　　　　　点 公費分点数

13　　医学管理
14　　在　　　宅

一

20
竃

21内　　　　　服　　　　　　単位
Q2　屯　　　　　服　　　　　　単位
Q3　外　　　　　用　　　　　　単位
Q4　餌　　　　　剤　　　　　　　　日

Q6　麻　　　　　毒　　　　　　　日

Q7調　　　　基
30

克
ﾋ

3！皮下筋肉内　　　　　　　回
R2　静　　脈　　内　　　　　　　回
R3　そ　　の　　他　　　　　　　回

40

�
u

　　　　　　　　　　　　　　　回

�@　　　　　　剤

・　・　一　一　　・　　一　一　　一　　臨　一

｡　一　●　，　一　・　騨　一　｝　・　一

c　　　　　　　一　一　－　　一　．　　・　一　　一

C　　●　●　一　一　一　一　一　』　－　・

怐@一　●　一　一　一　一　一　一　轟　■

C　一　一　・　・　　・　…　　　　　　一

50
阮ワ
p画

　　　　　　　　　　　　　　　回

�@　　　　　　剤

60

沚
ｸ

　　　　　　　　　　　　　　　回

�@　　　　　　剤

●
1
●
●
■
■
，
●
1
●
■
●
●
●
●
，
●
■
●
，
1
●
●
1
●
●
1
■
直
l
l
l
●
■
●
，
■
■
●
●
■
1
■
■
●
，
1
，
●
■
1
■
●
，
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
■
●
，
1
●
』
1
■
●
●
暫
I
l
l
●

70
謳f
恍f

　　　　　　　　　　　　　　　回

�@　　　　　　剤

80

ｻ
の
他

薬　　　　　　　剤

●　一　一　一　－　・　…　　　　　　一　一

E　　．　　・　●　●　■　　一　，　　・　一　一

入院年月日　　　　　　　　　年　　　月　　　日

病　　　診90

�
@

90入院基本料・加算　　　　　　　点

@　　　　　　　×　　　　日岡
@　　　　　　　X　　　　日岡
@　　　　　　　×　　　　日同
@　　　　　　　X　　　　日間
@　　　　　　　X　　　　日問
92特定入院料・その他

※高額療養費　　　　　　　　　円 ※公費負担点数　　点

※公費負担点数　　点97

H事

ｶ活

基準

ﾁ別
H堂
ﾂ境

円×　　　回

~×　　　回

c×　　　日

~X　　　日

基準（生）　　　　　　　円x　　　　回

ﾁ別（生）　　　　　　円x　　　　回

ｸ・免・猶・1　皿・3月越

療
　
養
　
の

保
　
険

精 点 ※　決　　　　定　点 　負担金額　　円

�z割1円）免除・支払猶予

食
事

保
険

回 謡　　　求　　円 ※　決　　　定　円 （標準負担額）円

給

公
費

点 ※　　　　　　　　　点 円　’

@生
@括
@療
@養

公
費
①

回 円 ※　　　　　　　　円 円

付
公
費

点 ※　　　　　　　　　　点 円
公
費
②

回 円 ※　　　　　　　　円 円

様
式
第

（

）

（
第
二
条
関
係
）

備考1．この用紙は、日本工業規格A列4番とすること，

　　2．※印の欄は、記入しないこと．

（
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様
式
第
二
（
二
）
及
び
様
式
第
三
中

様
式
第
四
中
「
8
割
」
を

　
　
様
式
第
五
中
「
0
高
外
8
」

　
　
様
式
第
六
中
「
八
割
」
を

　
　
様
式
第
七
中
「
8
割
」
を

　
　
様
式
第
八
中
「
8
割
」
を

　
　
様
式
第
九
中
「
9
宮
人
8
」

　
（
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
、

第
十
八
条

　
　
　
　
　
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
、

　
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
様
式
第
一
中
「
8
割
」
・
を
「
7
割
」
に
、
「
八
割
」
を
「
七
割
」
に
改
め
る
。

　
　
様
式
第
二
中
「
8
割
」
を
「
7
割
」
に
改
め
る
。

　
　
様
式
第
三
中
「
0
高
齢
8
」
を
「
0
高
齢
7
」
に
改
め
る
。

　
（
地
方
社
会
保
険
医
療
協
議
会
の
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条
　
地
方
社
会
保
険
医
療
協
議
会
の
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
令
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を

　
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
六
条
中
「
若
し
く
は
保
険
薬
島
の
指
定
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
の
承
認
」
を
「
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
」

　
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
の
承
認
」
及
び
「
又
は
承
認
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号

　
中
「
（
同
法
第
八
十
六
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
及
び
「
又
は
承
認
」
を
削
り
、
同
条
第
三

　
号
中
「
（
同
法
第
八
十
六
条
第
十
三
項
に
お
い
て
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
の
承
認
又
は
承
認
の
変
更
に
つ
い
て
準
用

　
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。

　
（
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条
　
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生

　
労
働
省
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
附
則
第
四
条
第
一
号
二
㈲
中
「
額
及
び
」
を
「
額
、
」
に
改
め
、
「
同
項
の
費
用
の
額
」
の
下
に
「
及
び
同
法
第
八

　
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
同
項
の
費
用
の
額
」
を
加
え
る
。

　
　
（
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条
　
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
の
一
鶴
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
六
十
八
条
第
六
項
第
二
号
及
び
第
七
項
第
一
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
、
保
険

　
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
七
十
条
第
二
項
第
一
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」

　
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
、
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
に

　
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
七
百
七
条
第
八
十
六
号
、
第
七
百
十
六
条
第
一
号
及
び
第
七
百
十
八
条
第
一
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院

　
時
生
活
療
養
費
の
支
給
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
八
百
五
十
二
条
第
一
項
第
六
号
中
「
、
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生

　
活
療
養
費
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
八
百
五
十
九
条
第
一
項
第
七
号
中
㍉
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改

　
め
る
。

　
　
第
八
百
六
十
条
第
二
号
中
「
、
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費

　
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
八
百
六
十
八
条
第
十
三
号
中
「
、
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療

　
養
費
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
八
百
七
十
五
条
第
二
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
　
・
（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

　
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
「
0
高
外
8
」
を
「
0
高
外
7
」
に
改
め
る
。

「
7
割
」
に
、
「
八
割
」
を
「
七
割
」
に
改
め
る
。

　
を
「
0
高
外
7
」
に
改
め
る
。

「
七
割
」
に
、
「
食
事
療
養
」
を
「
食
事
療
養
・
生
活
療
養
」
に
改
め
る
。

「
7
割
」
に
、
「
食
事
療
養
」
を
「
食
事
療
養
・
生
活
療
養
」
に
改
め
る
。

「
7
割
」
に
改
め
る
。

　
を
「
9
高
入
7
」
に
改
め
る
。

訪
問
看
護
療
養
費
等
の
請
求
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

　
　
　
訪
問
看
護
療
養
費
等
の
請
求
に
関
す
る
省
令
（
平
成
四
年
厚
生
省
令
第
五
号
）

　
（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
健
康
保
険
標
準
負
担
額
減
額
認
定

　
証
、
健
康
保
険
特
別
療
養
証
明
書
、
健
康
保
険
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
、
健
康
保
険
被
保
険
者
受

　
給
資
格
者
証
及
び
健
康
保
険
被
保
険
者
特
別
療
養
費
受
給
票
は
、
当
分
の
問
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康

　
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

2
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
健
康
保
険
検
査
証
は
、
当
分
の
間
、
こ

　
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
特
定
承
認
保
験
医
療
機
関
の
承
認
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤

　
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
よ
り
別
段
の
申
出
を
し
ょ
う
と

　
す
る
と
き
は
、
改
正
前
の
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
の
承
認
並
び
に

　
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
第
五
条
の
例
に
よ
る
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
降
に
お
い
て
、
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の

　
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
第
一
条
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
病
院
若
し
く
は

　
診
療
所
又
は
薬
局
が
、
施
行
日
前
に
当
該
申
請
に
係
る
指
定
申
請
書
を
提
出
し
て
い
る
と
き
は
、
健
康
保
険
法
第
六

　
十
五
条
第
三
項
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
別
に
提
出
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

　
　
（
老
人
保
健
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
老
人
保
健
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
老
人
保
健
特
定
疾
病
療
墜
受
療
証

　
は
、
当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
老
人
保
健
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す

2
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
老
人
保
健
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
老
人
保
健
検
査
証
は
、
当
分
の
問
、
こ

　
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条
　
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

　
証
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
資
格
証
明
書
、
国
民
健
康
保
険
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
、
国
民
健
康
保
険
特
定
疾

　
病
療
養
受
療
証
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受
け
る
療
養
に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令

　
　
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
第
二
十
九
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
疾
病

　
に
係
る
も
の
又
は
健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
》
第
四
十
二
条
第
六
項
第
二
号
に
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

　
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
に
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）
、

　
額
認
定
証
は
、
当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み

　
な
す
。

2
　
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
検
査
証
は
、
当
分

　
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
国
民
健
康
保
険
の
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
の
調
髪
付
金
の
咬
付
額
の
算
燵
関
す
屠
令
（
以
下

　
「
新
調
交
省
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
度
分
の
調
整
交
付
金
力
ら
適
用
す
る
　
た
だ
し
　
同
年
度
の

　
九
月
三
十
日
以
前
の
期
間
に
係
る
新
調
交
省
令
第
四
条
、
第
六
条
及
び
別
表
第
一
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
の
算
定

　
並
び
に
同
年
度
に
お
け
る
調
整
対
象
収
入
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
（
国
民
健
康
保
険
の
事
務
費
負
担
金
等
の
交
付
額
等
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条
　
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
の
事
務
費
負
担
金
等
の
交
付
額
等
の
算
健
に
関
す
る
省
令

　
（
以
下
「
新
事
務
費
省
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
度
分
の
療
養
給
付
費
等
負
担
金
　
療
養
給
付
費
等

　
補
助
金
、
組
合
普
通
調
整
補
助
金
及
び
組
合
特
別
調
整
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
十
八
年
度
の
流
月

三
＋
日
以
前
の
期
間
に
係
る
新
事
務
費
省
令
第
五
条
の
二
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
九
誘
二
か
ら
第
＋
条
ま
で
。
第

　
十
四
条
、
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
　
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

　
　
（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
九
条
　
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
船
員
保
険
被
保
険
者
証
、
船
員
線

険
被
扶
讐
敵
船
員
保
険
標
準
負
担
額
減
額
認
定
錘
船
員
保
険
限
度
額
適
用
．
標
準
負
担
額
馨
認
定
証
は

　
当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
サ

2
　
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
船
員
保
険
検
査
証
は
　
当
分
の
問
、
こ

　
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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@　細　　　醤

@　　建設業　許可の取消処分の公告

@建設業法（昭和2　法律第100号）第29条第1
�の規定による処分を　こので、同法第29条の5

謔P項の規定に基づき、）　とおり公告する。

@平成18年9月8日
@　　　　　　中国地方整備局　　甲村　謙友

P　処分をした年月日　平成18年　　7日
Q　被処分者の商号、代表者の氏名、　一たる営業

@所の所在地及び許可番号　ナイカイ建　　式会

@社　久山　方士　岡山市浦安本町63番地

@国土交通大臣許可（般一13）第8171号
R　処分の内容　建設業法第29条第1項に基づく

@許可の取消し（土木工事業、とび・土工工事業、

@舗装工事業、しゅんせつ工事業に関する一般建

@設業の許可）
S　処分の原因となった事実　平成18年7月13日

@付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出

@があり、このことが同法第29条第1項第4号に

@該当する。
T　教示　この処分に不服があるときは、この処

@分があったことを知った日の翌日から起算して

@60日以内に国土交通大臣に審査請求することが

@できる（なお、この通知を受けた日の翌日から

@起算して60日以内であっても、処分の日から1

@年を経過すると審査請求をすることができなく
@なる。）。また、行政事件訴訟法（昭和37年法律

@第139号）の定めるところにより、この通知を

@受けた日（当該処分につき審査請求をした場合

@においては、これに対する決定の送達を受けた

　日　の立日から　　　て6か月以　に国を　口

@として（訴訟において国を代表する者は法務大

@臣となる。）、処分の取消しの訴えを提起するこ

@とができる（なお、この通知又は決定の送達を
@受けた日の翌日から起算して6か月以内であっし　ても、処分又は決定の日から1年牽経過すると

@処分の取消しの訴えを提起することができなく

@なる。）。

@建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第1

�の規定による処分をしたので・同法第29条の5

謔P項の規定に基づき、次のとおり公告する。

@平成18年9月8日
@　　　　　　中国地方整備局長　甲村　謙友

@1　処分をした年月日　平成18年8月7日
@2　被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業

@所の所在地及び許可番号　相互建設株式会社

@高山　尚明　岡山県津山市小原127番地　国土

@　通大臣許可（般・特一13）第19395号
@3　　分の内容　建設業法第29条第1項に基づく

@　許口　取消し（管工事業に関する一般建設業の

@　許可）

@4　処分の、　となった事実　平成18年6月30日
@　付けで建設　　　12条の規定による廃業の届出

@　があり、このこ　　‘同法第29条第1項第4号に

@　該当する。
@5　教示　この処分に　　｛あるときは、この処

@　分があったことを知った　　翌日から起算して

@　60日以内に国土交通大臣に　　請求することが

@　できる（なお、この通知を受レ　日の翌日から

@　起算して60日以内であっても、処　　日から1

@　年を経過すると審査請求をすること　申さなく

@　なる。）。また、行政事件訴訟法（昭和3　法律

@　第139号）の定めるところにより、この通

@　受けた日（当該処分につき審査請求をした場

においては、これに対する決定の送達を受けた

@）の翌日から起算して6か月以内に国を被告
@　て（訴訟において国を代表する者は法務大

@臣　　る。）、処分の取消しの訴えを提起するこ

@とが　　る（なお、この通知又は決定の送達を

@受けた　　翌日から起算して6か月以内であっ

@ても、処　　は決定の日から1年を経過すると

�ｪの取消　　訴えを提起することができなく

@なる。）。

@建設業法（昭和24　律第100号）第29条第1
�の規定による処分を　・ので、同法第29条の5

謔P項の規定に基づき、’　とおり公告する。

@平成18年9月8日
@　　　　　　中国地方整備　　　甲村　謙友

P　処分をした年月日　平成18　　月7日
Q　被処分者の商号、代表者の氏　　主たる営業

@所の所在地及び許可番号　株式　社エヌ・
@ティ・ティ　マーケティング　アク　　中国

@織田　康豊　岡山市中山下2丁目1番9口　国

@土交通大臣許可（特一14）第20015号

R　処分の内容　建設業法第29条第1項に基　《

@許可の取消し（電気通信工事業に関する特定

@設業の許可）

S　処分の原因となった事実　平成18年7月3日
@付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出

@があり、このことが同法第29条第1項第4号に

@該当する。
T　教示　この処分に不服があるときは・この処

@分があったことを知った日の翌日から起算して

@60日以内に国土交通大臣に審査請求することが

@できる（なお、この通知を受けた日の翌日から

@起算して60日以内であっても、処分の日から1

@年を経過すると審査請求をすることができなく

@なる。）。また、行政事件訴訟法（昭和37年法律

@第139号）の定めるところにより、この通知を

@受けた日（当該処分につき審査請求をした場合

@においては、これに対する決定の送達を受けた

@　日）の翌日から起算して6か月以内に国を被告

@　として（訴訟において国を代表する者は法務大

@臣となる。）、処分の取消しの訴えを提起するこ

@　とができる（なお、この通知又は決定の送達を

@受けた日の翌日から起算して6か月以内であっ

@　ても、処分又は決定の日から1年を経過すると

@　処分の取消しの訴えを提起することができなく

@　なる。）。

　建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第1

�の規定による処分をしたので、同法第29条の5
謔P項の規定に基づき、次のとおり公告する。

@平成18年9月8日
@　　　　　　中国地方整備局長　甲村　謙友

P　処分をした年月日　平成18年8月7日
Q　被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業

@所の所在地及び許可番号　宇部テクノエンジ株

@式会社　金重　和義　山口県宇部市大字小串字

@沖の山1980番地　国土交通大臣許可（特一17）

@第14748号
R　処分の内容　建設業法第29条第1項に基づく

@許可の取消し（舗装工事業、しゅんせつ工事業

@に関する特定建設業の許可）

S　処分の原因となった事実　平成18年6月29日
@付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出

@があり、このことが同法第29条第1項第4号に

@該当する。
T　教示　この処分に不服があるときは、この処

@分があったことを知った日の翌日から起算して

@60日以内に国土交通大臣に審査請求することが

@できる（なお、この通知を受けた日の翌日から

@起算して60日以内であっても、処分の日から1

@年を経過すると審査請求をすることができなく

@なる。）。また、行政事件訴訟法（昭和37年法律

@　139号）の定めるところにより、この通知を
@又　た日（当該処分につき審査請求をした場合

@にお、ては、これに対する決定の送達を受けた
@　日）　　明日から起算して6か月以内に国を被告一として　　訟において国を代表する者は法務大

@臣となる。　処分の取消しの訴えを提起するこ
@　とができる　　お、この通知又は決定の送達を

@受けた日の翌　　、ら起算じて6か月以内であっ

@　ても、処分又は’　の日から1年を経過すると
@　処分の取消しの訴　　提起することができなく

@　なる。）。

@　建設業法（昭和24年法律　100号）第29条第1

�の規定による処分をしたの　　同法第29条の5

@第1項の規定に基づき、次のと　り公告する。

@　平成18年9月8日
@　　　　　　　中国地方整備局長　　　寸　謙友

@1　処分をした年月日　平成18年8月
@2　被処分者の商号、代表者の氏名、主　る営業

@　所の所在地及び許可番号　宇部興産株式　社

@　田村　浩章　山口県宇部市大字小串1978一

@　国土交通大臣許可（特一17）第3849号
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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
八
十
六
号

　
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
八
十
五
条
第
二
項
及
び
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規

定
を
同
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
健
康
保
険
の
食
事
療
養
に
係
る

標
準
負
担
額
（
平
成
八
年
厚
生
省
告
示
第
二
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
食
事
療
養
に
係
る
標
準
負
担
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
平
成
十
八
年
九
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

　
題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
健
康
保
険
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額
及
び
生
活
療
養
標
準
負
担
額

　
本
文
中
「
に
係
る
」
を
削
り
、
「
の
標
準
負
担
額
」
を
「
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
本
文
を
第
一
号
と
し
、

同
号
の
表
中
「
又
は
第
二
号
に
定
め
る
者
」
を
「
若
し
く
は
第
二
号
又
は
第
六
十
二
条
の
三
第
一
号
に
定
め
る
者
」
に

改
め
、
同
表
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
二
　
健
康
保
険
の
生
活
療
養
標
準
負
担
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

　
　
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。
な
お
、
一
日
の
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
う
ち
食
事
の
提
供
に
係
る
も
の
の
額
は
、
三

　
　
食
に
相
当
す
る
額
を
限
度
と
す
る
。

　
第
二
号
に
次
の
表
を
加
え
る
。

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

額

規
則
第
六
十
二
条
の
三
各
号
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者

一
日
に
つ
き
三
百
二
十
円
と
一
食
に
つ
き
四
百
六
十
円
と
の
合
計
額

基
準
の
入
院
時
生
活
療
養
（
H
）
を
算
定
す
る
保
険
医
療
機
関
に
入
院
し
て
い
る
者

一
日
に
つ
き
三
百
二
十
円
と
一
食
に
つ
き
四
百
二
十
円
と
の
合
計
額

規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
三
号
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の

一
日
に
つ
き
三
百
二
十
円
と
一
食
に
つ
き
二
百
十
円
と
の
合
計
額

規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
三
号
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の

一
日
に
つ
き
三
百
二
十
円
と
一
食
に
つ
き
百
三
十
円
と
の
合
計
額

規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
三
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
し
な
い
も
の

一
日
に
つ
き
零
円
と
一
食
に
つ
き
二
百
六
十
円
と
の
合
計
額

規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
三
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の

一
日
に
つ
き
零
円
と
一
食
に
つ
き
二
百
十
円
と
の
合
計
額

一
日
に
つ
き
零
円
と
一
食
に
つ
き
百
六
十
円
と
の
合
計
額

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
八
十
七
号

　
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
老
人
保
健
の
食
事
療
養
に
係
る
標
準
負
担
額
（
平
成
八
年
厚
生
省
告
示
第
二
百
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
食
事
療
養
に
係
る
標
準

負
担
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
平
成
十
八
年
九
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

　
題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
老
人
保
健
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額
及
び
生
活
療
養
標
準
負
担
額

　
本
文
中
「
に
係
る
」
を
削
り
、
「
の
標
準
負
担
額
」
を
．
「
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
本
文
を
第
一
号
と
し
、

同
号
の
表
中
「
第
二
十
三
条
に
定
め
る
者
」
を
「
第
二
十
三
条
各
号
に
該
当
す
る
者
」
に
改
め
、
「
（
規
則
第
二
十
三
条

第
一
号
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
六
条
の
三
第
一
号
」
を
加
え
、
同
表
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
二
　
老
人
保
健
の
生
活
療
養
標
準
負
担
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

　
　
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。
な
お
、
一
日
の
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
う
ち
食
事
の
提
供
に
係
る
も
の
の
額
は
、
三

　
　
食
に
相
当
す
る
額
を
限
度
と
す
る
。

　
第
二
号
に
次
の
表
を
加
え
る
。
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該二
当十

’ す六
る条
者の
以三 区
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に入 て活下準費食
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て活 1に十生贄
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を る準働用療
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保 機」九定院
険 関の十に時
医 に入九関生

二円一 六円一
十と日 十と日
円一に 円一に
と食つ と食つ
のにき のにき 額

合つ三 合つ三
計き百 計き百・

額四二 額四二
百十 百十
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烽ﾂ
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＿
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O
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
八
十
八
号

　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
第
六
十
二
条
の
三
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
平
成
十
八
年
九
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

　
　
　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

一　

f
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
二
号
）
別
表
第
一
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
（
以

　
下
「
医
科
点
数
表
」
と
い
う
。
）
第
1
章
第
2
部
第
1
節
入
院
基
本
料
区
分
A
1
0
1
の
2
の
イ
に
掲
げ
る
入
院
基
本

　
料
A
、
同
ロ
に
掲
げ
る
入
院
基
本
料
B
及
び
同
ハ
に
掲
げ
る
入
院
基
本
料
C
を
算
定
す
る
患
者

二
　
医
科
点
数
表
第
1
章
第
2
部
第
1
節
入
院
基
本
料
区
分
A
1
0
9
の
2
の
イ
に
掲
げ
る
入
院
基
本
料
A
、
同
日
に

　
掲
げ
る
入
院
基
本
料
B
及
び
同
ハ
に
掲
げ
る
入
院
基
本
料
C
を
算
定
す
る
患
者

三
　
医
科
点
数
表
第
1
章
第
2
部
第
3
節
特
定
入
院
料
区
分
A
3
0
8
に
掲
げ
る
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟

　
入
院
料
を
算
定
す
る
患
者

四
　
医
科
点
数
表
第
1
章
第
2
部
第
3
節
特
定
入
院
料
区
分
A
3
1
6
の
一
に
掲
げ
る
診
療
所
老
人
医
療
管
理
料
を
算

　
定
す
る
患
者

五
　
医
科
点
数
表
第
－
章
第
2
部
第
4
節
短
期
滞
在
手
術
基
本
料
区
分
A
4
0
0
の
2
に
掲
げ
る
短
期
滞
在
手
術
基
本

　
料
2
を
算
定
す
巻
患
者

　
　
　
　
　
ノ
　
ロ
ノ
　
　
　
ノ

　
健
康
保
険
、
　
　
　
　
　
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
第
四
十
二
条
第
六
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
　
、
　
　
　
こ
定
め
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
平
成
十
八
年
九
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

　
　
　
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第
六
項
第
二
号
の
　
　
レ
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病

一　

検
�
ｪ
画
製
剤
を
投
与
し
て
い
る
先
天
性
血
液
凝
固
第
皿
因
子
障
害
　
｝
　
　
　
　
　
凝
固
第
K
因
子
障
害

二
　
抗
ウ
イ
ル
ス
剤
を
投
与
し
て
い
る
後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
（
H
I
V
感
染
を
含
み
、
　
　
’
　
　
　
の
定
め
る

　
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

　
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九
十
号

　
　
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
十
六
条
第
一
項
及
び
国
民
健
康
保
険

法
　
・
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
四
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金

法
第
十
　
条
第
一
項
及
び
国
民
健
康
保
険
法
第
四
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
診
療
報

酬
請
求
　
　
（
昭
和
五
十
九
年
厚
生
省
告
示
第
百
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日

か
ら
適
用
す
　
。
た
だ
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
診
療
に
係
る
診
療
報
酬
請
求
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。　

　
平
成
十
八
年
　
月
八
日
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

　
第
一
号
中
「
四
十
万
点
」
を
「
四
十
万
点
」
に
改
め
る
。

O
農
林
水
産
省
告
示
第
　
二
百
三
十
六
号
　
　
，

　
漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
　
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
六
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
二
十
六
年
六

月
二
十
九
日
農
林
省
告
示
第
　
　
四
十
三
号
（
漁
港
指
定
）
及
び
昭
和
三
十
八
年
二
月
十
四
日
農
林
省
告
示
第
百
五
十

号
（
漁
港
を
指
定
す
る
件
）
の
　
。
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
平
成
十
八
年
九
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
農
林
水
産
大
臣
　
中
川
　
昭
一

一　

ｺ
和
二
十
六
年
六
月
二
十
九
日
　
　
省
告
示
第
二
百
四
十
三
号
（
漁
港
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
北
海
道
の
部
宇
登
呂
の
項
漁
港
の
　
小
の
欄
中
「
宇
登
呂
」
を
「
ウ
ト
ロ
」
に
改
め
、
同
項
漁
港
の
区
域
の
欄
を

　
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
（
ウ
ト
ロ
地
区
）

次
の
ア
点
か
ら
コ
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
　
　
岸
に

よ
り
囲
ま
れ
た
海
面

　
ア
点
　
北
緯
四
十
四
度
〇
三
分
五
十
七
秒
璽
、
一
六

　
　
　
　
東
経
百
四
十
四
度
五
十
九
分
十
二
秒
七
六
五

　
イ
点
　
北
緯
四
十
四
度
〇
四
分
〇
二
秒
○
八
六
七

　
　
　
　
東
経
百
四
十
四
度
五
十
九
分
〇
七
秒
九
八
四
九

　
ウ
点
　
北
緯
四
十
四
度
〇
四
分
十
五
秒
八
四
九
九

　
　
　
　
東
経
百
四
十
四
度
五
十
八
分
四
十
四
秒
七
一
九

　
　
　
　
〇

　
工
点
　
北
緯
四
十
四
度
〇
四
分
三
十
九
秒
一
六
五
三

　
　
　
　
東
経
百
四
十
四
度
五
十
九
分
三
十
秒
八
七
〇
一

　
オ
点
　
北
緯
四
十
四
度
〇
四
分
二
十
八
秒
六
八
五
九

　
　
　
　
東
経
百
四
十
四
度
五
十
九
分
五
十
八
秒
七
七
一

　
　
　
　
六

　
力
点
　
北
緯
四
十
四
度
〇
四
分
二
十
四
秒
五
六
六
一

　
　
　
　
東
経
百
四
十
四
度
五
十
九
分
五
十
七
秒
五
五
四

　
　
　
　
七

キ
点

ク
点

ケ
点

コ
点

北
緯
四
十
四
度
〇
四
分
十
九
秒
三
五
二

東
経
百
四
十
四
度
五
十
九
分
四
十
九
秒
三
七
二

九北
緯
四
十
四
度
〇
四
分
十
七
秒
一
四
二
九

東
経
百
四
十
四
度
五
十
九
分
四
十
秒
二
〇
八
九

北
緯
四
十
四
度
〇
四
分
十
一
秒
八
七
四
五

東
経
百
四
十
四
度
五
十
九
分
三
十
九
秒
六
九
五

六北
緯
四
十
四
度
〇
四
分
〇
三
秒
○
〇
一
一

東
経
百
四
十
四
度
五
十
九
分
二
十
九
秒
五
四
四

五

　
（
ウ
ト
ロ
地
区
）

水
域
の
欄
に
規
定
す
る
工
点
か
ら
コ
点
ま
で
を
順
次
結
ん

だ
線
、
同
欄
に
規
定
す
る
コ
点
、
ア
点
及
び
イ
点
を
結
ん

だ
線
並
び
に
水
際
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
地
域
並
び
に
水
域

内
の
島
し
ょ



保発第0908004号
平成18年9月8日

各都道府県知事　宛

厚生労働省保険局長

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について

　健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号。以下「法」という。）

が平成18年6月21日に公布され、同日以降順次施行されることとされ、また、健康保

険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成18年政

令第286号。以下「令」という。）が平成18年8月30日に公布されたところである

が、あわせて健康保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成18年厚生労働省令第

157号。以下「規則」という。）が本日公布され、平成18年10月1日から施行され

るとともに、「健康保険の食事療養に係る標準負担額を定める件の一部を改正する件」（平

成18年厚生労働省告示第486号。以下「改正健保告示」という。）、「老人保健の食事

療養に係る標準負担額を定める件の一部を改正する件」　（平成18年厚生労働省告示第

487号。以下「改正老健告示」という。）及び「健康保険法施行規則第62条の3第3

号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める件」　（平成18年厚生労働省告示第

488号。以下「新告示」という。）が公布され、同日から適用されることとされたとこ

ろである。

　これらの改正及び制定の趣旨並びに内容は下記のとおりであるので、その旨御了知の上、

貴都道府県内の市町村及び国民健康保険組合の周知方について御配慮願いたい。

記

（以下略）



保発第0908005号
平成18年9月8日

地方厚生（支）局長　殿

厚生労働省保険局長

　　（公印省略）

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について

　健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号。以下「法」という。）

が平成18年6月21目に公布され、同日以降順次施行されることとされ、また、健康保

険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成18年政

令第286号。以下r令」という。）が平成18年8月30日に公布されたところである

が、あわせて健康保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成18年厚生労働省令第

157号。以下「規則」という。）が本日公布され、平成18年10月1日から施行され

るとともに、「健康保険の食事療養に係る標準負担額を定める件の一部を改正する件」（平

成18年厚生労働省告示第486号。以下「改正健保告示」という。）、「老人保健の食事

療養に係る標準負担額を定める件の一部を改正する件」　（平成18年厚生労働省告示第

487号。以下「改正老健告示」という。）及び「健康保険法施行規則第62条の3第3

号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める件」　（平成18年厚生労働省告示第

488号。以下「新告示」という。）が公布され、同日から適用されることとされたとこ

ろである。

　これらの改正及び制定の趣旨並びに内容は下記のとおりであるので、その運用に当たっ

ては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。

記

（以下略）



保発第0908006号
平成18年9月8日

健康保険組合理事長　殿

厚生労働省保険局長

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について

　健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号。以下「法」という。）

が平成、8年6月2・日に公布され、同，目以降順次施行されることとされ・また1健康保

険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成18年政

令第286号。以下「令」という。）が平成18年8月30日に公布されたところである

が、あわせて健康保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成18年厚生労働省令第

157号。以下「規則」という。）が本日公布され、平成18年10月1日から施行され

るとともに、r健康保険の食事療養に係る標準負担額を定める件の一部を改正する件」（平

成18年厚生労働省告示第486号。以下「改正健保告示」という。）、「老人保健の食事

療養に係る標準負担額を定める件の一部を改正する件」　（平成18年厚生労働省告示第

487号。以下「改正老健告示」という。）及び「健康保険法施行規則第62条の3第3

号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める件」　（平成18年厚生労働省告示第

488号。以下「新告示」という。）が公布さオ鉢同日から適用されることとされたとこ

ろである。

　これらの改正及び制定の趣旨並びに内容は下記のとおりであるので、その運用に当たっ

ては十分に留意の上、被保険者等への周知を図る等遺憾なきを期されたい。

記

（以下略）



平成18年10月1日から健康保険法等が改正され

患者さんの負担額が変わります

1。70歳以上の高齢者の窓ロ負担割合が変わります。

　　現幽　　　2割→3割　　高齢者の窓ロ負担割合

【現役並み所得者となる基準】

騨締1繹難及び
※公的年金等控除等の見直しに伴う現役並み所得者の経過措置

公的年金等控除や老年者控除の見直しにより、現役並み所得者となる70歳以上の高齢者の方々については、

平成18年8月から（＊）最大2年間、月ごとの自己負担限度額は、現役並みよりも低い「一般」の額が適用されます。

籍灘騨擶る方繊鐙鍬，，姐
自己負担限度額　44，400円

（＊）健康保険・船員保険等においては

　平成18年9月から

予．」．｛．、 B一＿　　　　　　　　州．＿ウ出㎜榊勘冨脚継　　　　 琳ら　　〆　一一　　　～一帯一確蝋　牌蜘一一脚一・一一一一撒い岬輯、・4棚榊　一一佃一聯“土　研　神職｝■傷欄卿鳩　暁指“づ窄魑嚇｝牌い輔

2．1ヶ月当たりの自己負担限度額が変わります。　　　　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゑ
一部負担金については、以下の額を超えた額が、申請により、保険者又は市町村から払い戻されます。i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き

70歳未満の方

　　上位所得看

　（月収56万円以上）

　　　　（＊）

1昌一

ト

・
L
下

一　　般

1ヶ月当たりの自己負担限度額

　上位所得者（※）

1（月収53万円以上）

　　　　（＊）

L

」

1ヶ月当たりの自己負担限度額

†

L

　低所得者
（住民税非課税）

　　　　139，800円
十（医療費一466，000円）×1％

　　　＜77，700円〉

　　　　　72，300円

十（医療費一241，000円）×1％

　　　〈40，200円〉

一

　　　　150，000円
＋（医療費一500，000円）×1％

　　　＜83，400円＞

…
・　
牒
匡
ほ
－

，
｝
！
！
－
－
，

改
正
後

35，400円

般

ド　　　　　　　　　　　　ラ　　ナ
レ

1　　低所得着
き
！　（住民税非課税）
L
．

　　　　80，100円
＋（医療費一267，000円）x1％

　　　〈44，400円〉

　35，400円

＜24，600円〉
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　　　　（＊）国民健康保険においては年間所得600万円超

※人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、
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（＊）健康保険・船員保険等においては、月収28万円以上

一

（＊）健康保険・船員保険等においては、月収28万円以上

（注）＜＞内の金額は、多数該当（過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当）の場合。

詳しくは、御加入の医療保険の保険者（老人保健はお住まいの市町村）までお問い合わせください。

　　　　　　平成18年8月

厚生労働省・日本医師会



　　　　　　　　　平成18年10月1日から

療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担額が

変わり、新たに居住費（光熱水費）の負担が追加されます

◎平成18年10月1日から、健康保険法等の規定に基づいて、療養病床に入院

する70歳以上の方（65歳以上の老人医療受給対象者を含む。）の食費の負担

額が変わるとともに、新たに居住費（光熱水費）の負担が追加されます。

　ただし、難病等の入院医療の必要性の高い方の負担額は、変更前の額に据え

置かれます。（居住費の負担はありません。）

区　　分
変更前

i食費のみ）
変更後

入院時生活療養（1）を算定する

ﾛ険医療機関に入院している方

（食　費）1食につき460円

i居住費）1日につき320円
①
一
般
の
方

入院時生活療養（1）を算定する

ﾛ険医療機関に入院している方

1食につき

Q60円 （食　費）1食につき420円

i居住費）1日につき320円

　市町村民税非課税の世帯に属②　する方等（③、④以外の方）

1食につき

@210円
ﾟ去1年間の入院
﨎狽ｪ90日超の
鼾〟@160円

（食　費）1食につき210円

i居住費）1日につき320円

　②のうち、所得が一定の基準に③　満たない方等（④以外の方） （食　費）1食につき130円

i居住費）1日につき320円

　②のうち、老齢福祉年金を受給④　している方

1食につき

P00円 （食　費）1食につき100円

i居住費）1日につき　0円

・上記の②から④までに該当する方は、加入している医療保険の保険者（老人保健は居住地の市

町村）の発行する減額認定証を、被保険者証等に添えて医療機関の窓口に提出することにより、

減額が受けられます。

・患者の方が支払う負担額は、医療保険の保険者（老人保健は居住地の市町村）から医療機関に

支払われる食費に係る費用などから差し引かれるため、今回の見直しによって医療機関の収入

が変わるものではありません。

・詳しくは、加入している医療保険の保険者（老人保健は居住地の市町村）までお問い合わせく

ださい。

　　　　　　　　　　　　　　平成18年9月

　　　　　　　　　　厚生労働省・日本医師会



医療制度改革の一環として

平成18年10月1日から
療養病床に入院する高齢者の
入院時の食費の負担額が変わり、

新たに居住費（光熱水費）の
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◎　平成18年10月1日から、健康保険法等の規定に基づいて、

　療養病床に入院する70歳以上の方（65歳以上の老人医療受給

　対象者を含む。）の食費の負担額が変わるとともに、新たに居住

　費（光熱水費）の負担が追加されます。

　　ただし、難病等の入院医療の必要性の高い方の負担額は、変更

　前の額に据え置かれます。　（居住費の負担はありません。）

区　　分
変更前

i食費のみ）
変更後

入院時生活療養（1）を算定

ｷる保険医療機関に入院し

ﾄいる方

（食　費）1食につき460円

i居住費）1日につき320円
①
一
般
の
方

入院時生活療養（1）を算定

ｷる保険医療機関に入院し

ﾄいる方

1食につき

Q60円
（食　費）1食につき420円

i居住費）1日につき320円

　市町村民税非課税の世帯に②　属する方等（③、④以外の方）

1食につき

@210円
ﾟ去1年間の入院
﨎狽ｪ90日超の
鼾〟@160円

（食　費）1食につき210円

i居住費）1日につき320円

　②のうち、所得が一定の基準
Bに満たない方等（④以外の

@方）
1食につき

P00円

（食　費）1食につき130円

i居住費）1日につき320円

　②のうち、老齢福祉年金を受④　給している方 （食　費）1食につき100円

i居住費）1日につき　0円

・上記の②から④までに該当する方は、加入している医療保険の保険者（老

人保健は居住地の市町村）の発行する減額認定証を、被保険者証等
に添えて医療機関の窓口に提出することにより、減額が受けられます。

・患者の方が支払う負担額は、医療保険の保険者（老人保健は居住地の市町

村）から医療機関に支払われる食費に係る費用などから差し引かれるため、

今回の見直しによって医療機関の収入が変わるものではありません。

・詳しくは、加入している医療保険の保険者（老人保健は居住地の市町村）

までお問い合わせください。



制度見直しの背景

O国民皆保険を堅持し、将来にわたり医療保険制度を
　持続可能なものとしていくために、医療制度改革を
　進めていく必要があり、本年6月に健康保険法等の
　一部を改正する法律（平成18年法律第83号）が
　国会で成立したところです。

O今回の医療制度改革において、医療費適正化の一環
　として、平成18年10月から、医療保険が適用さ
　れる療養病床に入院する70歳以上の方（65歳以
　上の老人医療受給対象者を含む。）の食費及び居住
　費の負担の見直しを行うこととされています。また、
　平成20年4月からは、65歳以上の方が負担の見
　直しの対象となります。

Oこれは、平成17年10月から、介護保険が適用さ
　れる療養病床に入院する方の食費及び居住費の負担
　の見直しが行われていることを踏ま客、医療保険が
　適用される療養病床に入院する方のっち、難病等の
　入院医療の必要性が高い患者以外の方について塩原
　則として介護保険と同水準の食費及び居住費の一負
　担を求めるものです。

Oまた、見直しに当たっては、低所得者については所
　得に応じて負担の軽減を図るほか、入院医療の必悪
　性の高い方については、現行どおりの負担額に据え
　置くこととしています。



（参考）

療養病床に入院する高齢者の食費・居住費の負担に関する

制度改正について

1　食費及び居住費の負担の見直しの概要

（対　象　者）

平成18年10月以降　療養病床に入院する70歳以上の高齢者（65歳以上
　　　　　　　　　　　　の老人医療受給対象者を含む。）

平成20年4月以降　　療養病床に入院する65歳以上の高齢者

（負　担　額）

雛窪費辮萎纏翻購繕一男額約4・2万円）擁護・
　　　　　※　一般所得（入院時生活療養（1）を算定する保険医療機関の場合）

　　　　　　　かつ難病等の者でない場合の月額負担額
　　　　　※　現行は食材料費相当を負担（月額約2．4万円）

2　所得の状況をしん酌して負担額が軽減される者

　く低所得者の負担額＞

騰！灘蕪1菱1昇下等・≡繕翻｝※介護保険と同じ水準

3　病状の程度、治療の内容をしん酌して負担額が軽減される者

　　入院医療の必要性の高い患者（＊）の負担については、現行の食費の負担額と

　同額の負担額とする。

＊

・診療報酬上の医療区分2又は3の患者（人工呼吸器、中心静脈栄養等を要す
　る患者や脊髄損傷（四肢麻痺が見られる状態）、難病等の患者）
・回復期リハビリテーション病棟入院料、入院日数14日以内の期間に係る診
　療所老人医療管理料又は短期滞在手術基本料2を算定する患者


